




環境白書の発刊にあたって
　本県は、立山を始めとする北アルプスの峰々からの豊

かな水資源を背景に、30年代後半より飛躍的な発展をと

げ、日本海側屈指の工業県へと躍進してまいりました。

　一方では、大気の汚染、水質の汚濁、自然の改変など

の環境問題にも、直面してまいりましたが、県民の皆様

のご協力のもと、これまで講じてきました種々の施策と

関係者のご努力により本県の環境の状況は全般的にかな

り改善されてきております。

　しかしながら、最近は都市化の進展に伴い、生活排水による都市河川の

汚濁、交通公害、空き缶の散乱など、日常生活に伴って生じるいわゆる都

市・生活型の環境汚染が大きな比重を占めてきております。

　さらに、近年、環境に対する人々の関心は、公害の防止に加え、豊かな

緑、清らかな水辺、静かで落ち着いた街並など、うるおいとやすらぎのあ

るより質の高い、快適な環境へと向けられてきております。

　このため県といたしましては、これらの課題にこたえ、豊かな自然に恵

まれた県土を保全し、｢活力にあふれ、温かい心に満ちた美しいふるさと｣

の実現に向けて、今後とも、県民の皆様方の積極的な協力をえて、総合的

かつ計画的な環境保全施策をより一層推進してまいりたいと考えておりま

す。

　この白書は、59年度の環境の現状とその対策及び60年度に講じようとす

る対策をとりまとめたものです。本書を通じ県民の皆様が環境問題に対す

るご理解とご認識を深められ、よりよい環境づくりに寄与することができ

れば幸いです。

　　昭和60年7月

　　　　　　　　　　　　　　富山県知事　中沖　豊















　　　　　　　第1章　総論

　富山県は、緑と水に恵まれた美しい自然のうえに、先人の英知とたゆま

ぬ努力によって、特色ある伝統産業と近代工業が発展し、今日の繁栄が築

かれてきました。

　30年代後半からの経済の高度成長の過程で、化学、鉄鋼などの基礎素材

型産業を中心に目覚ましい進展をとげ、それに伴い、県民の生活水準も著

しく向上しましたが、その反面で、大気の汚染や水質の汚濁などの公害の

発生や自然の改変など、環境の汚染が進んだことも否めない事実です。

　このような状況から、公害を防止し、美しい自然環境を保全していくた

め、40年代には、法律や条例の整備をはじめ、本県独自のブルースカイ計

画を策定するなど各種の環境対策が強化されたことや、また、経済の安定

成長や省資源・省エネルギーの普及により、産業活動に起因する環境の汚

染は著しく改善されました。

　しかしながら、近年、都市化が進み、生活様式が高度化したことなどを

背景に日常生活の身近なところから発生する生活騒音や生活排水による河

川の汚濁、自動車等による交通騒音、道路や公園における空き缶の散乱、

ごみの処理など都市・生活型公害が課題となってきているほか、身近な自

然とのふれあいの機会も少なくなってきています。

　また、最近のエネルギーの多様化や先端技術の開発など産業構造の高度

化に伴う新たな対応など、環境問題はますます複雑・多様化してきていま

す。

　さらに、生活水準の向上に伴って県民の環境に対するニーズも、単に公

害の防止にとどまらず、心にうるおいとやすらぎを与えてくれる、快適な

環境づくりへと向けられてきております。

　このような状況をふまえ、今後の環境行政を進めるにあたっては、公害



防止対策を拡充することはもとより、複雑・多様化する環境問題に適切に

対応するため、環境汚染の未然防止を図る環境アセスメントの実施体制の

整備や、地域の特性に応じた望ましいあり方を定める地域環境管理計画の

策定に努めていく必要があります。

　また、自然を適切に保護するとともに適正な利用を図るため、自然の現

況についての各種調査を実施して県内の自然環境を十分把握しながら、総

合的な自然環境保全の施策を推進する必要があります。

　さらに、よりよい快適さを求める県民のニーズに応えるためには、県民

総ぐるみの県土美化運動をさらに展開するとともに、行政・事業者・住民

がそれぞれの役割をはたし、相互に調整しながら一体となって静けさや落

着きのある街並み、うるおいとやすらぎのある水辺、小鳥のさえずる身近

な自然などの快適な環境づくりを進め、魅力ある郷土づくりをめざして｢活

力にあふれ、温かい心に満ちた美しいふるさと｣の実現に努めていかなけ

ればなりません。

第1節　環境の現況

1　公害の現況

　　59年度における県内の公害の状況は、これまで実施してきた各種の対

　策により、全般的には改善の傾向を示しています。

　　大気の汚染については、ブルースカイ計画などを推進してきたことに

　より、主な汚染物質である硫黄酸化物や窒素酸化物は改善され、県内の

　すべての観測局で、環境基準を達成しています。しかし、浮遊粉じんや

　光化学オキシダントは、環境基準をこえていますが、これは全国的な傾

　向であり、今後、必要な調査を進めていくこととしております。

　　水質の汚濁については、小矢部川や神通川などの主な川では、著しく



　改善されてきましたが、市街地を流れる一部の川では、生活排水などの

　影響により、まだ汚れがみられるため、今後さらに下水道の整備や、川

　へ浄化水を導入するほか、親しみのもてる水辺の環境を整備するなど、

　総合的に対策を進める必要があります。

　　騒音、振動については、苦情件数は最近、減少する傾向にあり、その

　内容は多種・多様であります。また、悪臭についての苦情件数も横ばい

　から減少傾向にあります。

　　農用地のカドミウムによる土壌汚染については、神通川流域において

　55年度から実施した第1次地区96haについては59年度で復元事業を完

　了し、引き続き第2次地区450haについての事業に着手しております。

　　地下水については、地下水条例によるくみあげ量の規制や工場におけ

　る水利用の合理化が進み、地下水位の状況は、全体的にみて、おおむね

　横ばいの傾向にあります。しかし、最近、道路融雪などに利用される地

　下水が増加する傾向にあるので、引き続き監視するとともに、必要な調

　査を進めることにしております。

　　日常生活に伴って発生するごみや、し尿など一般廃棄物の処理施設に

　ついては、逐次整備されてきており、工場から発生する産業廃棄物につ

　いては、省資源化を反映し、減量化と有効利用が進んでおります。

　　一方、最近問題となっている道路や公園などにすてられている空き缶

　やごみについては、県土美化推進県民会議を中心に、関係団体の協力や

　ボランティア活動により、県民の美化意識の高揚や、清掃・緑化活動を

　進めていますが、今後、県民総ぐるみの運動としてさらに展開していく

　必要があります。

(1)大気汚染　－きれいな空を守るために、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ブルースカイ計画を進める－

　　大気は、水とともに、生きていくうえで、その基盤となる不可欠なも

　のであり、きれいな大気を守り維持していくことは、誰しもが望んでい



ることです。

　近年における産業や交通の発達は、豊かで文化的な生活をもたらした

反面、石油や石炭などの燃料を多く消費するようになったため、工場や

自動車からの排出ガスが増え、大気を汚染するようになりました。

　このため、本県では、大気汚染防止法による規制やブルースカイ計画*1

の推進により、大気の保全に努めてきた結果、主な汚染物質である硫黄

酸化物や窒素酸化物は、全観測局において環境基準*2が達成されるなど、

きれいな空になってきています。

　このような、大気の状況を監視するために、図1のとおり、現在、県

内38か所に観測局を設け、常時、環境の濃度を測定しています。また、

このうち主な17局については、汚染の状況が直ちにわかるように、各観

測局と県庁内の中央監視室をテレメーター装置で結び、光化学スモッグ

など、大気汚染の状況が悪化した場合に備えています。

　主な汚染物質の環境基準の達成率と環境濃度の推移は、表1と図2に

示すとおりです。

*1〔ブルースカイ計画〕工場などから出る硫黄酸化物や窒素酸化物の量を削減し、

　　　きれいな空を守っていくため、県が47年度から進めている計画です。

*2〔環境基準〕人の健康や生活環境を守っていく上で、維持されることが望ましい

　　　環境の目標となる基準で、公害対策基本法に基づき、現在、大気、水質及

　　　び騒音について定められています。









　硫黄酸化物については、大気汚染防止法の規制にあわせて、本県では、

47年度にブルースカイ計画をつくり、工場に対し、硫黄分の少ない良質

燃料の使用や排煙中の硫黄分を取り除く装置の設置を指導してきました。

　また、一方では、省エネルギーなどの影響で燃料使用量が減少したこ

ともあって、図3のとおり、59年度の硫黄酸化物の排出量は、48年度に

比べて5分の1以下に減少しました。

　その結果、環境の濃度は、48年度の平均0.036ppmに比べて、59年度は

平均0.011ppmと3分の1以下になり、高いところと低いところの差が

縮まっているのが目につきます。また、主な観測局についてみると、図

4のとおり、48年度に比べて最近は著しく改善されており、濃度はほぼ

横ばいで推移しています。

　また、環境基準については、48年度には全観測局の半数が基準をこえ

ていましたが、51年度以降は全観測局において達成しており、59年度も

環境基準の0.04ppmよりずっと低い濃度でこれを維持しています。

　窒素酸化物については、大気汚染防止法の規制にあわせて、49年度か

らブルースカイ計画により、工場等に対し、燃焼方法の改善や良質な燃

料の使用などを指導してきました。

　その結果、環境の濃度は、48年度には平均0.039ppmでしたが、その後

は0.025ppm前後になり、59年度も0.028ppmと近年はほば横ばいの状

況です。

　また、環境基準は、0.04～0.06ppmの範囲内又はそれ以下となってお

り、従来から全観測局においてこの基準を達成しています。特に、51年

度以降は全観測局で0.04ppm以下となり、59年度もこれを維持していま

す。

　硫黄酸化物及び窒素酸化物については、引き続き環境基準を維持する

ようブルースカイ計画を推進していきます。

　浮遊粉じんについては、高性能な集じん機の設置や燃焼方法の改善な

どを指導してきました。



　　その結果、環境の濃度は、従来から0.10mg/m3程度でほとんど変わら

　ず、59年度も0.09mg/m3とほぼ横ばいの状況です。

　　また、環境基準については、59年度の達成率が74%であり、今後とも

　工場などから出る粉じんが環境に及ぼす影響を調査し、対策を進めるこ

　とにしています。

　　光化学オキシダントについては、ここ数年、注意報を発令するような

　状況には至っていませんが、各観測局とも、春先から夏場にかけて、年

　間わずかに(総測定時間の0.4～3.9%)環境基準をこえることがありま

　すので、今後さらに、原因物質や発生メカニズムを把握するため、調査

　を進めることにしています。

　　一酸化炭素については、全観測局において環境基準を達成しています。

　　また、近年、積雪寒冷地において、スパイクタイヤの使用によって、

　道路損傷や道路粉じんの発生等生活環境への影響が社会問題になってい

　ます。

　　このようなことから、県では、要綱を定め、3月15日から12月10日ま

　での期間をスパイクタイヤの使用を自粛するよう広く県民に呼びかけて

　います。

(2)水質汚濁　－もどりつつある清流

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　都市河川では生活排水が課題－

　　水は、健康で文化的な生活を営むために必要であるばかりでなく、工

　業、農業、水産業等の産業活動にもなくてはならないものです。

　　また、きれいな川、緑豊かな水辺などは、散策、水浴その他のレクリ

　ェーションや憩いの場として、私たちをはぐくんでいます。

　　このように、水は暮らしに重要な役割を果たしていますが、水を利用

　する人の活動が逆に水質の汚濁をもたらしました。

　　このため、水質汚濁防止法によって工場排水を厳しく規制したり、あ

　るいは下水道の整備によって生活排水の処理をするなどの措置がとられ

　ています。



　その結果、県内の川や海の水質の状況は、全体としてきれいになって

きていますが、街の中を流れている一部の川では、まだ、生活排水など

による汚れがみられます。

　このような川や海の水質の状況を監視するため、図5のとおり、現在

27の川で89地点、富山湾で30地点の合計119地点で、定期的に測定を行っ

ています。

　これらの地点では、それぞれ環境基準が定められており、その達成状

況は、水銀やカドミウムなどの人の健康に関係する項目では、46年度以

降すべての川や海で環境基準を達成維持しています。

　また、水の汚れを表わすBODやCODの項目についての環境基準の達

成状況は、表2のとおり、川では90%前後を、また海では100%近い状態

を近年維持しており、きれいな水質が保たれています。

　つぎに、県内の川や海の水質の推移をBODまたはCODでみますと、

図6、7のとおり、従来汚れがみられた小矢部川やその支川の千保川あ

るいは神通川などは、環境基準をあてはめた時と比べて著しく改善され、

近年はきれいになってきています。また、庄川や黒部川などは現在もそ

の清流を保っています。

　しかし、中小の川のうち、家庭からの生活排水の影響が主にみられる





都市河川では、徐々に改善されてきているものの、いまだに汚れていま

す。

　一方、海は近年安定したきれいな水質を維持しています。

　また、それぞれの川の水質状況は、図8のとおり、ほとんど環境基準

のAA〔BOD1mg/l〕～B〔BOD3mg/l〕類型*1に相当するきれいな

水質を維持していますが、一般に下流部では、工場や家庭からの排水に

よって汚れがみられ、とくに街の中を流れている川や流れがよどんでい

る川の汚れが目だちます。

　これらの汚れている川を清流に取り戻すため、現在、下水道の整備や

きれいな水を引き入れる事業などが進められていますが、今後このよう

な中小の都市河川の対策をさらに一層進める必要があります。

　県では、住民と行政機関が一体となって、きれいな川や海を守るため、

その基本となる水質環境管理計画を策定し、きめ細かな総合的な施策を

推し進めることにしています。

　また、私たちは毎日の暮らしの中で、知らず知らずのうちに身近な川

や海を汚していることもあります。一人ひとりの理解と小さな努力の積

み重ねが、結果として水質改善に大きな力となりますので、川や海が汚

れないよう常に心がけ、水と緑豊かなやすらぎのある快適な水辺環境を

築き上げるよう努めたいものです。

*1〔水質の環境基準の類型〕川や海の水質の環境基準は、水の利用目的に応じて、

　　　川の場合はAA～E類型の6つに、また海の場合はA～C類型の3つに分

　　　類されています。

　　　　川のAA類型とか、海のA類型はもっともきれいな水質です。









(3)騒音、振動、悪臭　－多様化する騒音の苦情－

　　日常生活で体験するさまざまな音やにおいの中には｢迷惑な音(騒音)｣

　や｢不快なにおい(悪臭)｣があります。

　　県では、これら身近な公害(騒音・振動・悪臭)について、騒音規制

　法、振動規制法、悪臭防止法や公害防止条例により工場・事業場を規制

　しています。

　　騒音、振動や悪臭の状況を、県や市町村で受けつけた苦情件数からみ

　ますと、騒音や振動については、図9のとおり47年度をピークに大幅に

　減少し、最近はさらに減少する傾向にあります。59年度では、特に商店・

　飲食店等の苦情が減少しましたが、発生源については、多様化する傾向

　にあります。また、工場・事業場の苦情は、防音工事や工場移転などの

　指導により漸次減少しています。

　　一方、悪臭については、図10のとおり47年度が最も多く近年横ばいか

　ら減少傾向にあり、59年度では特に畜産業の苦情が少なくなっています。

　　なお、近年の生活水準の向上や都市化の進展にともなって騒音の発生

　源が多様化するなかにあって、生活環境を保全するため、騒音の環境基

　準のあてはめを行うことにしています。

　　また、59年3月に富山空港にジェット機が就航したことから、航空機

　騒音の環境基準についてもあてはめを行うことにしています。





(4)土壌汚染　－第2次地区の土壌復元が進められる－

　　農用地の汚染原因となる物質として、土壌汚染防止法ではカドミウム、

　ひ素、銅の3物質が定められています。

　　本県では、このうちカドミウムにより汚染された農用地として、表3



及び図11のとおり、神通川流域で1,500.6ha、黒部地域で129

.5haが土壌

汚染対策地域に指定されています。

　このうち、神通川流域の上流部96.4haの第1次地区については、き

れ

いな土壌に復元するための工事が完了し、この復元田で水稲の作付が行

われております。

　また、59年1月には第1次地区に隣接した第2次地区の450.5ha

につ

いても、復元工事を進めるため表4のとおり計画をつくり、59年6月か

ら工事を実施しております。

　なお、黒部地域については、農用地の土地利用について地元調整を終

えたうえで、対策計画を策定することにしています。



(5)地下水　－地下水位は横ばい－

　　本県は、全国的にも降水量が多く、地下水のかん養に適した地形、地

　質にあることから、豊富な地下水に恵まれており、産業活動や日常生活

　に多大の恩恵を受けております。

　　県では、この地下水を適正に利用するため、地下水条例により、富山

　市、高岡市、新湊市およびその周辺地域について規制しています。

　　また、現在、図12のとおり、富山、高岡、黒部の各地域で計20か所

の

　井戸により地下水位を観測しております。図13のとおり、全体的にみて

　大幅な変動はなく、おおむね横ばいに推移していますが、最近、豪雪に

　よる地下水利用の影響により、一部の地点では低下の傾向がみられます。

　　地域別にみると、富山地域では全体的にみてほぼ横ばいで、高岡地域

　では、ゆるやかな上昇傾向にあったが、最近、一部の地点では低下がみ

　られます。黒部地域では、全体的にみてほぼ横ばいであったが、最近、

　一部の地点では低下がみられます。

　なお、地下水への海水の混入は、富山新港を中心とした海岸部と小矢

　部川の河口付近にみられますが、ここ数年、変化はみられません。





　地下水条例適用地域における地下水の採取量は、図14のとおり最も多

い工業用が、条例による規制や合理的な利用により、年々減少していま

すが、近年、道路等の融雪用は増加する傾向にあります。このため、引

き続き監視を行うとともに、必要な調査を実施し、地下水障害の未然防

止に努めることにしています。



(6)廃棄物　－さらに有効利用をすすめる－

　　廃棄物は、近年の経済の安定成長と省資源・省エネルギーが進むなか

　で、量的には横ばいの状況でありますが、生活水準の向上や産業活動の

　高度化に伴って、質的には多種・多様になってきています。

　　これらの廃棄物は、日常生活によって生じる家庭からのごみやし尿な

　どの一般廃棄物と工場などの事業活動によって生じる燃えがら、汚でい、

　廃プラスチック類などの産業廃棄物に大別され、一般廃棄物については

　市町村が収集・処理し、産業廃棄物はそれを排出した者が責任をもって

　処理することが原則となっています。

　　一般廃棄物の処理については、最近、用地の確保や効率的な処理を行

　うため広域圏を中心とした整備がなされており、また、廃熱を利用した

　発電、温水プールや金属回収、肥料化など、再資源やエネルギーとして

　の有効利用が進められています。

　　ごみやし尿の処理は、図15のとおり最近はほとんど横ばいに推移して

　おり、58年度のごみ処理量は、35万tで図16のとおり、市町村による収集

　分が79%、直接搬入される分が21%となっています。その大部分は、図





17、図18のとおり市町村や広域圏で設置されている16か所のごみ焼却施

設と22か所のごみ埋立地で処理されています。また、冷蔵庫や家具など

の粗大ごみは4か所に設置されている専用の処理施設で処理されている

ほか、乾電池については、市町村において分別収集し、保管する措置が

すすめられています。

　一方、し尿の収集及び処理の状況は、図19及び図20のとおりで、くみ

取りによる収集人口は57万人(総人口比51%)、下水道やし尿浄化槽によ

って水洗化されている人口は41万人(同36%)となっており、残りは自

家処理されています。また、くみ取りにより収集されたし尿と、し尿浄

化槽で生じる汚でいは33万klで、そのほとんどは図21のとおり市町村

や広域圏などで設置されている11か所の処理施設で処理されています。





　産業廃棄物については、55年度の実績にもとづいて58年度に排出され

た総量を推計すると、図22のとおり395万tとなっています。このうち自

社で再利用したり、燃料や路盤材として売却されるなど、資源として有

効利用されたものは134万tで、残りの261万tが汚でいを主とする産業

廃棄物となっています。



　産業廃棄物の処理については、図23のとおり、焼却、脱水などの中間

処理がなされ、最終的には51万tが埋立され、30万tが再利用されていま

す。

　産業廃棄物はできる限り減量化し、有効利用を図ることが重要で、本

県では、従来から有効利用を促進するため、県内の事業者間で廃棄物が

相互に利用されるよう情報の交換に努めてきましたが、59年度からはさ

らに新潟県、長野県及び山梨県の情報も整備し、広域的な情報の提供に

も努めています。

　また、小規模事業所では、自社のみで埋立処分場を確保することが困

難になってきていることから、富山新港東部埋立地の一部に埋立処分場

を建設中であり、60年度中には埋立を開始することにしております。



(7)快適環境づくり　－快適環境づくりをすすめる－

　　近年、県民生活の向上に伴って、生活環境に対する要望も多様で高度

　なものになり、緑や水のある自然、歴史的雰囲気の落着いたたたずまい、

　機能的で美しい街並等、やすらぎやうるおいのある快適な環境のもとに

　生活することを望むようになってきています。

　　このため県ではこれまで行ってきた公害防止や自然環境の保全に加え

　て、県土美化運動や名水の選定にみられるように、さらに一歩進んだ快

　適環境づくりの施策に取りかかっています。

　　県土美化運動は、58年3月に制定した、富山県県土美化推進運動要綱

　に基づいて、婦人会、青年団、ボランティア団体等101団体で構成する富

　山県県土美化推進県民会議を中心に、｢日本一のきれいな県土｣の実現を

　めざして県民総ぐるみの運動として展開されています。

　　この運動では｢まちやむらを美しくする運動｣｢川をきれいにする運動｣

　　｢海岸をきれいにする運動｣及び｢空カンゼロ運動｣の四つの美化運動

　を柱として、ポスターの提示やしおりの配布、公共の場所の清掃など図

　24のとおり各種の事業を実施しているほか、県土美化モデル地区を市町



村にそれぞれ指定し、清掃や緑化活動の輪がこれらの地区を核として、

全県的に波及するよう事業の推進を図っており、清掃活動への参加者も

年々増加してきています。

　また富山県が全国にほこる豊富できれいな水は産業活動をはぐくみ、

県民の心をうるおし、生活に多大な恩恵を与えてきました。

　これらの水の中にはいわゆる名水として古くから引き継がれてきた自

然水やきれいな水環境が含まれており、59年度に環境庁が実施した｢全

国名水百選｣には本県から表5のとおり、｢黒部川扇状地の湧水群｣をは

じめ4点が選定されました。

　これを契機に県内にある名水をほりおこし、県内外に紹介するととも

に優良な水環境の保全を積極的に進めることにしています。

　さらに、60年2月には｢日本一の花と緑の県づくり｣をめざして、｢富

山県グリーンプラン｣が策定され、緑化団体、文化団体、市町村等で構

成する富山県緑花推進県民会議を中心として、緑化事業の推進、緑化思

想の啓発等各種の事業が実施されることになっております。

　その他｢魅力あるまちづくり事業｣｢文化性導入事業｣等もそれぞれ実

施されているところであり、これらの事業について総合的、計画的な充

実を図りながら、今後とも快適環境づくりの事業に積極的に取り組んで

いくことにしています。



(8)その他

　ア　公害に関する苦情

　　　公害の苦情を処理するために、公害審査会や、公害苦情相談員を設

　　けて、すみやかで適切な解決に努めています。

　　　県や市町村で受付けた大気の汚染や水質の汚濁などの典型7公害*1

　　についての苦情の件数は、図25のとおり、47年度の545件をピークに

　　年々減少しており、59年度は、181件と多いときの3分の1以下になっ

　　ています。

　　　これらの苦情の発生は、図26のとおり、生産工場によるものがもっ

　　とも多く、次いで建築土木、商店・飲食店などとなっていますが、近

　　年は生産工場によるものが減少してきている反面、苦情の内容は多

　　種・多様になっています。

　　　さらに、人口100万人当たりの苦情の発生状況は、図27のとおり、本

　　県は全国に比べて2分の1以下で、苦情の少ない県となっています。

*1〔典型7公害〕大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下

　　　及び悪臭のことをいいます。





イ　富山・高岡地域の公害防止計画の推進

　　公害防止計画は、公害のおそれのある地域について、総合的かつ計

　画的に公害防止の対策を進めるものであります。

　　本県では、富山・高岡地域について、49年度以来2回(49年度～53

　年度、54年度～58年度)にわたり国の承認を受けて、公害防止計画を

　つくり、各種の公害防止対策を進めてきました。

　　その結果、硫黄酸化物による大気汚染や主な河川の水質汚濁は大幅

　に改善されてきましたが、浮遊粉じんや光化学オキシダントによる大

　気汚染、都市河川の水質汚濁、カドミウム汚染田の復元事業など本地

　域には、なおいくつかの課題が残されていたことから、59年度に旧計

　画の見直しを行ない、表6のとおり63年度を目標とする新しい5か年

　計画を策定し、さらに対策を進めることにしています。



ウ　公害防止のための融資制度

　　中小企業における公害防止施設の整備を円滑に進めるために、金融

　機関と協力して、中小企業公害防止資金融資制度を設けています。

　　この資金は、個別処理施設については2,000万円、共同処理施設につ

　いては4,000万円を貸付限度額として、返済期間は7年以内、利率は5.0

　%と低利なものとなっています。

　　このほか、中小企業の公害防止施設整備の融資制度としては、中小

　企業設備近代化資金、農業近代化資金などがあり、これらを含めた融

　資状況は表7のとおりとなっています。



2　自然環境の現況

　　本県は、東に日本を代表する立山連峰、南に飛騨高原山地に続く山々、

　中央から西にかけては丘陵地があり、北は富山湾に面しています。また、

　これら立山連峰などの山々を源として流れ出す各河川によりつくり出さ

　れた扇状地によって富山平野が形づくられています。

　　地形のけわしさの目やすとなる起伏量*1は、図28のとおり本県特有の

　けわしさがあり、それが県東部で大きくなっていることから東部を中心

　にすぐれた自然がよく保存されています。

　　このことは、環境庁の行った｢緑の国勢調査｣*2において、自然度の高

*1〔起伏量〕一定面積内の最高地点と最低地点の標高差のことで、起伏量が大きい

　　　ほど平均傾斜も大きくなります。

*2〔緑の国勢調査〕わが国の自然環境の現況を把握し、自然環境保全の基礎資料と

　　　するため、48年度に環境庁が実施した調査です。



　い原生的な植生区域(自然度10・9)の県土面積に占める割合が本州第一

　位にランクされていることからもわかります。

　　このように、本県にはすぐれた自然環境の残されている地域が多く、

　野生鳥獣も豊富で、鳥類では290種、獣類では41種がそれぞれ確認されて

　います。なお、ライチョウとカモシカは、特別天然記念物であり、それ

　ぞれ県鳥、県獣に指定されています。県では、自然の現況を把握するた

　めに植生、鳥獣など自然に関する各種調査を行うとともに、自然環境保

　全地域を9か所、県立自然公園を5か所指定し、国立公園及び国定公園

　とあわせて、これらの貴重ですぐれた自然環境の保全と適正な利用を図

　っています。また、自然保護指導員、鳥獣保護員、ナチュラリスト*1など

　の活動によって、自然保護思想の普及を図っています。

(1)植生　－高い本県の植生自然度－

　ア　植生の概況

　　　本県は、地形的に非常に標高差が大きいため、高さ別の植物の分市

　　状況は複雑で興味あるものになっています。

　　(ア)高山帯、亜高山帯(標高1,600m以上)

　　　　高山帯は、植物にとって厳しい生育条件であるため、わずかにハ

　　　イマツ群落と高山草原がみられるだけです。なお、後立山一帯の白

　　　馬連山高山植物帯は、国の特別天然記念物に指定されています。亜

　　　高山帯になるとオオシラビソ、ダケカンバなどの森林限界地帯の植

　　　生となっています。

　　(イ)山地帯(標高1,600m～500m)

　　　　山地帯は、主な河川の上・中流域にあって、そのほとんどが保安

　　　林などになっており、県土を保全するうえからいって重要な地域で

　　　す。植生はブナを主体とする天然林が中心で、標高の高い地域には

*1〔ナチュラリスト〕県が自然保護の重要性を広くPRするために設けている富

　　　山県自然解説員をいいます。



　クロベ、コメツガなどの常緑針葉樹林が局地的に群生しています。

　また、標高が低い地域は、かっては薪炭林として利用され、現在で

　はミズナラの二次林*1やスギの植林地になっています。

(ウ)丘陵帯(標高500m以下)

　　射水丘陵をはじめとして、県内に広く分布する丘陵帯は、古くか

　ら人間が生活の場として利用してきた地域で、大部分がコナラ、ア

　カマツなどの二次林になっています。また、谷筋や斜面部はスギの

*1〔二次林〕ミズナラ林、コナラ林など、伐採や火災などにより森林が破壊された

　　　あとに、自然に生じた森林のことです。



　造林地になっており、林業生産の重要な場所になっています。この

　ため、自然植生は一部の社寺林等に残されているにすぎません。

(エ)平野地帯、海岸地帯

　　平野部は、主に農耕地や住宅地、工場用地などになっていますが、

　一部の扇状地の末端部には、ハンノキ群落やスギ林のみられるとこ

　ろもあります。

　　クロマツに代表される海岸林はおおむね保安林として管理されて

　おり、県東部の園家山には砂丘植生が残されています。

　　また、氷見海岸や宮崎海岸の一部には、シイやタブノキなど暖帯

　性の樹林がみられるところもあります。





　イ　植生自然度

　　　環境庁が実施した自然環境保全基礎調査(緑の国勢調査)によると、

　　図31のとおり、自然度の高い原生的な植生区域(自然度10・9)の県土

　　面積に占める割合は30.9%と全国平均22.8%よりも高く、北海道、沖

　　縄に次いで全国第3位、本州では第1位にランクされており、貴重な

　　自然がよく保存されていることがわかります。

　　　特に県東部の山岳地帯では、自然度10・9のすぐれた自然がそこなわ

　　れることなく現在まで引き継がれてきています。

(2)鳥獣　－多様な自然と多種類の野生鳥獣－

　　本県は、標高0mの海岸地帯から3,000m級の北アルプスを望むこと

　ができる日本有数の大きな標高差を持っています。この垂直な広がりの

　なかには、海岸、河川、湖沼、田畑、原野、丘陵、森林、高山など、多

　様な自然が含まれています。このため県土面積の割には豊富な野生鳥獣

　がすんでいます。

　ア　鳥類

　　　海洋には、氷見海岸周辺等にウミガラス、ウミウなどが冬鳥として

　　やってくるほか、マガモやカルガモなどの水面でえさをとるカモ類も

　　休息しています。

　　　沿岸部各地には、クロガモなどの水にもぐって食物をとるカモ類や

　　オジロワシやミサゴのように海辺で食物をとっているワシタカ類もし

　　ばしばみられます。なお、太平洋岸のように干満潮の差が大きくない

　　ので、シギ類やチドリ類は海辺の砂礫地のほか、河口部、海岸付近の

　　埋立地にすんでいます。ことに、黒部川と常願寺川の河口部や新湊の

　　海岸埋立地には、春と秋の渡り鳥の季節に多種類の鳥が訪れ、休息し

　　ます。

　　　内陸部の河川には、カワセミ、セキレイ類、サギ類や陸ガモ類、渓

　　流にはヤマセミ、キセキレイやオシドリ、湖沼には陸ガモ類やカイツ



ブリがすんでいます。小杉町の恩坊池、富山新港付近は、カモ類の休

息水面となっており、富山市の田尻池には、毎年オオハクチョウが飛

来します。また、河原、湿田やアシのはえているところには、タゲリ、

ヨシキリ類やシギ類が集まってきます。殊に常願寺川河口付近には、

県下最大のサギのコロニー(集団営巣地)があり、4月～8月頃には

県内全域からアオサギやゴイサギなどが繁殖のため集まってきます。

　農耕地や草原には、いろいろな野鳥がすんでいます。このうち、カ

ラス、スズメ、キジバト、トビなどは都市部にもすんでいます。

　本県では、キジが大河川の河川敷を繁殖地としており、全国的にも

生息密度が高いことで知られています。



　　森林のうち低山帯や山地帯は、多くの種類の鳥が生息・繁殖すると

　ころで、カラ類、キツツキ類、ウグイス類、ホオジロ類、フクロウ類

　やワシタカ類などがすんでいます。また、本県は、ツグミなど冬鳥の

　主要な通り道や越冬地となっており、これら渡り鳥を研究するため国

　設1級婦中鳥類観測ステーションが婦中町高塚に設置されています。

　　亜高山帯には、ウソやホシガラスなどがすんでいます。

　　高山帯には、ライチョウ、イワヒバリなどがすんでおり、イヌワシ、

　アマツバメなども姿を見せることがあります。

イ　獣類

　　平野部には、イタチやアカネズミなどがすんでいます。森林には、

　多くの種類の獣がすんでおり、その主な種類は、サル、ノウサギ、タ

　ヌキ、ヤマネ、カモシカなどです。しかしながら、冬に雪が多く積も

　るため、本県にはイノシシやシカはすんでいません。亜高山帯から高

　山帯にかけて、オコジョがすんでいます。

ウ　鳥獣保護区の設定

　　本県は、良好な自然環境を有しており多種類で多数の野生鳥獣が生

　息しているため、鳥獣保護の観点から図33のとおり30か所の鳥獣保護

　区を設定しており、その面積は102,877haと県土面積の約25%を占め

　ています。





(3)自然公園　－自然を守り利用するために－

　ア　自然公園等

　　　本県のすぐれた自然の風景地について、図34及び表8のとおり自然

　　公園及び県定公園に指定されていますが、これらの地域についてはで

　　きるだけ自然のままの姿で保護し、すぐれた自然を後世に伝えて行く

　　ようにつとめています。それとともに、その適正な利用の増進を図る

　　ため、自然を保護しながら、各地区で様々な施設の整備を進めていま

　　す。特に、中部山岳国立公園の室堂地区、称名地区、欅平地区、能登

　　半島国定公園の二上山地区、雨晴・島尾地区、県立自然公園の有峰地

　　区などでは、公園の利用拠点としての施設整備に努めています。

　イ　自然環境保全地域

　　　本県の良好な自然環境を適正に保全するため、表8及び図34のとお

　　り自然環境保全地域が指定されています。





ウ　県民公園

　　県民公園は、47年以来整備を進めてきましたが、新港の森、太閤山

　ランドの完成を機に、置県百年記念県民公園条例を制定し、県民に親

　しまれる公園として、管理運営に努めています。

　　この公園は、県のほぼ中央部に位置する射水丘陵地帯を中心として、

　富山、高岡、新湊、砺波、婦中、小杉、大門及び大島の8市町にまた

　がる面積約2,600haの広大な地域において、自然と人間との調和を基

　調とし、｢県民の誰もが利用できる総合レクリェーションセンター｣、

　｢手軽に利用できる近郊レクリェーション地｣、｢青少年の育成の場｣

　として設置されました。

　　県民公園は、図35及び表9のとおり、都市公園として新港の森、太

　閤山ランド及び自然風致公園として頼成の森、自然博物園、野鳥の園

　からなっています。また、県民公園と有機的かつ一体的に機能する施

　設として、自然博物園センターや中央サイクリングロード、いこいの

　村があります。

　　このほか、太閤山ランドから野鳥の園、自然博物園を経て頼成の森

　に至る延長19kmの遊歩道として、公園街道が57年に開通し、多くの

　人々に利用されています。









エ　立山山麓家族旅行村

　　家族づれや若者たちが、恵まれた自然の中で健全なレクリェーショ

　ン活動を楽しむ場として、立山山麓の大山町あわすの平に立山山麓家

　族旅行村が設置されています。

　　この家族旅行村は、山小屋のふん囲気が味わえるケビンや自然の中

　で思い切り遊べる芝生広場、フィールドアスレチックなどの施設が整

　備されており、四季を通じて多くの人々に利用されています。



第2節　環境行政の歩みと今後の展開

1　環境行政の歩み　－高度経済成長から安定成長下の環境行政－

　　本県では、神通川流域の、イタイイタイ病が早くから問題となってい

　たほか、高度経済成長期には、臨海部の工業地帯を中心に、産業公害が

　急速に広まり、生活環境が悪化しました。

　　このため、県では42年度に総合計画部に、公害課を設けるとともに、

　公害防止条例を制定するなど公害防止の施策を進めてきました。

　　さらに、45年度には、公害センターを設置し、公害防止条例を改正す

　るとともに、全国に先がけて、公害部を設置し、49年度には、自然保護

　の部門も含めて、行政機構の整備を図り、公害防止対策の推進と自然環

　境の保全に努めてきています。

　　これまでに実施した公害防止の諸施策については、大気の汚染対策と

　して、47年度にブルースカイ計画を定めて、工場に対し良質な燃料の使

　用、燃焼方法の改善や、効果的な防除技術の導入を指導するとともに、

　水質の汚濁についても、46年度から主な河川に環境基準をあてはめ、排

　水基準を厳しくするなどの対策を進めてきています。

　　そのほか、騒音、振動、悪臭については、順次規制地域を拡大し、発

　生源に対する規制や指導を進めてきました。地下水については適正に利

　用していくため、51年度に地下水条例を制定し、地域の特性に応じた地

　下水のくみあげ量の規制を実施してきています。

　　一方、環境の状況を常時把握するため、県や市町で38か所に大気の観

　測局を設けるとともに、小矢部川に水質監視所を設けたほか、主な河川

　や海の119地点で定期的に水質の測定を行っています。

　　また、公害センターの機構を遂次拡充し、各種の試験機器や測定車を

　配備するなど、試験や研究のための体制も整備してきています。



　さらに、54年度に定めた富山・高岡地域の公害防止計画を59年度に改

定し公害防止施策を進めているほか、富山空港周辺の緩衝緑地の整備事

業や、神通川流域でのカドミウム汚染田の復元事業を進めるなど、環境

の整備面についても、各種の事業を展開しております。

　自然環境の保全については、46年度の県立自然公園条例の制定をはじ

めとして、47年度に自然環境保全条例を、48年度には自然環境保全基本

方針を策定し、県立自然公園や自然環境保全地域を順次指定するととも

に、野生鳥獣を保護するため、鳥獣保護区の設定、拡大を図ってきまし

た。

　また、自然保護思想の普及啓もうを図るため、立山自然保護センター、

自然博物園センター並びに鳥獣保護センターを開設し、自然保護指導員、

鳥獣保護員、ナチュラリスト(自然解説員)を配置するとともに、各種の

自然保護読本の作成・配布に努めてきました。

　その他、自然環境の健全利用を推進するため、国立、国定、県立の自

然公園、県定公園並びに国民休養地の各種利用施設を整備するとともに、

新港の森、太閤山ランド、頼成の森、自然博物園、野鳥の園や中央サイ

クリングロードなどを置県百年記念県民公園条例により、県民公園に位

置付けし、整備に努めてきました。また、立山山麓家族旅行村の整備等

の施策も併せて進めています。

　さらに、58年度に設立した県土美化推進県民会議を中心に、日本一の

美しい県土をめざし、県民総ぐるみの運動を展開したほか、環境週間や

愛鳥週間、緑化週間には、各種の行事を行うなど、環境の保全思想の高

揚に努めてきました。

　59年度に環境保全のため実施した主な施策は次のとおりです。

(1)54年度から進めてきた｢富山・高岡地域公害防止計画｣について、

　さらに総合的・計画的な公害対策を進めることが必要と認められたこ

　とから、新たに63年度を目標とする5か年計画を策定しました。

(2)騒音による影響から生活環境を保全するため、｢騒音に係る環境基



　　準｣並びに富山空港周辺地域における｢航空機騒音に係る環境基準｣

　　の地域指定に当たっての基本的な考え方について、公害対策審議会か

　　ら答申を得ました。

　(3)野生鳥獣の救護と鳥獣愛護思想の普及を図るため、県民公園｢ねい

　　の里｣の自然博物園センターに隣接して、新たに鳥獣保護センターを

　　設置しました。

　(4)自然公園や県民公園の利用者に対する自然解説の一層の充実を図る

　　ため、新たにナチュラリスト61名を養成しました(認定者総数286

　　名)。

　(5)中部山岳国立公園欅平地区において、自然に親しむ野外レクリェー

　　ション活動の拠点として、園路の整備や猿飛休憩所の修景などの公園

　　施設の整備に着手しました。

　　なお、環境影響評価の実施、地下水の合理的利用、名水の保存と活用

　及び水質環境管理計画の策定についての調査、研究のため、それぞれ研

　究会や検討会を発足させました。

2　今後の環境行政の展開

　　本県としては、緑豊かな自然に恵まれた県土をより適切に保全し、う

　るおいとやすらぎのある住みよい環境の確保をめざし、引き続き、これ

　まで実施してきた公害の防止や自然環境の保全などの基本的な対策はも

　とより、地域の特性を踏まえた快適な環境づくりの推進、環境影響評価

　実施体制の整備や地域環境管理計画の策定による環境汚染の未然防止、

　大気や水質などの環境基準の達成維持、自然保護思想の普及や自然環境

　管理計画の策定による自然環境の保全などの施策を推進していくことに

　しております。

(1)快適な環境づくりの推進

　　近年、生活水準の向上や余暇の増大に伴い、県民の環境に対する関心



　は、きれいな空気、静けさ、身近な緑や水辺、美しい街並みなど心にゆ

　とりとやすらぎを与えてくれるより快適な環境を求める気運が次第に高

　まってきています。

　　これらのニーズに応え、快適な環境づくりを進めるにあたっては、そ

　れぞれの地域の持つ特性を踏まえ、地域住民の幅広い理解と協力を得て、

　豊かな自然、文化的歴史的雰囲気を生かしつつ、個性にあふれた、魅力

　あるまちづくりを積極的に進めるなど、より幅の広い環境対策を展開し

　ていかなければなりません。

　このため、県土美化推進県民会議を中心に進めている清掃や緑化活動な

　どの美化運動がさらに地域に深く根ざした運動となるよう県民総ぐるみ

　で、美しい郷土づくりを進めるとともに、｢花と緑のグリーンプラン｣や

　　｢文化性の導入｣｢魅力あるまちづくり｣等の施策もあわせて、総合的か

　つ計画的に快適な環境づくりに努めることとしております。

(2)環境汚染の未然防止

　　大規模な開発事業による環境汚染を未然に防止するため、環境アセス

　メントを実施することの必要性については、広く認識されているところ

　であります。

　　このため、国では環境影響評価実施要綱を定め、国が関与する大規模

　な開発事業については、統一されたルールに基づき環境影響評価を実施

　することにしております。

　　県では、これまで工場の新設や各種開発行為に当たっては、公害防止

　条例や土地対策要綱による事前審査の制度の活用により対応してきまし

　たが、今後とも、環境アセスメントを適正に実施していくため、環境ア

　セスメントの実施体制について、さらに整備していくことにしておりま

　す。

　　また、今後とも長期的な展望にたって県民の生活水準の向上を図りな

　がら、よりよい環境を次の世代に伝えていくためには、環境の保全とと



　もに、環境の健全な利用を図るため、地域環境管理計画を策定していか

　なければなりません。そのためには、まず地域ごとの環境の情報を体系

　的に整備し、大気、水、緑などの限りある環境資源を計画的に保全し、

　かつ適正に活用するため、長期的な展望にたった地域の望ましい環境の

　あり方を定め、総合的かつ計画的に環境保全施策を推進していかなけれ

　ばなりません。

(3)環境基準の達成維持

　　県民の健康と生活環境を守り、さらに快適な環境づくりを進めるには、

　まず、環境基準を達成し、維持していく必要があります。

　　既に、環境基準を達成している大気の硫黄酸化物や窒素酸化物、主な

　河川のBODなどについては、引き続き良好な環境の維持に努めるとと

　もに、環境基準を達成していない浮遊粉じんや光化学オキシダントにつ

　いては、発生機構の解明に努め、基準の達成に向けて、改善策をさらに

　検討するほか、生活排水による汚濁のみられる都市河川については、下

　水道の整備や浄化水の導入などの対策をさらに進め、基準の早期達成を

　図っていくことにしています。

　　また、航空機、新幹線による騒音や日常生活による騒音から生活環境

　を保全するため、新たに環境基準のあてはめを行っていくことにしてお

　ります。

　　なお、今後とも、石炭などにみられるエネルギーの多様化や、メカト

　ロニクスや新素材などの先端技術の開発など産業構造の高度化が進む中

　にあって、ブルースカイ計画の推進や水質環境管理計画を策定するなど、

　経済社会の変化に対応した適切な環境対策を推進することにより、環境

　基準の維持・達成に努めていくことにしております。

(4)自然環境の保全

　　本県は、豊かな自然に恵まれており、これらを適切に保全し、後世に



引き継いでいかなければなりません。

　このため、ライチョウの生息状況をはじめ植生、地形、地質、昆虫な

ど各種の調査を実施して県内の自然環境を十分把握し、この成果をもと

に、自然環境管理計画を策定することにより、総合的かつ計画的な自然

保護施策を推進していきます。

　また、県民が自然にふれ、親しみ、自然への関心を高めることができ

るよう、国立公園、国定公園、県立自然公園等において、ビジターセン

ター、休憩所、登山道、野営場など、地域の特性を踏まえた公園利用施

設の適正配置を図るとともに、ナチュラリスト(自然解説員)、自然保護

指導員、鳥獣保護員及びバードマスター(野鳥観察指導員)制度の充実

や積極的な活用により、自然保護思想の普及教育活動をいっそう推進し

ていくことにしています。





　　　第2章　環境の現況及び環境保全

　　　　　　　　　　　に関して講じた施策

第1節　大気汚染の現況と対策

1　大気汚染の現況

　(1)汚染物質別の大気汚染の状況

　　ア　大気汚染一般常時観測局測定結果

　　　　大気汚染一般常時観測局を県内36か所に設置し、硫黄酸化物、窒素酸

　　　化物、浮遊粉じん、オキシダント等を測定している。その結果は、次の

　　　とおりであった。

　　　(ア)硫黄酸化物

　　　　　二酸化硫黄の測定は、一般常時観測局35局(富山地区13局、高岡・

　　　　新湊地区17局、その他の地区5局)において実施した。

　　　　　測定結果の年度別推移(年平均値)は、表10及び図37のとおりであ

　　　　り、59年度を地区別にみると、次のとおりであった。

　　　　〔富山地区〕

　

　　　　　年平均値は、0.004ppm(草島、水橋観測局)～0.009ppm(岩瀬大

　　　　町観測局)で、58年度と比べると、わずかに高い値を示したのは13局

　　　　中9局で、他の局は横ばい又は低い値を示した。

　　　　〔高岡・新湊地区〕

　

　　　　　年平均値は、0.005ppm(高岡能町、新湊片口等9観測局)～0.008

　　　　ppm(高岡本丸観測局)で、58年度と比べると、わずかに高い値を示

　　　　したのは17局中9局で、他の局は横ばいの値を示した。

　　　　〔その他の地区〕

　　　　　年平均値は、0.003ppm(八尾福島観測局)～0.006ppm(大沢野上









　二杉観測局)で、継続して測定している2局を58年度と比べると、1

　局はわずかに高い値を示したが、他の1局はわずかに低い値を示した。

　　これらの測定値を経年的にみると、ここ数年ほぼ横ばいで、環境基

　準と比べると表11のとおり59年度もすべての観測局がこれに適合して

　いた。

(イ)窒素酸化物

　　二酸化窒素の測定は、一般常時観測局27局(富山地区9局、高岡・

　新湊地区15局、その他の地区3局)において実施した。

　　測定結果の年度別推移(年平均値)は、表12及び図38のとおりであ

　り、59年度を地区別にみると、次のとおりであった。

　　〔富山地区〕　　年平均値は、0.009ppm(富山南部観測局)～0.016ppm(富山県庁

　観測局)で、58年度と比べると、わずかに高い値を示したのは9局中

　3局で、他の局は横ばいの値を示した。

　　〔高岡・新湊地区〕　　年平均値は、0.008ppm(新湊片口観測局)～0.017ppm(新湊塚原

　観測局)で、58年度と比べると、わずかに高い値を示したのは15局中

　3局で、他の局は横ばい又は低い値を示した。

　　〔その他の地区〕

　　年平均値は、0.004ppm(八尾福島観測局)～0.006ppm(滑川市庁、

　大沢野上二杉観測局)であった。

　　これらの測定値を経年的にみると、ここ数年ほぼ横ばいで、環境基

　準と比べると、表13のとおり59年度もすべての観測局がこれに適合し

　ていた。









(ウ)浮遊粉じん

　　浮遊粉じんの測定は、一般常時観測局34局(富山地区I2局、高岡・

　新湊地区17局、その他の地区5局)において実施した。

　　測定結果の年度別推移(年平均値)は、表14のとおりであり、59年

　度を地区別にみると、次のとおりであった。

　　〔富山地区〕

　　年平均値は、0.03mg/m3(草島、婦中等5観測局)～0.05mg/m3(上

　野新観測局)で、58年度と比べると、わずかに高い値を示したのは12

　局中8局で、他の局は横ばい又は低い値を示した。

　　〔高岡・新湊地区〕

　　年平均値は、0.03mg/m3(高岡本丸、新湊片口等6観測局)～0.05

　mg/m3(大門観測局)で、58年度と比べると、わずかに高い値を示し

　たのは17局中12局で、他の局は横ばい又は低い値を示した。

　　〔その他の地区〕

　　年平均値は、0.02mg/m3(八尾福島観測局)～0.03mg/m3(滑川市

　庁等4観測局)で、継続している2局を58年度と比べると、わずかに

　高い値又は横ばいの値を示した。

　　これらの測定値を経年的にみると、ここ数年ほぼ横ばいで、環境基

　準と比べると、表15のとおり、富山地区9局、高岡・新湊地区11局、

　その他の地区5局の合計25局がこの基準に適合し、全観測局(34局)

　に対する適合率は、74%であった。







(エ)オキシダント

　　オキシダントの測定は、一般常時観測局12局(富山地区5局、高岡・

　新湊地区5局、その他の地区2局)において実施した。

　　測定結果の年度別推移(年平均値)は、表16のとおりであり、59年

　度は、0.018ppm(富山県庁観測局)～0.029ppm(八尾福島観測局)

　で、58年度と比べると、ほぼ横ばいであった。

　　また、環境基準の適合状況は、表17のとおりであり、各観測局にお

　ける適合時間数でみると、総測定時間の96.1～99.6%がこの基準を満

　足していた。

　　なお、情報、注意報など大気汚染緊急時を発令するような状況には

　至らなかった。



(オ)一酸化炭素

　　一酸化炭素の測定は、富山、高岡の主要な一般常時観測局2局にお

　いて実施した。

　　測定結果の年度別推移(年平均値)は、表18のとおりであり、59年

　度は、富山県庁観測局で1.0ppm、高岡本丸観測局で0.6ppmと58年度

　と比べると、富山県庁観測局はやや高く、また、高岡本丸観測局は横

　ばいの値を示した。

　　また、測定結果を一酸化炭素に係る環境基準と比べると、表19のと

　おり、両局ともに適合していた。



(カ)炭化水素

　　炭化水素の測定は、富山、高岡両市の主要な一般常時観測局2局に

　おいて実施した。

　　測定結果の年度別推移(年平均値)は、表20のとおりであり、59年

　度は、富山県庁観測局で非メタン炭化水素0.3ppm、メタン1.8ppm、

　全炭化水素2.1ppm、また、高岡本丸観測局で非メタン炭化水素0.4

　ppm、メタン1.7ppm、全炭化水素2.1ppmであり、58年度と比べる

　と、両局の3項目ともほぼ横ばいであった。

　　また、非メタン炭化水素の6時～9時における年平均値は、富山県

　庁観測局で0.3ppm、高岡本丸観測局で0.5ppmであり、これを国の炭

　化水素に係る環境基準専門委員会の指針値(6～9時の3時間平均値

　が0.20～0.31ppm)と比べると、富山県庁観測局はこの範囲内にあり、

　高岡本丸観測局は、これを超えていた。



(キ)ふっ素化合物

　　ふっ素化合物の測定は、新湊今井及び新湊久々湊の一般常時観測局

　2局において実施した。

　　測定結果の年度別推移(年平均値)は、表21のとおりで、59年度は、

　2局とも0.1ppbであり、58年度と比べると、新湊久々湊観測局はわず

　かに高い値を示したが、新湊今井観測局は横ばいの値を示した。



イ　自動車排出ガス常時観測局測定結果

　　自動車排出ガス(浮遊粉じん、一酸化炭素、窒素酸化物、炭化水素)

　の測定は、富山、高岡両市の主要交差点付近に設置している2常時観測

　局において実施した。

　　測定結果の年度別推移(年平均値)は、表22のとおりで、59年度は富

　山城址観測局では、浮遊粉じん0.04mg/m3、一酸化炭素1.2ppm、一酸化

　窒素0.023ppm、二酸化窒素0.024ppm、窒素酸化物0.047ppm、非メタン



　　炭化水素0.3ppm、メタン1.7ppm、全炭化水素2.1ppm、高岡広小路観測

　　局では、浮遊粉じん0.03mg/m3、一酸化炭素1.0ppm、一酸化窒素0.017

　　ppm、二酸化窒素0.023ppm、窒素酸化物0.040ppm、非メタン炭化水素

　　0.4ppm、メタン1.7ppm、全炭化水素2.1ppmであり、59年度から測定を

　　開始した浮遊粉じんを除く他の項目について58年度と比べると、両局と

　　もほぼ横ばいの値を示した。

(2)燃料使用量等の推移

　ア　燃料使用量の推移

　　　県内における最近5か年の重油、原油、石炭、灯油、軽油及びガソリ

　　ンの使用量の年度別推移は、表23のとおりである。



　　主に工場・事業場で使用される重油、原油及び石炭の使用量は、58年

　度まで減少傾向にあったが、59年度は増加し、240万5千klであった。

　　なお、石炭については、59年度に一部の火力発電所が石炭への燃料転

　換を実施したため、46万1千kl使用された。

　　また、灯油及びガソリンについては、ここ数年ほぼ横ばい状況にあり、

　軽油については、わずかであるが増加傾向にある。

イ　硫黄酸化物排出量の推移

　　55年度から59年度までの県内における重油、原油などの燃焼に伴う硫

　黄酸化物の推定排出量は、表24のとおりで、58年度までは年々減少の傾

　向を示したが59年度は増加した。

　　59年度の推定排出量は481万1千m3で、55年度の616万2千m3に比べ

　約22%の減少となっている。

　　これは、硫黄酸化物環境管理計画(ブルースカイ計画)に基づく低硫

　黄燃料使用や省エネルギー等の影響によるものと考えられる。



ウ　ばい煙発生施設数の推移

　　工場等に設置されているばい煙発生施設数の年度別推移は表25のとお

　りで、総施設数は、ここ数年ほとんど変らず、59年度は3,027施設であっ

　た。



エ　自動車保有台数の推移

　　移動発生源の大部分を占める自動車の保有台数の年度別推移は、表26

　のとおりである。

　　59年度の総保有台数は50万台で、55年度の42万4干台と比べて18%の

　伸びであり、年間4～5%の増加を示している。

　　また、55年度から59年度の増加台数を車種別にみると、軽自動車が4万

　7千台と最も多く、次いで小型乗用車の3万1千台であった。



2　大気汚染防止に関して講じた施策

　(1)法令等に基づく規制の概要

　　ア　大気汚染防止法による規制

　　　(ア)規制地域

　　　　　県内全域

　　　(イ)規制対象物質

　　　　　硫黄酸化物、ばいじん、有害物質(カドミウム及びその化合物、塩

　　　　素及び塩化水素、ふっ素、ふっ化水素及びふっ化けい素、鉛及びその

　　　　化合物、窒素酸化物)及び粉じん。

　　　(ウ)規制対象施設

　　　　a　ばい煙発生施設

　　　　　　ボイラー、金属加熱炉、廃棄物焼却炉等28種施設

　　　　b　粉じん発生施設

　　　　　　堆積場、ベルトコンベア及びバケットコンベア等5種施設

　　　(エ)排出基準等

　　　　a　硫黄酸化物

　　　　　　硫黄酸化物の排出基準は、排出口の高さに応じて定められた硫黄

　　　　　酸化物の許容量として、q=K×10-3・He2(qは硫黄酸化物排出量、

　　　　　Heは有効煙突高さ)で表されており、規制はK値で行われている。

　　　　　　K値は、富山市、高岡市等の公害防止計画地域で5.0(49年4月1

　　　　　日以降に設置された施設は2.34)、その他の地域では17.5となってい

　　　　　る。

　　　　b　ばいじん

　　　　　　ばいじんの排出基準は、ばい煙発生施設において発生し、排出口

　　　　　から大気中に排出されるばいじんの濃度について、発生施設の種類

　　　　　及び規模ごとに規制されている。

　　　　c　有害物質

　　　　　　有害物質の排出基準は、ばい煙発生施設において発生し、排出口



　　から大気中に排出される有害物質の濃度について、発生施設の種類

　　及び規模ごとに規制されている。

　　　なお、県では、これら有害物質のうち、カドミウム、塩素、塩化

　　水素及びふっ素については、条例により、更に厳しい上乗せ排出基

　　準を設定している。

　d　粉じん

　　　粉じん発生施設には、フード、散水設備、防じんカバー等の構造

　　並びに使用及び管理に関する基準が設定されている。

(オ)届出施設

　a　ばい煙発生施設

　　　59年度末のばい煙発生施設の届出状況は、表27のとおり、総施設

　　数は3,027施設(工場・事業場数1,061)となっている。

　　　種類別では、ボイラーが1,479施設(構成比49%)で最も多く、次

　　いでアルミニウム製錬用電解炉660施設(同22%)、金属加熱炉180施

　　設(同6%)、金属溶解炉160施設(同5%)、廃棄物焼却炉137施設

　　　(同5%)、乾燥炉124施設(同4%)、焼成炉・溶融炉84施設(同3

　　%)の順となっている。

　　　また、地域別では、富山市に648施設(構成比21%)、高岡市に521

　　施設(同17%)、新湊市に793施設(同26%)と3市で全施設の65%

　　にあたる、1,962施設が設置されている。

　b　粉じん発生施設

　　　59年度末の粉じん発生施設の届出状況は、表28のとおり、総施設

　　数は581施設(工場・事業場数135)であり、種類別では、堆積場が

　　221施設(構成比38%)で最も多く、次いでベルトコンベア・バケッ

　　トコンベア195施設(同34%)、破砕機・摩砕機135施設(同23%)の

　　順となっている。





イ　硫黄酸化物環境管理計画(ブルースカイ計画)による指導

　　県では、47年度に硫黄酸化物環境管理計画(ブルースカイ計画)を策

　定し、その後5回にわたり強化改定して環境基準の達成維持を図ってき

　た。

　　計画に基づく指導の結果、51年度以降は環境基準を維持しており、今

　後も適宜、計画の見直しを図り、引き続き対策を推進していくこととし

　ている。計画の概要は次のとおりである。

　(ア)環境管理計画の適用期間

　　　59年度から60年度までの2年間

　(イ)環境管理目標値

　　　環境基準を維持するため表29のとおり設定した。

(ウ)環境管理目標値の維持方策

　a　対象地域

　　　県内全域

　b　対象工場・事業場

　　　大気汚染防止法に基づくばい煙発生施設を有する工場・事業場で

　　重油等燃料の最大使用量が0.3kl/時以上に該当するもの。

　c　指導硫黄酸化物排出量

　　　地域別に表30のとおり設定した。



ウ　窒素酸化物環境管理計画(ブルースカイ計画)による指導

　　県では、49年度に窒素酸化物環境管理計画(ブルースカイ計画)を策

　定し、その後3回にわたり改定し環境基準の達成維持を図ってきた。

　　計画に基づく指導の結果、硫黄酸化物と同様に良好な環境を維持して

　おり、今後も適宜、計画の見直しを図り引き続き対策を推進していくこ

　ととしている。計画の概要は次のとおりである。

　(ア)環境管理計画の適用期間

　　　59年度から60年度までの2年間

　(イ)環境管理目標値

　　　環境基準を維持するため、表31のとおり設定した。

(ウ)環境管理目標値の維持方策

　　工場・事業場に対する指導は、法の排出基準による。



エ　大気汚染緊急時対策

　　大気汚染防止法には、大気の汚染が著しくなり、人の健康又は生活環

　境に被害が生ずる恐れのある場合に、その対策として大気汚染緊急時の

　措置をとることが規定されている。

　　これに基づき県では、46年度には硫黄酸化物について、49年度にはオ

　キシダント、浮遊粉じん、二酸化窒素を追加して緊急時対策要綱を制定

　した。要綱の概要は次のとおりである。

　(ア)対象地域

　　　富山地区(富山市、婦中町)

　　　高岡・新湊地区(高岡市、新湊市、射水郡)

　(イ)対象物質

　　　硫黄酸化物、オキシダント、浮遊粉じん、二酸化窒素

　(ウ)緊急時の種類

　　　情報、注意報、警報、重大警報

　(エ)緊急時の発令基準

　　　緊急時の発令基準は表32のとおりであり、発令は対象地区ごとに1

　　局以上の常時観測局において、対象物質の濃度が発令基準のいずれか

　　に該当し、かつ、気象条件からみて汚染の状態が継続すると認められ

　　る場合に行う。



(オ)緊急時の措置

　・緊急時協力工場に対しては、緊急時の種類に応じて表33のとおり、

　　ばい煙排出量を削減させる。

　　・一般住民に対しては、テレビ、ラジオ等により、緊急時が発令され

　　　たことを知らせる。

　　・学校に対しては、県庁関係課、市町村を通じて連絡する。

　　・自動車の運転者に対しては、オキシダント等自動車排出ガスに起因

　　　する物質による発令の場合は、発令地区内の自動車の運行を差し控

　　　えるよう協力を求める。

　　・健康被害があった場合は、保健所、市町村の公害又は衛生担当課が

　　　直ちに対策をとる。

オ　スパイクタイヤ使用自粛要綱に基づく指導

　　スパイクタイヤの使用に伴う道路粉じん、道路損傷等の問題に対処す

　るため、県では、59年1月にスパイクタイヤ使用自粛要綱を制定した。

　要綱の概要及び使用自粛等の推進状況は次のとおりである。

　(ア)要綱の概要

　　a　使用自粛期間等

　　　・3月15日から12月10日までの期間は、スパイクタイヤの使用を自



　　　　　粛する。

　　　　　・使用自粛期間以外においても、できるだけその使用を自粛する。

　　　b　県及び市町村の役割

　　　　・運転者や一般住民に対する広報活動

　　　　・冬期における交通安全対策の充実

　　　　・道路の除雪、タイヤチェーン等の脱着場所の確保など道路環境の

　　　　　整備

　　　　　・関係業界、関係団体に対する要望、要請

　　　c　住民の協力

　　　　　スパイクタイヤの使用自粛に努めるとともに、県及び市町村が実

　　　　施する施策に協力する。

　　(イ)使用自粛等の推進状況

　　　a　使用自粛の啓蒙等

　　　　　・テレビ、ラジオ、広報誌等による使用自粛の周知徹底

　　　　　・自動車関係業界に対する協力要請

　　　　　・冬期の交通安全講習会等による指導

　　　　　・タイヤチェーン等の脱着場所の拡充整備

　　　b　道路粉じん調査

　　　　　・スパイクタイヤ装着前後における道路粉じん及び道路端堆積物の

　　　　　成分調査

　　　　　・自動車排出ガス観測局における浮遊粉じんの連続測定

　　　c　装着率調査等

　　　　　・冬期における走行車輌と駐車車輌のスパイクタイヤ装着率調査

　　　　　・耐久区画線の調査・研究

(2)監視測定体制の整備

　ア　大気汚染常時観測局の整備状況

　　(ア)一般常時観測局

　　　　一般環境の大気汚染を常時測定する観測局は、表34のとおり、固定





　観測局34局(県10局、市町24局)、コンテナ式2局(県2局)の合計36

　局である。この固定観測局のうち17局(県10局、市7局)をテレメー

　ター化している。

(イ)自動車排出ガス常時観測局

　　自動車排出ガスを常時測定する観測局は、表35のとおり、主要交差

　点付近に2局設置している。

(ウ)大気測定車

　　常時観測局が整備されていない地域の大気汚染の調査等各種調査を

　実施するため、表36のとおり大気測定車(1台)を公害センターに配

　備している。

　　なお、大気測定車の測定項目等は、表36のとおりである。

イ　大気汚染補助測定点の整備状況

　　大気汚染常時観測局を補完する測定網として、市町村の協力を得て、

　延べ256ヵ所において表37のとおり硫黄酸化物等4項目について測定を

　行っている。





(3)監視取締りと行政指導

　　大気汚染防止法及び公害防止条例の対象工場・事業場について立入検査

　を実施し、排出基準の適合状況及び対象施設の維持・管理状況を調査する

　とともに技術指導を行った。

　　また、硫黄酸化物環境管理計画に基づく対象工場・事業場について、燃

　料中の硫黄分の適合状況を調査した。

　　立入検査状況は表38のとおりであるが、排出基準値及び指導値を超える

　施設は認められなかった。



(4)大気環境の各種調査

　ア　環境大気基礎調査

　　(ア)調査目的

　　　　大気汚染常時観測局の補助測定網として、県内平野部全域において

　　　硫黄酸化物、降下ばいじん及び窒素酸化物による大気汚染の状況を広

　　　域的に把握するため調査を実施した。

　　(イ)調査概要

　　　　調査地点は、図39のとおり、県内平野部80地点(約4kmメッシュ

　　　に1地点)において実施した。

　　(ウ)調査結果

　　　　調査結果は、表39のとおりである。

　　　a　硫黄酸化物(二酸化鉛法)

　　　　　各調査地点の年平均値は、0.03～0.21SO3mg/100cm/日であり、

　　　　これを地域的にみると、富山地区の臨海工業地帯、高岡・新湊地区

　　　　の市街地でやや高い傾向がみられた。

　　　b　降下ばいじん(ダストジャー法)

　　　　　各調査地点の年平均値は、2～8t/km2/月であり、地域間には、

　　　　ほとんど差異はみられなかった。

　　　c　窒素酸化物(トリエタノールアミン法)

　　　　　各調査地点の年平均値は、0.019～0.13NO2mg/100cm2/日であ

　　　　り、これを地域的にみると、富山地区の臨海工業地帯及び市街地、

　　　　高岡・新湊地区の市街地でやや高い傾向がみられた。







イ　浮遊粉じん調査

　(ア)調査目的

　　　大気汚染常時観測局における浮遊粉じんの常時測定を補完するとと

　　もに、浮遊粉じん中の重金属成分の実態を把握するため、調査を実施

　　した。

　(イ)調査概要

　　　59年4月～6月及び9月の年2回、富山・高岡公害防止計画地域の

　　大気汚染常時観測局13局及びその他の地域7地点の合計20地点におい

　　て、ハイボリウム・エア・サンプラーにより浮遊粉じんを採取し、浮

　　遊粉じん及び浮遊粉じん中の重金属成分について測定した。

　(ウ)調査結果

　　　調査結果は、表40のとおりである。

　　a　浮遊粉じん濃度

　　　　浮遊粉じん濃度は、0.032mg/m3(小杉観測局及び氷見市役所)

　　　～0.13mg/m3(富山南部観測局)であった。

　　b　浮遊粉じん中の重金属成分濃度

　　　(a)カドミウム

　　　　　浮遊粉じん中のカドミウム濃度は、すべての地点で定量限界

　　　　(0.004μg/m3)未満であった。

　　　(b)鉛

　　　　　鉛については、定量限界(0.04μg/m3)未満～0.05μg/m3(小矢

　　　　部市役所及び大沢野町役場)であり、これを国の鉛に係る環境基

　　　　準専門委員会報告の値(1～3μg/m3)と比べると、いずれもこ

　　　　れを下回る極めて低い値であった。

　　　(c)その他の重金属成分

　　　　　その他の重金属成分は、判断基準として特に定められていない

　　　　が、一般に問題がないとされている環境濃度(労働衛生許容濃度

　　　　の1/100)と比べると、いずれも低い値であった。





ウ　工場周辺浮遊粉じん調査

　(ア)調査目的

　　　主な電気炉設置工場の周辺における大気汚染の実態を把握するため、

　　浮遊粉じん及び浮遊粉じん中の重金属成分について調告を実施した。

　(イ)調査概要

　　　工場周辺4地区において主風向を考慮し、各地区2から4地点を選

　　定して、3日間にわたリハイボリウム・エア・サンプラーにより浮遊

　　粉じんを採取し、浮遊粉じん及び浮遊粉じん中の重金属成分について

　　測定した。

　(ウ)調査結果

　　　調査地区、調査期間及び調査結果は、表41のとおりである。

　　a　浮遊粉じん濃度

　　　　工場周辺の地区平均値は、0.031mg/m3(黒部市三日市地区)

　　　～0.13mg/m3(高岡市吉久・新湊市中伏木地区)であった。

　　b　浮遊粉じん中の重金属成分濃度

　　　(a)カドミウム

　　　　　工場周辺の地区平均値は、定量限界(0.004μg/m3)未満～0.012

　　　　μg/m3であり、これを国の暫定指導値(0.88μg/m3以下)と比べる

　　　　と、いずれもこれを下回る極めて低い値であった。

　　　(b)鉛

　　　　　工場周辺の地区平均値は、0.04μg/m3～0.07μg/m3であり、これ

　　　　を国の鉛に係る環境基準専門委員会報告の値(1～3μg/m3)と

　　　　比べると、いずれもこれを下回る極めて低い値であった。

　　　(c)その他の重金属成分

　　　　　その他の重金属成分は、判断基準として特に定められていない

　　　　が、一般に問題がないとされている環境濃度(労働衛生許容濃度

　　　　の1/100)と比べると、いずれの地区も低い値であった。





エ　特定ガス環境大気調査

　(ア)調査目的

　　　県内のアルミニウム製錬工場及び化学工場から排出されるふっ素化

　　合物による大気汚染の実態と推移を把握するため、調査を実施した。

　(イ)調査概要

　　　調査概要は、表42のとおりである。

(ウ)調査結果

　　調査結果は、表43のとおりである。

　a　発生源調査結果

　　(a)住友アルミニウム製錬(株)富山製造所(富山新港地区)

　　　　ふっ素化合物の排出濃度は、煙突で定量限界(0.05mg/Nm3)

　　　未満～0.08mg/Nm3、建屋で0.07～0.15mg/Nm3であり、いずれ

　　　も大気汚染防止法の排出基準(煙突2.5mg/Nm3、建屋1.0mg/

　　　Nm3)をかなり下回っていた。

　　(b)日産化学工業(株)富山工場(婦中地区)

　　　　ふっ素化合物の排出濃度は、いずれも定量限界(0.1mg/Nm3)

　　　未満であり、大気汚染防止法の排出基準(5.0mg/Nm3)をかなり

　　　下回っていた。



b　環境大気調査結果

　(a)アルカリろ紙(大喜多)法

　　　アルカリろ紙法によるふっ素化合物の測定結果は、富山新港地

　　区、婦中地区ともに、58年度と同様すべての測定地点で定量限界

　　(0.3μg/m3)未満であり、県の定める環境基準(7μg/m3)と比

　　べても極めて低い値であった。



　　　(b)ATP(ばく露)法

　　　　　ATP法によるふっ素化合物の測定結果は、富山新港地区では

　　　　定量限界(20μg/100cm2/月)未満～77μg/100cm2/月で、地区平均

　　　　は33μg/100cm2/月、また、婦中地区では、定量限界未満～26μg/

　　　　100cm2/月で、地区平均は23μg/100cm2/月であった。

　　　　　この調査結果を58年度と比べると、富山新港地区では、やや上

　　　　回ったが、婦中地区ではほぼ同等の値であった。

オ　水銀等環境調査

　(ア)調査目的

　　　石炭利用の拡大等、燃料の多様化に伴う環境の実態を把握するため

　　大気中の水銀等及び土壌・玄米中の水銀について調査を実施した。

　(イ)調査概要

　　　調査概要は、表44のとおりである。

(ウ)調査結果

　a　大気中の水銀等濃度

　　　大気中の水銀等濃度は表45のとおりである。水銀濃度は定量限界

　　　(0.001μg/m3)未満～0.004μg/m3で、平均0.001μg/m3、ひ素濃度

　　は定量限界(0.001μg/m3)未満～0.020μg/m3で、平均0.008μg/

　　m3、ベンゾ(a)ピレン濃度は0.00006～0.00075μg/m3で、平均0.00023



　μg/m3であった。

　　このうち、水銀の調査結果は、世界保健機構(WHO)の一般環境

　濃度におけるガイドライン値15μg/m3と比べると、極めて低い値で

　あった。

　　また、これらの物質を測定するため、採取した浮遊粉じん量は、

　0.025～0.089mg/m3、平均0.052mg/m3であった。

b　土壌及び玄米中の水銀濃度

　　土壌及び玄米中の水銀濃度は表46のとおりである。農用地の土壌

　は0.09～0.84μg/g、非農用地の土壌は0.02～0.52μg/g、玄米は

　0.003～0.006μg/gであった。



カ　自動車排出ガス環境調査

　(ア)調査目的

　　　県内の主要交差点において、自動車排出ガスによる大気汚染の実態

　　を把握するため調査を実施した。

　(イ)調査概要

　　　県内の主要交差点3地点を選定し、それぞれの地点に大気測定車を

　　配置し、これに塔載した各種自動測定機により、一酸化炭素、窒素酸

　　化物、炭化水素、硫黄酸化物、オキシダント等について、連続72時間

　　　(3日間)の測定を実施した。

　(ウ)調査結果

　　　調査地点、調査期間及び調査結果は、表47のとおりである。

　　a　一酸化炭素

　　　　8時間平均値の最大は、0.7(富山市金泉寺)～1.9ppm(新湊市

　　　坂東)であり、1日平均値の最大は、0.5(富山市金泉寺)～1.4ppm

　　　(新湊市坂東)であった。

　　　　これを一酸化炭素に係る環境基準(8時間平均植20ppm以下、1

　　　日平均値10ppm以下)と比べると、いずれの地点もこれをかなり下

　　　回っていた。

　　b　窒素酸化物

　　　　二酸化窒素の1日平均値の最大は、0.014(富山市金泉寺)～0.032

　　　ppm(新湊市坂東)であり、これを二酸化窒素に係る環境基準(1

　　　日平均値0.04～0.06ppmまでの範囲内又はそれ以下)と比べると、

　　　いずれの地点もこれを下回っていた。

　　c　炭化水素

　　　　非メタン炭化水素の午前6時～9時における3時間平均値の最大

　　　は、0.5(富山市金泉寺)～0.8ppm(新湊市坂東)であり、これを

　　　非メタン炭化水素濃度の指針値(0.20～0.31ppm)と比べると、い

　　　ずれの地点もこれを超えていた。





　　d　硫黄酸化物

　　　　1時間値の最大は、0.024(富山市金泉寺)～0.034ppm(高岡市

　　　熊野及び新湊市坂東)であり、1日平均値の最大は、0.007ppm(富

　　　山市金泉寺)～0.015ppm(新湊市坂東)であった。

　　　　これを二酸化硫黄に係る環境基準(1時間値0.1ppm以下、1日平

　　　均値0.04ppm以下)と比べると、いずれの地点もこれをかなり下回

　　　っていた。

　　e　浮遊粉じん

　　　　1時間値の最大は、0.050(富山市金泉寺)～0.115mg/m3(新湊

　　　市坂東)であり、1日平均値の最大は、0.017(富山市今泉寺)～0.066

　　　mg/m3(新湊市坂東)であった。

　　　　これを浮遊粉じんに係る環境基準(1時間値0.20mg/m3以下、1

　　　日平均値0.10mg/m3以下)と比べると、いずれの地点もこれを下回

　　　っていた。

　　f　オキシダント

　　　　1時間値の最大は、0.027(高岡市熊野)～0.043ppm(新湊市坂

　　　東)であり、これを光化学オキシダントに係る環境基準(1時間値

　　　0.06ppm以下)と比べると、いずれの地点もこれを下回っていた。

　　g　鉛

　　　　24時間値の最大は、0.05(富山市金泉寺)～0.15μg/m3(新湊市坂

　　　東)であり、これを国の鉛に係る環境基準専門委員会報告の値(1

　　　～3μg/m3)と比べると、いずれの地点もこれをかなり下回っていた。

キ　工場ばいじん原単位調査

　(ア)調査目的

　　　工場ばいじんの環境への影響を把握するため、ばい煙発生施設のば

　　いじんの排出実態について調査を実施した。

　(イ)調査概要

　　　県内のボイラー、金属溶解炉、焼却炉等の主要ばい煙発生施設につ

　　いて、ばいじんの排出実態を調査し、排出量の原単位を表す排出係数



　を算出した。

(ウ)調査結果

　　調査結果は表48のとおりで、排出ガス中のばいじん濃度は

　0.0006～O.16g/Nm3であった。また、排出係数はボイラー、焼成炉、

　乾燥炉が0.068～52kg/108kcal、金属溶解炉が2.0kg/108kcal、0.0038

　kg/MWH、焼却炉が0.23～2.2kg/tで、施設の構造や使用燃料の違い

　により大きく異なっていた。

ク　スパイクタイヤの使用に伴う道路粉じん等調査

　(ア)調査目的

　　　スパイクタイヤの使用に伴い発生する道路粉じん等の実態を把握す

　　るため、幹線道路近傍で調査を実施した。

　(イ)調査概要

　　a　調査時期

　　　・スパイクタイヤ装着時期　(60年3月4日～9日)

　　　・スパイクタイヤ非装着時期(59年10月23日～29日)

　　　・スパイクタイヤ装着率調査時期(59年12月21日～60年3月19日)



　b　調査地点

　　・幹線道路近傍(富山市2地点、高岡市2地点)

　c　調査項目

　　・浮遊粉じん濃度

　　・浮遊粉じん中の金属成分等(アルミニウム、カルシウム、チタ

　　　　ン、バナジウム、マンガン、鉄、ニッケル、亜鉛、鉛、ベンゼ

　　　　ン抽出物、ベンゾ(a)ピレン)の含有率

　　・浮遊粒子状物質濃度

　　・降下ばいじん量

　　・道路端堆積物中の金属成分等の濃度

　　・スパイクタイヤ装着率

　d　調査方法

　　　　｢スパイクタイヤによる浮遊粉じん中の各成分濃度等測定方法指

　　針(環境庁)｣による。

(ウ)調査結果

　　調査結果は、表49及び図40のとおりである。

　a　浮遊粉じん濃度

　　　幹線道路近傍における浮遊粉じん濃度は、スパイクタイヤ装着時

　　期において0.20～0.79mg/m3であり、非装着時期の0.088～0.14

　　mg/m3と比べ高かった。

　b　浮遊粉じん中の金属成分等の含有率

　　　幹線道路近傍における浮遊粉じん中の金属成分等の含有率のうち、

　　スパイクタイヤ装着時期に高くなったのは、アルミニウム、カルシ

　　ウム、チタン、マンガン、鉄であり、逆に低くなったのは、亜鉛、

　　鉛、べンゾ(a)ピレンであり、アスファルトや土壌に多い成分が増加

　　した。

　c　浮遊粒子状物質濃度

　　　幹線道路近傍における浮遊粒子状物質濃度は、浮遊粉じん濃度と

　　同様、スパイクタイヤ装着時期に高くなった。



　　また、幹線道路近傍の調査地点のうち、59年11月から60年3月ま

　での富山市、高岡市の自動車排出ガス観測局における浮遊粒子状物

　質濃度の連続測定結果は、表49のとおり、路面の乾燥状態が続いた

　2月が高かった。

d　降下ばいじん量

　　幹線道路近傍における降下ばいじん量は、図40のとおりであり、

　浮遊粉子状物質と同様、2月に最も高かった。

e　道路端堆積物中の金属成分等の濃度

　　道路端堆積物中金属成分等の濃度のうち、スパイクタイヤ装着時

　期に高くなったものは、タングステン、ベンゼン抽出物であり、ア

　スファルトの損傷やスパイクピンの摩耗の影響がみられた。

f　スパイクタイヤ装着率

　　県内の国道・主要地方道におけるスパイクタイヤ装着率調査結果

　は、表49のとおりであった。





第2節　水質汚濁の現況と対策

1　水質汚濁の現況

　(1)河川の汚濁状況

　　　公共用水域の水質測定計画に基づいて、59年度に調査した河川の主要測

　　定地点(環境基準点)における水質測定結果は、表50のとおりであった。

　　　環境基準の適合状況をBODでみると、55地点中48地点が適合(適合率87

　　%)しており、不適合地点は、従来から汚濁のみられる中小都市河川であ

　　った。

　　　また、河川末端における経年変化をみると、表51のとおり全体として横

　　ばい傾向にあり、中小22河川のうち、都市河川では、依然として生活排水

　　の流入や流況の停滞による汚濁がみられる。

　　　なお、カドミウム、水銀等の人の健康に係る項目については、すべての

　　河川で環境基準に適合していた。







ア　小矢部川水域

　　本水域については、46年度に県下で初めて環境基準の水域類型が指定

　されたことに伴い、上乗せ排水基準を設定したが、50年度に環境基準の

　見直しを行い、本川下流部及び千保川をE類型〔BOD10mg/l〕からD類

　型〔BOD8mg/l〕に格上げするとともに上乗せ排水基準を強化した。

　　主要地点における水質の経年変化は、表52及び図41のとおりであり、

　本川河口部及び千保川(地子木橋)のBODについてみると、46年度以降

　急激に汚濁が減少し、59年度では、河口部6.7mg/l、地子木橋5.6mg/lで

　いずれも環境基準に適合していた。





イ　神通川水域

　　本水域については、47年度に小矢部川に次いで環境基準の水域類型を

　指定し、併せて上乗せ排水基準を設定した。

　　更に、56年度には、松川についても水域類型の指定を行い、浄化用水

　の導入、下水道の整備等により水質の改善を図ることとした。

　　主要地点における水質の経年変化は表53及び図42のとおりであり、本

　川(萩浦橋)及びいたち川(四つ屋橋)のBODについてみると、59年度

　では、萩浦橋が1.6mg/l、四つ屋橋が4.0mg/lでいずれも環境基準のC

　類型〔5mg/l〕に適合していた。

　　なお、三井金属鉱業(株)との｢環境保全等に関する基本協定｣に基づき、

　カドミウムについて神通川第一発電所ダムで毎月、1日5回の測定を実

　施しており、その結果はすべて不検出であった。



ウ　その他の河川

　　小矢部川、神通川以外の25河川についても、50年度までにすべて環境

　基準の水域類型を指定し、併せて上乗せ排水基準を設定した。

　　これらの河川の汚濁状況をBODについてみると、主要河川の黒部川、

　常願寺川及び庄川については、いずれも環境基準のAA類型〔1mg/l〕

　に相当する清浄な水質が保たれていた。

　　また、他の中小22河川については、17河川が環境基準に適合していた

　が、上庄川、湊川、内川、鴨川及び角川の5河川では適合していなかっ

　た。これらは都市河川であり、依然として生活排水等による汚濁がみら

　れた。



(2)海域の汚濁状況

　　公共用水域の水質測定計画に基づいて、59年度に調査した海域の主要測

　定地点(環境基準点)における水質測定結果は、表54のとおりであった。

　　環境基準の適合状況をCODについてみると、59年度は、すべての地点で

　適合していた。

　　また、海域における経年変化をみると、表55のとおり、特に大きな水質

　変化はみられない。

　　なお、カドミウム、水銀等の人の健康に係る項目については、河川と同

　様すべての地点で環境基準に適合していた。





ア　富山湾海域

　　本水域は、50年度に環境基準の水域類型を指定するとともに上乗せ排

　水基準を設定した。

　　59年度における汚濁状況をCODについてみると、環境基準点24地点

　の測定値は、1.1～2.9mg/lで全地点が環境基準のA類型〔2mg/l〕又

　はB類型〔3mg/l〕に適合し、良好な水質であった。

イ　富山新港海域

　　本水域については、48年度に環境基準の水域類型を指定するとともに

　上乗せ排水基準を設定した。

　　59年度における環境基準点3地点のCODは0.5～0.7mg/lで49年度

　から引き続き、環境基準のB類型や〔3mg/l〕又はC類型〔8mg/l〕に

　適合していた。



2　水質汚濁防止に関して講じた施策

　(1)法令に基づく規制の概要

　　　水質汚濁防止法による規制

　　ア　規制水域

　　　　県下全公共用水域

　　イ　規制対象物質及び項目

　　　(ア)有害物質

　　　　　カドミウム及びその化合物、シアン化合物、PCB等8物質

　　　(イ)生活環境項目

　　　　　pH、BOD、SS等12項目

　　ウ　規制対象工場・事業場

　　　　規制対象工場・事業場は、特定施設を設置し公共用水域に汚水又は廃

　　　液を排出する工場・事業場(特定事業場)で、法に基づき届出が義務付

　　　けられている。

　　エ　排水基準

　　　　水質汚濁防止法では、全国一律の排水基準を定めているが、環境基準

　　　の達成が困難な水域については、都道府県が条例により更に厳しい排水

　　　基準(上乗せ排水基準)を設定できることになっている。

　　　　本県では、現在まで主要公共用水域について、環境基準のあてはめに

　　　際し、上乗せ排水基準の設定を行っている。

　　オ　届出状況

　　　　法に基づく届出状況は表56のとおりで、県下全体の特定事業場は、

　　　3,342であり、これを地域別にみると富山市が557(構成比17%)、高岡市

　　　が377(同11%)と両市で全体の28%を占めている。

　　　　業種別では、食料品製造業が804(構成比24%)、旅館業が752(同23

　　　%)、畜産業が462(同14%)となっており、この3業種で全体の61%を

　　　占めている。

　　　　また、法に基づく排水基準が適用される特定事業場(排水量が50m3/日



以上又は有害物質を排出するもの)数は、表57のとおり519で全体の16%

を占めている。

　これを水域別にみると、小矢部川水域が139(構成比27%)、神通川水

域が116(同22%)と、両水域で排水基準の適用特定事業場の49%を占め

ている。

　業種別では、し尿処理・下水道終末処理が85(構成比16%)、表面処理・

電気めっき施設が75(同14%)、食料品製造業が62(同12%)、旅館業が

60(同12%)と、これらで排水基準の適用特定事業場の54%を占めてい

る。





(2)監視測定体制の整備

　ア　水質測定計画

　　(ア)測定地点

　　　　水質汚濁防止法に基づき、公共用水域の水質測定計画を作成し、表

　　　58のとおり、27河川及び富山湾海域(富山新港を含む。)の119地点に

　　　ついて水質の監視を実施した。

(イ)測定項目

　・健康項目

　　　カドミウム、シアン、有機りん、鉛、6価クロム、ひ素、総水銀、

　　アルキル水銀、PCB

　・生活環境項目

　　　pH、BOD(海域はCOD)、SS、DO、大腸菌群数

　・特殊項目

　　　油分、フェノール類、銅、亜鉛、溶解性鉄、溶解性マンガン、ク

　　ロム、ふっ素



イ　水質常時監視所

　　河川の水質を常時監視するため、小矢部川の城光寺橋(県)、国条橋(建

　設省)、神通川の萩浦橋(建設省)及び内川の西橋(建設省)の監視所

　で、それぞれ水質測定を実施している。

(3)監視取締りと行政指導

　　水質汚濁防止法及び富山県公害防止条例に基づく規制対象工場・事業場

　について、排水基準の適合状況及び汚水処理施設の維持管理状況を表60の

　とおり調査し、改善を要する工場・事業場については、汚水処理施設等の

　改善指導を行った。



(4)水質環境の各種調査

　ア　窒素、りん及び合成洗剤(LAS)の水質調査

　　(ア)調査目的

　　　　窒素、りん及び合成洗剤(LAS)について県下の河川や海域におけ

　　　る実態を把握するため、調査を実施した。

　　(イ)調査概要

　　　　調査地点は、図43のとおりである。

　　　　窒素、りん………河川57地点、海域13地点

　　　　LAS……………河川15地点、海域5地点

　　(ウ)調査結果

　　　　調査結果は表61のとおりであった。

　　　　窒素、りんについてみると、27河川末端の平均値は、窒素1.1mg/l、

　　　りん0.087mg/lであった。これを河川別にみると主要5河川のうち小

　　　矢部川では窒素0.37～2.1mg/l、りん0.019～0.10mg/l、神通川では窒

　　　素1.4～1.8mg/l、りん0.083～0.13mg/lで、その他の庄川、常願寺川

　　　及び黒部川では、窒素0.35～0.53mg/l、りん0.009～0.042mg/lであ

　　　った。

　　　　また、中小河川を平均的にみると、都市河川では、窒素1.5mg/l、り

　　　ん0.14mg/l、その他の中小河川では、窒素0.95mg/l、りん0.056mg/

　　　lであった。

　　　　一方、富山湾においては、窒素0.12～0.23mg/l(平均0.17mg/l)、

　　　りん0.011～0.018mg/l(平均0.015mg/l)であった。

　　　　現在、河川及び海域における窒素、りんの判断基準はないが、その

　　　濃度は一般に人為的汚濁源の多い河川で高く、有機汚濁とほぼ類似し

　　　た傾向を示していた。

　　　　なお、LASについては、河川及び海域のいずれにおいても0.10mg/

　　　l未満であった。







イ　底質調査

　(ア)重金属底質調査

　　a　調査目的

　　　　公共用水域における底質の重金属の現況を把握し、水質汚濁の未

　　　然防止に資するため調査を実施した。

　　b　調査概要

　　　・調査地点

　　　　　図44のとおり港湾12地点、河川36地点の合計48地点

　　　・調査項目

　　　　　カドミウム、鉛、ひ素、総水銀、クロム

　　c　調査結果

　　　　調査結果は、表62のとおりで総水銀については、暫定除去基準〔港

　　　湾(運河を含む。)30ppm、河川25ppm〕を超える地点はなかった。

　　　　その他の項目については、判断基準はないが、港湾が全般的に高

　　　く、河川では内川で比較的高い傾向がみられた。







(イ)PCB底質調査

　a　調査目的

　　　PCBによる環境汚染の実態を把握するため、河川及び工場排水口

　　の周辺について調査を実施した。

　b　調査慨要

　　　小矢部川、神通川等の13地点及び故紙再生工場7工場の排水口周

　　辺について調査を実施した。

　c　調査結果

　　　調査結果は表63、表64のとおりでいずれも暫定除去基準〔10ppm〕

　　以下であった。



ウ　海水浴場水質調査

　(ア)調査目的

　　　海水浴シーズンを迎えるに当たり、あらかじめ海水浴場の水質実態

　　を把握するため、調査を実施した。

　(イ)調査概要

　　・調査時期

　　　　5月下旬

　　・調査海水浴場

　　　　島尾(氷見市)、雨晴(高岡市)、八重津浜(富山市)

　　　　岩瀬浜(富山市)、石田浜(黒部市)、宮崎浜(朝日町)

　　・調査項目

　　　　COD、ふん便性大腸菌群数、油分、油膜、透明度

　(ウ)調査結果

　　　調査結果は、表65のとおりであった。

　　　すべての海水浴場が、水浴に適している良好な水質であり、環境庁

　　の判定基準によれば、八重津浜が｢適｣で、その他はすべて｢快適｣

　　であった。



エ　地下水汚染実態調査

　　(ア)調査目的

　　　　トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン等の有機塩素系化学物

　　　質による地下水汚染の実態を把握するため、地下水及び河川水につい

　　　て調査を実施した。

　　(イ)調査概要

　　　a　調査対象物質

　　　　　トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、クロロホルム、ト

　　　　リクロロエタン、四塩化炭素

　　　b　調査対象

　　　　・地下水　60井　(富山市、高岡市等9市7町)

　　　　・河川水　14地点　(庄川、神通川等7河川)

　　(ウ)調査結果

　　　a　地下水

　　　　　調査結果は、表66のとおりであり、トリクロロエチレン、テトラ

　　　　クロロエチレン及びクロロホルムは、一部の地点で検出されたが、

　　　　いずれも、水道水の暫定基準または世界保健機構(WHO)の飲料水

　　　　のガイドライン値以下であった。

　　　b　河川水

　　　　　調査結果は、表66のとおりであり、一部の地点でわずかに検出さ

　　　　れたが、いずれも地下水と同様、低い値であった。





第3節　騒音及び振動の現況と対策

1　騒音及び振動の現況

　(1)騒音の状況

　　ア　環境騒音

　　　　県下の環境騒音の実態を把握するため、27市町村、416地点において調

　　　査を実施した。

　　　　調査結果を地域類型別に対比すると表67のとおりであり、平均的な騒

　　　音レベルは、いずれの地域においても、環境基準以下であった。

　　　　また、年度別推移は図45のとおり、近年ほぼ横ばいとなっている。



イ　自動車騒音

　　県下の主要道路における自動車騒音の実態を把握するため、27市町、

　182地点において調査を実施した。

　　調査結果を区域別に対比すると表68のとおりであり、平均的な騒音レ

　ベルは、いずれの区域においても、自動車騒音に係る公安委員会のへ要

　請基準を超えるものはみられなかった。

　　また、年度別推移は図46のとおり、近年ほぼ横ばいとなっている。





ウ　高速道路騒音

　　高速道路における自動車騒音の実態を把握するため、北陸自動車道下

　り線の庄川バス停付近(小杉・砺波I・C間)、池多バス停付近(富山・

　小杉I・C間)及び滑川市横道地内(滑川・魚津I・C間)の3地点で調

　査を実施した。

　　調査結果は表69のとおりで、道路端での騒音レベルは、自動車騒音に

　係る公安委員会への要請基準を超えるものは、ほとんどみられなかった。



エ　工場騒音

　　業種別の騒音発生状況を把握するため、繊維工業、金属製品製造業等

　の9工場について調査を実施した。

　　調査結果は表70のとおりで、昼間における騒音レベルは、木材・木製

　品製造業、金属製品製造業が他の業種に比べてやや高い値を示したもの

　の、全体としては低い値であった。



オ　航空機騒音

　(ア)調査概要

　　　59年3月、富山空港にジェット機が就航したことにより、空港周辺

　　の生活環境を保全する必要があることから航空機騒音に係る環境基準

　　の地域指定を行うための基礎資料を得ることを目的として、航空機騒

　　音実態調査を実施した。

　　　調査は、59年7月24日から8月3日のうちの7日間、航空機騒音、

　　環境騒音、飛行コース等について図47の16地点で行った。

　　　なお、この調査のほか、8月23日から30日のうちの3日間、航空機

　　騒音、環境騒音について20地点で補完調査を行った。





(イ)調査結果

　　調査結果は表71のとおりで、定期便の騒音レベルを最大値でみると、

　離陸コース直下のNo.3及びNo.12でそれぞれ103ホン、102ホンであった。

　　なお、着陸時の騒音レベルは、離陸時に比べて小さい傾向にあった。

　　また、低騒音型機のB-767型機は、B-737型機と比較すると、離陸

　時で約10ホン程度小さかった。

　なお、これらの調査結果や航空機の機種、年間の平均的風向風速、

滑走路利用割合等にもとづきシミュレーションを行いWECPNL(う

るささ指数)の解析を行った。



(2)振動の状況

　ア　道路交通振動

　　　県下の主要道路における道路交通振動の実態を把握するため、19市町、

　　131地点において調査を実施した。

　　　調査結果を区域別に対比すると表72のとおりであり、平均的な振動レ

　　ベルは、いずれの区域においても、道路交通振動に係る公安委員会への

　　要請基準と比較して極めて低い値であった。

イ　工場振動

　　業種別の振動発生状況を把握するため、繊維工業、金属製品製造業等

　の9工場について調査を実施した。

　　調査結果は表73のとおりで、昼間における振動レベルは、全体として

　は低い値であった。



2　騒音及び振動防止に関して講じた施策

　(1)騒音の規制

　　ア　騒音規制法による規制

　　　(1)規制地域(9市14町)

　　　　富山市、高岡市、新湊市、魚津市、氷見市、滑川市、黒部市、砺波市、

　　　　小矢部市、大山町、立山町、入善町、八尾町、婦中町、小杉町、大門

　　　　町、大島町、城端町、庄川町、井波町、福野町、福光町及び福岡町の

　　　　9市14町のうち都市計画法に基づく用途地域の定められている地域を

　　　　規制している。

　　　(イ)規制対象騒音

　　　　　工場騒音、特定建設作業騒音及び自動車騒音

　　　(ウ)規制対象施設・作業

　　　　a　工場騒音

　　　　　　金属加工機械(機械プレス、鍛造機等)、織機等20種類の施設

　　　　b　特定建設作業騒音

　　　　　　くい打機を使用する作業等8種類の作業

　　　(エ)規制基準

　　　　a　工場騒音

　　　　　　工場騒音の規制基準は、区域及び時間帯ごとに表74のとおり定め

　　　　　られている。

　　　　b　特定建設作業騒音

　　　　　　特定建設作業騒音の規制基準は、作業の種類に応じて75ホンから

　　　　　85ホンまでとなっている。

　　　　　　なお、日曜・祭日の作業禁止及び一日当たりの作業時間の制限等

　　　　　も併せて実施している。

　　　　c　自動車騒音

　　　　　　自動車の走行によって発生する騒音については、定常走行時及び

　　　　　加速走行時について許容限度を定め、規制されている。



　なお、指定地域内の道路周辺部における自動車走行騒音の限度は

表75のとおりで、この値を超える場合には市町村長が公衆委員会等

に対して、交通規制や道路構造の改良等について要請することがで

きることになっている。



(オ)届出状況

　　騒音規制法に基づく特定施設の届出状況は、表76のとおり1,459工

　場・事業場、18,304施設となっている。



イ　条例による規制

　　条例による規制は、騒音規制法による規制を補完するものであり、法

　の指定地域以外の地域及び規制対象外の施設(ファスナー自動植付機、

　走行クレーン等)を対象として、県下全域にわたって規制している。

　　規制基準は、騒音規制法に準じて、区域及び時間帯ごとに定められて

　いる。

　　なお、条例に基づく届出状況は、表77のとおり、1,638工場・事業場と

　なっている。



　(2)環境基準の地域指定

　　ア　指定の必要性

　　　　近年、生活様式が高度化し騒音の発生源が多様化する傾向にあること

　　　や富山空港にジェット機が就航したことにより、騒音に係る環境基準及

　　　び航空機騒音に係る環境基準の地域指定を行い、騒音に係る生活環境の

　　　保全を図ることとした。

　　イ　経緯

　　　　59年6月11日　｢騒音に係る環境基準及び航空機騒音に係る環境基準

　　　　　　　　　　　の地域指定について｣県公害対策審議会に諮問、同日、

　　　　　　　　　　　騒音振動専門部会に付託

　　　　　　　　　　　(騒音振動専門部会を4回開催、航空機騒音実態調査

　　　　　　　　　　　を含めて調査、審議)

　　　　60年3月26日　騒音振動専門部会より公害対策審議会に｢騒音に係る

　　　　　　　　　　　環境基準及び航空機騒音に係る環境基準の地域指定に

　　　　　　　　　　　ついて｣の基本的考え方を報告。

　　　　　　　　　　　公害対策審議会から、同部会報告をもとに地域指定の

　　　　　　　　　　　基本的考え方を答申(60年度に告示予定)

(3)振動の規制

　　振動規制法による規制

　　ア　規制地域(9市14町)

　　　　　富山市、高岡市、新湊市、魚津市、氷見市、滑川市、黒部市、砺波

　　　　市、小矢部市、大山町、立山町、入善町、八尾町、婦中町、小杉町、

　　　　大門町、大島町、城端町、庄川町、井波町、福野町、福光町及び福岡

　　　　町の9市14町のうち都市計画法に基づく用途地域の定められている地

　　　　域(ただし工業専用地域を除く。)を規制している。

　　イ　規制対象施設

　　　　工場振動、特定建設作業振動及び道路交通振動



ウ　規制対象施設・作業

　(ア)工場振動

　　　金属加工機械(機械プレス、鍛造機等)、織機等20種類の施設

　(イ)特定建設作業振動

　　　くい打機を使用する作業等6種類の作業

エ　規制基準

　　工場振動に係る規制基準及び道路交通振動に係る公安委員会等への要

　請基準は、それぞれ表78、表79のとおりである。

　　また、特定建設作業振動の規制基準は75デシベルで、日曜・祭日の作

　業の禁止及び1日当たりの作業時間の制限等も併せて実施している。



オ　届出状況

　　振動規制法に基づく届出状況は、表80のとおり756工場・事業場、9,513

　施設となっている。



第4節　悪臭の現況と対策

1　悪臭の現況

　　悪臭は、感覚公害として、日常生活に身近なものであり、発生源が化学工

　業、畜産業からサービス業にいたるまで多種多様であるため、実態の把握や

　防止対策については、困難な面がある。

　　本県では、従来から問題にされていたパルプ工業の悪臭については、かな

　り改善されてきているが、一般に苦情の多い畜産業や化製場については、防

　止対策を指導しているものの依然として苦情がみられる。

2　悪臭防止に関して講じた施策

　(1)法令等に基づく規制の概要

　　ア　悪臭防止法に基づく規制

　　　(ア)規制地域(9市14町)

　　　　　富山市、高岡市、新湊市、魚津市、氷見市、滑川市、黒部市、砺波

　　　　市、小矢部市、大山町、立山町、入善町、八尾町、婦中町、小杉町、

　　　　大門町、大島町、城端町、庄川町、井波町、福野町、福光町及び福岡

　　　　町の9市14町のうち都市計画法に基づく用途地域の定められている地

　　　　域を規制している。

　　　(イ)規制対象物質

　　　　　アンモニア、メチルメルカプタン、硫化水素、硫化メチル、トリメ

　　　　チルアミン、二硫化メチル、アセトアルデヒド及びスチレンの8物質

　　　(ウ)規制基準

　　　　　本県では、表81のとおり、工業専用地域とその他の地域に区分し、

　　　　規制基準を設定している。



イ　条例に基づく規制

　　公害防止条例では、悪臭に係る特定施設の届出を義務付けている。

　　条例による届出状況は表82のとおり、1,194工場・事業場で、ほとんど

　養豚等の家畜飼養施設である。



(2)悪臭実態調査

　ア　調査概要

　　　悪臭の実態を把握し、悪臭防止法に基づく規制地域の指定や悪臭防止

　　対策等の基礎資料を得ることを目的として、発生源とみられる畜産業等

　　7工場・事業場の敷地境界及びその周辺環境において、悪臭7物質(ア

　　ンモニア、メチルメルカプタン、硫化水素、硫化メチル、トリメチルア

　　ミン、二硫化メチル、スチレン)を対象に調査を実施した。

　イ　調査結果

　　　調査結果は表83のとおりで、敷地境界における測定値を臭気強度と比

　　較すると、アンモニア等7物質については、いずれも臭気強度2.5以下で

　　あった。



第5節　土壌汚染の現況と対策

1　土壌汚染の現況

　(1)神通川流域

　　　神通川流域では、43年にイタイイタイ病に対する厚生省見解が発表され

　　てから、土壌汚染の問題が表面化してきた。46年に｢農用地の土壌の汚染

　　防止等に関する法律｣が施行されたことに伴い、神通川流域の農用地のカ

　　ドミウム汚染調査を開始した。46～51年度の6年間にわたって、両岸の農

　　用地約3,130haを対象に、玄米2,570点、土壌1,667点について調査した結果

　　の概要は、表84及び表85のとおりである。

　　　玄米中カドミウム濃度が1.0ppm以上の汚染米が検出された地点は230

　　地点で、汚染米発生地域の面積は、およそ500haであった。これらの地域で

　　は水稲の作付が停止され、企業から休耕補償金が支払われている。

　　　この調査結果に基づき、汚染米発生地域と、その近傍地域のうち汚染米

　　が発生するおそれがある地域を合わせた1,500.6haを農用地土壌汚染対策

　　地域(以下、｢対策地域｣)として指定した。対策地域内の汚染状況は表86

　　のとおりで、玄米中平均カドミウム濃度は0.99ppm、土壌中平均カドミウ

　　ム濃度は、作土で1.12ppm、次層土で0.68ppmであった。



(2)黒部地域

　　　45年に黒部市の日本鉱業(株)三日市製錬所周辺地域の農用地がカドミウ

　　ムによって汚染されていることが判明し、カドミウム環境汚染要観察地

　　域に指定された。このため、46年～48年の3年間にわたって同製錬所周

　　辺の農用地約250haを対象に、玄米316点、土壌(作土)225点についてカ

　　ドミウム濃度を調査した。調査結果の概要は、表87及び表88のとおりで

　　ある。

　　　玄米中カドミウム濃度が1.0ppm以上の汚染米が検出された地点は7

　　地点で、汚染米発生地域の面積は約8haであった。

　　　この調査結果に基づき、汚染米発生地域と近傍地域を合わせた129.5

　　haを対策地域として指定した。



2　土壌汚染防止に関して講じた施策

　(1)神通川流域

　　ア　対策計画の策定

　　　　神通川流域の対策地域面積は約1,500haで、1市3町の広大な地域に

　　　および、流域全体の対策計画を一括して策定することは種々の問題があ

　　　り困難である。このため、対策計画を分割策定することとし、土壌汚染

　　　対策事業の促進を図ることとした。

　　　　土壌汚染防止法に基づき、第1次地区は上流部96.4ha(台帳)につい

　　　て55年2月に、第2次地区は第1次地区に隣接した上流部450.5ha(台

　　　帳)について59年1月に農用地土壌汚染対策計画を策定した。

　　　(ア)第1次地区・第2次地区の区域、面積及び利用区分

　　　　　対策計画策定地区は図48に示すとおりであり、これらの面積と土地

　　　　利用区分は表89のとおりである。





(イ)事業の内容

　　第1次地区及び第2次地区の復旧方式等は表90のとおりである。



(ウ)事業費の概算等

　第1次地区及び第2次地区の事業費はそれぞれ1,783,000千円、

　10,940,000千円(それぞれ53年4月、58年4月現在の物価及び賃金水

　準を積算基礎として算定したもの。)として対策計画を策定している

　が、59年1月に対策計画と同時に策定した第2次地区に係る公害防止

　事業費事業者負担法に基づく費用負担計画は、表91のとおりである。

イ　公害防除特別土地改良事業の実施

　　対策計画が策定されると、｢土地改良法｣等に基づき公害防除特別土地

　改良事業(公特事業)が実施されることになる。第1次地区については、

　55年10月、県営公特事業神通川流域地区として事業計画が確定し、同月

　から工事に着工し、58年度には面工事が完了した。

　　また、第2次地区については、59年6月に事業計画が確定し、6月か

　ら工事に着工した。

　(ア)事業計画

　　　公特事業では、指定地域の他、隣接する地域でこれに準じて一体的

　　に施行することが必要な地域、及びこれらと併せて事業を行うことが

　　必要かつ妥当な地域についても区画整理を施行している。

　　　第1次地区、第2次地区の事業実施面積は表92のとおりである。



(イ)土壌復元工事の実施状況

　　第1次地区では表93に示すとおり、全面積において水稲の作付が可

　能になった。

　　59年度に作付した客土水田(76ha)においてカドミウム濃度調査を

　実施したところ、玄米中カドミウム濃度は0.00～0.16ppm、土壌中カ

　ドミウム濃度は0.10～0.21ppmであった。



(2)黒部地域

　　本地域は、黒部市の中心部の近くに位置しているため、対策地域農用地

　113.7haのうち約45haが都市計画の用途地域(54年9月決定)の中に取り

　込まれた。さらに、対策地域内で市企業団地の造成や住宅団地の造成等、

　他用途へ転用されるものが出てきた。

　　このため、対策地域内農用地の土地利用区分について、地元との調整作

　業を行っている市と協議をするとともに、対策計画策定のための諸準備を

　進めている。



第6節　地下水の現況と対策

1　地下水の現況

　(1)地下水位の変動

　　　本県における地下水位の観測は、高岡地域6か所、富山地域7か所及び

　　黒部地域7か所の合計20観測井において実施した。

　　　最近5年間の地下水位の変動は、表のとおりで、全体的にみて、大幅

　　な変動はなく、おおむね横ばいに推移しているが、最近、豪雪による地下

　　水利用の影響により、一部の地点では低下の傾向にある。

　　　地域別にみると次のとおりである。

　　ア　高岡地域

　　　　能町、寺塚原、作道の観測井では、ゆるやかな上昇傾向にあったが、

　　　最近低下の傾向にある。他の上関、二塚、日詰の観測井は、ほぼ横ばい

　　　の傾向にある。

　　イ　富山地域

　　　　下飯野、奥田北の観測井では、最近低下の傾向にあるが、他の山室、

　　　西の番、三郷、前沢、速星の観測井は、ほぼ横ばいの傾向にある。

　　ウ　黒部地域

　　　　金屋、三日市、月山の観測井では、最近低下の傾向にある。五郎八観

　　　測井は年による変動が大きいが、他の入膳、小摺戸の観測井はほぼ横ば

　　　いの傾向にある。





(2)地下水の塩水化

　　地下水の塩水化の状況について、高岡地域60地点、富山地域40地点及び

　黒部地域30地点の計130地点における実態を調査した｡塩素濃度分布は図49

　のとおりであり、ここ数年ほとんど変化はみられなかった。

　ア　高岡地域

　　　本地域の塩水化は、小矢部川下流地域から富山新港周辺にかけて比較

　　的広範囲にみられる。

　　　これを地区別にみると、高岡地区では塩素濃度100mg/l以上の地点は

　　小矢部川河口から、約9km上流の内陸部までに及んでおり、塩素イオ

　　ン濃度1,000mg/l以上の地点は伏木港周辺にみられる。

　　　また、新湊地区では塩素イオン濃度100mg/l以上の地点は、海岸線か

　　ら内陸部約2kmまでみられ、富山新港周辺では塩素イオン濃度10,000

　　mg/l以上の地点も一部みられる。

　イ　富山地域

　　　本地域の塩水化は、塩素イオン濃度100mg/l以上の地点は、富山港か

　　ら約1.5km内陸部の東岩瀬地区までの比較的、狭い地域にしかみられ

　　ず、本地域の塩水化は軽微である。

　ウ　黒部地域

　　　本地域では、塩素イオン濃度100mg/l以上の地点はみられない。



2　地下水に関して講じた施策

　(1)地下水採取条例に基づく規制の概要

イ　規制対象場水設備

　　　動力を用いて地下水を採取するための設備で、場水機の吐出口の断

　　面積が21cm2を超えるもの。ただし、温泉や可燃性ガスの採掘に伴う揚

　　水設備及び河川区域内の揚水設備は除く。

ウ　取水基準

　　　規制地域内の工業用、建築物用の対象揚水設備について、52年4月

　　1日から57年3月31日まで取水基準が段階的に適用されていたが、57

　　年4月1日(ただし、井戸側管面積7,500cm2以上のものは62年3月31

　　日)から表95のとおり取水基準が適用されている。



エ　揚水設備の届出状況

　　条例に基づく届出状況は、事業所数1,482、揚水設備数2,015であり、

　その内訳は表96のとおりである。

　　市町村別では、富山市が575事業所、781施設、高岡市が392事業所、570

　施設と両市で全体の3分の2を占めている。

　　また、用途別では建築物用が最も多く、649事業所、755施設であり、

　次いで、工業用が364事業所、731施設となっており、近年、融雪用の施

　設が増加している。





オ　地下水採取状況

　　条例に基づき報告された59年度の地下水採取量は778千m3/日(ただ

　し、揚水機稼動日数当たりの平均採取量の集計)で、その内訳は表97の

　とおりである。

　　市町村別では、富山市が251千m3/日と最も多く、次いで、高岡市の180

　千m3/日となっており、両市で全体の55%を占めている。

　　用途別では、工業用が318千m3/日と最も多く、全体の約41%を占めて

　おり、道路等の融雪用は282千m3/日、建築物用は95千m3/日であった。

　　なお、59年度は、昨年度と同様に、豪雪の影響により、道路等の融雪

　用に多く利用された。



(2)監視測定体制の整備

　　本県における地下水位の観測は、34年度に高岡市二塚及び富山市山室に

　観測井を設置して以来、通商産業省の地下水利用適正化調査等により逐次

　増設され、現在、高岡地域6井、富山地域7井、黒部地域7井の計20観測

　井で監視を行っている。

　　これらの観測井の位置及び構造は表98のとおりである。



　また、地盤沈下の未然防止を図るための監視体制として、国土地理院の

協力を得て、48年度から水準測量路線網を整備してきた。



第7節　廃棄物の現況と対策

1　廃棄物処理の現況

　(1)一般廃棄物の処理

　　　日常生活に伴って生じるごみ、し尿などの｢一般廃棄物｣については、

　　市町村がその処理計画を定め、住民サービスの一環として処理を行ってい

　　る。

　　ア　ごみ処理

　　　　ごみ処理状況の年度別推移及びごみ処理施設の整備状況は、表99及び

　　　表100のとおりである。

　　　　58年度における収集人口は111万9千人で県人口の99.9%を占めている。

　　　収集されたごみは年間34万8千tで、そのうち可燃物24万8千t(構成比

　　　71%)は焼却、不燃物9万2千t(同26%)は埋立、その他は再利用され

　　　ている。

　　　　なお、ごみの焼却施設は、59年度射水地区広域圏の施設更新(処理能

　　　力100t/日から120t/日)を含め、16施設(処理能力1,489t/日)となって

　　　いる。

　　　　また、粗大ごみ処理施設は、富山、砺波、射水の各広域圏と高岡市の

　　　合わせて4施設(能力185t/日)が整備されている。





イ　し尿処理

　　し尿処理状況の年度別推移及びし尿処理施設の整備状況は、表101及び

　表102のとおりである。

　　58年度における衛生処理人口は、くみ取りし尿収集人口56万5千人と

　水洗化人口41万4千人をあわせた97万9千人で、県人口の88%を占めて

　いる。収集されたし尿(浄化槽汚でい7万2千klを含む)33万2千klは

　そのほとんどが、し尿処理施設で処理されている。

　　なお、し尿処理施設は、11施設(処理能力1,139kl/日)である。

　　また、水洗便所のし尿は公共下水道及びし尿浄化槽で処理されている

　が、し尿浄化槽については水洗化への強い要望から、急激に増加してお

　り、その設置基数も59年度末には約7万基となり、年間約4千基の増加

　をみている。





(2)産業廃棄物の処理

　　56年度の実態調査結果(55年度実績)から、工業出荷額等の伸びに基づ

　き推計すると、58年度において事業活動に伴って排出された量は、全体と

　して、395万tである。そのうち自社再利用または有償売却等の資源化有効

　利用量は134万4千tで残りの260万6千tが法に規定する産業廃棄物とな

　っている。

　　産業廃棄物発生量を種類別にみると、図51のとおり有機汚でいが85万1

　千t(構成比32.7%)と最も多く、次いで無機汚でいの79万7千t(同30.6

　%)、動物のふん尿の23万7千t(同9.1%)の順となっている。

　　また、業種別にみると、図52のとおり製造業が146万2千t(同56.1%)

　と最も多く、次いで電気・ガス・水道業の54万2千t(同20.8%)、農業水

　産業の23万7千t(同9.1%)の順となっている。

　　地域別にみると、図53のとおり高岡地域123万9千t(同47.6%)、富山地

　域88万9千t(同34.1%)、射水地域17万2千t(同6.6%)、新川地域15万7

　千t(同6.0%)、砺波地域14万9千t(同5.7%)の順となっており、富山と

　高岡両地域で県下の80%以上を占めている。





　次に処理処分状況については、図54のとおり、発生量260万6千tのう

ち、中間処理(焼却、脱水、乾燥、中和等)されたものは213万1千t(81.8

%)、無処理処分(埋立)されたものは38万3千t(同14.7%)、無処理再利

用されたものは9万2千t(同3.5%)となっている。

　中間処理されたものは16%に減量され34万1千tになり、このうち21万

2千tは再利用され、12万9千tは埋立処分されている。

　このように最終的に再利用されたものは、無処理のものと中間処理後の

ものとを合わせた30万4千tであり、埋立処分されたものは51万2千tで

ある。

　埋立処分されたものを処分先別にみると、自社処分によるものが34万1

千t(同66.6%)、処理業者委託によるものが14万t(同27.4%)、地方公共

団体が受け入れているものが2万t(同3.9%)の順となっている。



2　廃棄物に関して講じた施策

　(1)法令に基づく対策の概要

　　　廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく施策

　　ア　廃棄物の定義

　　　　廃棄物は、一般廃棄物と産業廃棄物に区別されている。一般廃棄物と

　　　はごみ・し尿等産業廃棄物以外の廃棄物をいい、産業廃棄物とは、事業

　　　活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃えがら、汚でい、廃油、廃酸等法

　　　で規定されている19種類のものをいう。

　　イ　処理業の許可

　　　　一般廃棄物又は産業廃棄物の収集、運搬又は処分を業として行おうと

　　　する者は、それぞれ市町村長又は知事の許可を受けなければならない。

　　ウ　処理基準

　　　　廃棄物の処理にあたっては、保管、収集、運搬及び処分の基準に従わ

　　　なければならない。なお、汚でい、鉱さい等で一定基準以上の有害物質

　　　が溶出する有害産業廃棄物については、特別厳しい基準が設定されてい

　　　る。

　　エ　届出施設

　　　　ごみ、し尿の一般廃棄物処理施設及び汚でい処理施設、廃油処理施設

　　　等14種類の産業廃棄物処理施設が届出施設となっている。

　　オ　施設の技術上の基準

　　　　廃棄物処理施設について、維持管理等の技術上の基準が規定されてい

　　　る。



(2)一般廃棄物

　　市町村における一般廃棄物処理施設の過去3年間の整備状況は、表103の

　とおりであり、粗大ごみ処理施設を除き施設の整備をほぼ完了し、施設の

　更新や高度化が中心となっている。

　　また、処理施設の高度化に伴い、市町村及び一部事務組合の技術者を対

　象として、ごみ、し尿処理施設維持管理技術研修会を開催し、技術の向上

　を図った。

　　し尿浄化槽についても、設置数の急速な増加の反面、放流水による公共

　用水域の水質汚濁をめぐって、種々トラブルが生じているため、設置者に

　対し講習会を開催し、し尿浄化槽の構造、維持管理方法等正しい知識の普

　及に努めるとともに、約2,200基のし尿浄化槽の立入調査を実施し指導の徹

　底を図った。

　　また、(社)富山県浄化槽協会では厚生大臣の指定検査機関として500人槽以

　下の浄化槽について、約3,600基の検査を実施した。

　　なお、し尿浄化槽指導要綱に基づく登録状況は、表104のとおりであり、

　これら施工業者及び維持管理業者を対象に講習会を行うことにより、技術

　の向上を図った。

　　国では、浄化槽行政の一元化と関係業者の地位の確保等を目的とした浄

　化槽法を成立させ、58年5月18日に公布し、60年10月1日から施行するこ

　とにしている。



(3)産業廃棄物

　　法に基づく産業廃棄物処理業の許可状況は、表105のとおり総許可事業所

　数は319であり、収集及び運搬業が267(構成比84%)とほとんどを占めて

　いるが、他方、最終処分業を営む事業所も年々増加傾向にある。

　　また、産業廃棄物処理施設の届出状況は、表106のとおりで、全体では144

　施設であり、内訳は汚でいの脱水施設が54(同38%)と最も多く、次いで

　廃プラスチック類の焼却施設、最終処分場等の順となっている。

　　これらの産業廃棄物処理業者や産業廃棄物排出事業所等については立入

　検査を実施し、廃棄物の適正処理を指導するとともに、減量化や再利用の

　促進及び処理業者の育成を図っている。

　　59年度の監視指導については、表107のとおりであり、産業廃棄物処理業

　者及び産業廃棄物の排出事業者等134事業所を立入調査し、そのうち13事業

　所に対して適正処理処分方法及び排水処理方法等について改善の指導を行

　った。





第8節　快適環境づくりの展開

1　県土美化推進運動の実施

　　県民の生活水準が向上し、生活様式が変化してきたことに伴い、廃棄物の

　量の増大と種類が多様化し、近年、道路や海岸、観光地等に散乱ごみが目立

　ち、社会問題化している。

　　このようなことから、県民の美化意識や公徳心の高揚に努めるとともに、

　県土美化を促進し、｢日本一のきれいな県土｣をつくるため、県民総ぐるみの

　県土美化推進運動を展開した。

　(1)推進期間

　　　年間を通じて本運動を進めたが、特に次の強調期間、強調週間等を設け

　　重点的に実施した。

　　ア　まちやむらを美しくする運動

　　　　昭和59年4月1日～5月31日、特に4月22日から28日を｢県土美化強

　　　調週間｣とした。

　　イ　川をきれいにする運動

　　　　昭和59年6月1日～6月30日、9月1日～9月30日、特に6月10日を

　　　　｢県土美化の日｣とした。

　　ウ　海岸をきれいにする運動

　　　　昭和59年7月1日～8月31日

　　エ　空カンゼロ運動

　　　　昭和59年9月1日～9月30日、特に9月23日を｢空カンゼロの日｣と

　　　した。



(2)主な実施事業

　ア　啓発活動

　　　県民の美化意識の高揚や清掃実践活動の実施と参加等を呼びかけるた

　　め、次の事業を実施した。

　　(ア)テレビ、ラジオ、新聞による啓発……テレビ(6、9月)14日間

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ラジオ(6、9月)14日間

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新聞(4、9月)

　　(イ)ポスターの掲示……2種類各5千枚－公共施設、学校、ガソリンス

　　　　　　　　　　　　タンド等(4、9月)

　　(ウ)チラシの配布……30万枚－県下全世帯(4月)

　　(エ)ゴミ持ち帰り袋、ステッカーの配布……各20万枚－運転者、観光客

　　　　　　　　　　　　等(4月～10月)

　　(オ)しおりの配布……11万枚－県下全小学生(9月)

　　(カ)ポスターの募集及び展示……小中高校生よりポスターの募集、優秀

　　　　　　　　　　　　作品の展示

　　(キ)各種広報媒体による啓発……市町村、各種団体の広報紙、チラシ、

　　　　　　　　　　　　ポスター、横断幕等

　イ　清掃活動

　　　市町村を中心に地域住民、自治会、青年団、婦人会、保健衛生協議会

　　等関係団体や企業、児童生徒等の協力を得て公園、道路、河川、海岸等

　　の清掃、草刈、空き缶回収等を実施した。また、59年6月10日に高岡市

　　二上山で第1回富山県清掃美化大会を開催した。

　　　○参加人員　約29万7千人

　ウ　施設等の整備活動

　　　ごみの投げ捨て防止を図るため、市町村が中心となり、ごみ回収容器

　　を道路、公園等に配置するとともに、ごみの不法投棄防止を呼びかける

　　立看板を河川、海岸等に設置した。

　　　○ごみ回収容器の設置　約200個

　　　○立看板の設置　約580個



　　　　○空き缶プレス機　6基

　　エ　県土美化モデル地区の活動

　　　　地域に根ざした環境美化活動を推進するため、58年に県土美化モデル

　　　地区を指定し、2年間にわたって地域住民による啓発活動、清掃活動等

　　　を実施した。

　　　　○県土美化モデル地区　41か所

　　　　○主な美化活動　・看板、回覧板、チラシ等による啓発

　　　　　　　　　　　　　・清掃日の設定等による清掃、草刈、空き缶回収

　　　　　　　　　　　　　・花壇、フラワーポット等の設置

　　　　○参加人員　約5万2千人

　　オ　推進体制の整備

　　　　県土美化推進運動を総合的に推進するため、｢富山県県土美化推進県民

　　　会議｣において、県土美化功労者の表彰や機関紙｢クリーンとやま｣を

　　　発刊した。

　　　　○県土美化功労者の表彰　・5個人、11団体

　　　　○機関紙の発刊　・年2回　各5千部、市町村広報窓口、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　小中高校、青年団、婦人会等に配布

2　名水等調査

　　全国有数の豊かな自然から生まれる本県の水は、産業活動をはぐくみ、県

　民の心にうるおいや日常生活に多くの恩恵を与えてきた。

　　この豊富な水資源の中には、いわゆる名水として古くから引き継がれた自

　然水やきれいな水環境が含まれており、県では、これらの水について、調査

　を行い、名水マップやガイドブックとして、また水道水についてもおいしい

　水報告書として県内外に広く紹介することとしている。

　　59年度に環境庁が行った全国｢名水百選｣には、本県から表108のとおり全

　国一の4件が、厚生省が行った水道水のおいしい都市(人口5万人以上)に

　は、富山、高岡、氷見及び魚津の4市すべてが選ばれた。



　県ではこれを機会に、水に対する関心を高めるとともに、優良な水環境の

保全を積極的に進めたいと考えている。



3　｢環境週間｣の実施

　　国連人間環境会議は、1972年6月、人類とその子孫のため、人間環境の保

　全と改善を世界共通の努力目標とし、その意志を表明するため｢人間環境宣

　言｣を採択した。

　　これを記念し、世界各国では、毎年6月5日を｢世界環境デー｣として、

　環境問題の重要性を認識するための諸行事を行ってきている。

　　わが国では、この日を初日として｢環境週間｣を設け、環境問題に対する

　国民の責任と義務の自覚を促すとともに、将来に向ってよりよい環境を創出

　する努力と決意を新たにする契機とするため、各種の催しを行うなど、全国

　的な運動を実施している。

　本県においても、この趣旨にそって、毎年各種の記念行事を実施している。

　　59年度は、｢よりよい環境を求めて｣をテーマとし、各種団体、市町村など

　の幅広い協力を得て、環境問題について考え、かつ活動するため、表109のと

　おり記念行事を実施した。



第9節　その他の環境保全対策

1　公害防止計画の推進

　　公害防止計画は、公害対策基本法に基づき、現に公害が著しいか、又は著

　しくなるおそれのある地域に対し、公害防止に関する施策を総合的に講じる

　ため内閣総理大臣の承認を得て策定されるものである。

　　このような公害防止計画は45年以来順次策定され、現在、計画の見直し等

　を経て、第1次から第7次地域まで全国30都道府県、44地域において策定さ

　れている。

　　本県では、富山・高岡地域について、49年度以来2回(49年度～53年度、

　54年度～58年度)にわたり公害防止計画を策定し、公害防止に関する諸施策

　を総合的かつ計画的に進めてきた。



　　その結果、硫黄酸化物による大気汚染や、主要河川の水質汚濁は大幅な改

　善がみられるなど、一応の成果を収めたが、未だ計画目標を十分に達成して

　いないものも見られたため、59年度に旧計画を見直し、表110のとおり、63年

　度を目標とする新しい5か年計画を策定し、さらに対策を進めているところ

　である。

2　県民公園新港の森管理事業

　　県民公園新港の森は、富山高岡地区新産業都市建設の中核である同工業地

　帯からの公害を防止し、住民に憩いと緑豊かなレクリェーションの場を提供

　するもので、高岡市姫野・金屋地内、新湊市二の丸・作道地内に及ぶ富山新

　港臨海工業地帯西側背後地に位置し、平均幅員約150m、総延長約1,700m、面

　積約25haの公園である。

　　公園は、57年10月から一般に開放され、運動施設としては表111のとおりテ

　ニスコート、野球場、陸上競技場があり、58年7月から供用を開始し、59年

　度からは、早朝開放(期間5月1日～8月31日まで)を図っているところで

　ある。

　　なお、施設等の利用状況は、表112のとおりである。







3　畜産環境保全対策

　(1)指導及び検査

　　　県及び県下東西両地域において、｢畜産経営環境保全対策協議会｣を開催

　　し、県、市町村及び農業団体を一丸とする総合的な指導体制のもとに、畜

　　産経営環境保全実態調査、巡回指導、研修会の開催、水質検査及び臭気調

　　査を実施し、畜産公害防止に努めた。

　　ア　畜産環境保全実態調査

　　　　畜産農家842戸について、調査した結果は表113のとおりで、ふん尿処

　　　理状況は、各畜種とも土壌還元が最も多く89%、次いで施設処理が10%、

　　　その他1%であった。

イ　巡回指導、水質検査及び臭気調査

　　前述の調査結果に基づき施設の改善を要する畜産農家を重点に巡回指

　導を行うとともに、水質検査、臭気調査を実施した。



(2)助成及び融資｢さわやか畜産｣推進事業

　　家畜の飼養に伴って生ずる環境衛生を害する要因の除去及び改善を図る

　ことにより、地域社会と調和した清潔で、さわやかな畜産経営の育成を目

　ざした。また、畜産経営群と耕種経営群との有機的な連携を強化し、家畜

　ふん尿の堆きゅう肥化処理技術の向上に努めるとともに、表115及び116の

　とおり、土壌還元機械及び施設の設置に助成を行い、制度資金の活用を指

　導した。

4　漁業環境保全対策

　(1)海水汚染の防止

　　　58年度に引き続き、国の助成を得て、調査指導員による漁業環境の監視

　　及び漁業公害に関する情報の収集を行った。

　　　また、漁業者に対し、漁業公害に関する講習会を開催し、知識の普及に

　　努めた。



(2)定置漁場における水質調査

　ア　調査目的

　　　富山湾沿岸部を漁場とする定置漁場の状況を把握するため水質調査を

　　実施した。

　イ　調査概要

　　　58年度に引き続き図56のとおり宮崎から氷見に至る定置漁場を中心と

　　する31地点において、59年4月から60年3月まで各調査地点毎に年5回

　　から11回、pH、塩分、濁度、CODについて測定を行うとともに、海況、

　　水温、主な漁獲量も併せて調査し、その結果を調査時毎に取りまとめ関

　　係者に報告した。

　ウ　調査結果

　　　調査結果は表117のとおりであった。測定項目の各調査地点における年

　　間の最大値、最小値、pHについては、8.6(大中瀬、前網)～6.9(小矢

　　部川前)、塩分については、33.97(高峰(沖))～0.52‰(小矢部川前、

　　濁度については、60.0(黒部川前)～0.1ppm(田茂前、沖住吉、沖の

　　網、茂渕一番、同二番、前網、前網岸)、CODについては、5.4(小矢部

　　川前)～0.3mg/l(黒部川前)の範囲であった。

　　　赤潮は、5～8月にかけて7回、延べ52日確認された。その範囲は、

　　小矢部川河口から黒部市生地地先にかけての沿岸一帯が主であった。

　　　赤潮構成生物は、例年と同様珪藻類のスケレトネーマ、キートセロス

　　が主体であった。







5　環境保健対策

　(1)イタイイタイ病対策

　　ア　経緯

　　　　神通川流域で発生を見ているイタイイタイ病は、30年に学会で発表さ

　　　れてから、県内外の研究者による発表があいついで行われた。36年富山

　　　県地方特殊病対策委員会の発足、38年厚生省医療研究イタイイタイ病研

　　　究委員会及び文部省イタイイタイ病研究班の発足など、各方面において

　　　総合的な研究と調査がなされた。これらの調査結果に基づき、43年5月

　　　｢イタイイタイ病はカドミウム汚染に起因する公害病｣として厚生省見

　　　解が発表された。

　　　患者等の救済については、42年、県はイタイイタイ病患者及び疑似患者

　　　等に関する特別措置要綱を制定し、43年1月から公費による医療救済を

　　　実施した。44年12月、公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法が

　　　公布され、45年2月から同法による医療費等の救済が行われた。

　　　　一方、47年8月イタイイタイ病公害訴訟控訴審判決により48年度から

　　　は原因者の負担により、患者及び要観察者に対し、医療費等が支給され

　　　現在に至っている。

　　　　なお、前述した公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法は、原

　　　因者責任を踏まえた公害健康被害補償法の施行(49年9月)により廃止

　　　された。

イ　家庭訪問指導

　　43年11月イタイイタイ病患者等に対する指導要領を策定し、患者及び

　要観察者の治療の促進と発病の予防を図るため、保健婦及び栄養士等に



　よる家庭訪問指導を実施している。

ウ　要観察者の健康管理

　　住民健康調査の結果等から経過観察を要する者に対し、42年から毎年

　管理検診を実施し、健康管理に努めている。

エ　住民健康調査

　　42年から神通川流域で患者の発生のおそれのある地域に対し、患者の

　早期発見と住民の健康管理を目的として、年1回の住民検診を実施して

　いる。

　　54年度からは、環境庁から要望のあった検査項目を一部取り入れ、公

　害健康被害補償法及び農用地の土壌の汚染防止等に関する法律に定める

　地域を6か年計画により実施した。近年の実施状況は、表119のとおりで

　ある。

(2)カドミウム環境汚染要観察地域対策

　　黒部市の日本鉱業(株)三日市製錬所周辺地域は、45年に実施した環境汚染

　精密調査の結果に基づき、45年5月に国がカドミウム環境汚染要観察地域

　として指定した地域であり、県では、45年から毎年住民検診を実施し、住

　民の健康管理に努めている。



(3)地域住民の健康管理対策

　　生活環境要因の変化に伴う健康障害を防止し、地域住民の健康管理に資

　するため、46年環境保健健康調査実施要綱を定めた。これは住民健康調査

　を実施するにあたって、県又は市町村の実施体制を明らかにするとともに

　調査結果の評価に関する諮問機関を定めたものである。

　　また、これを受けて生活環境要因の関連が推定される健康障害者につい

　ては、積極的に医療救済を行うものとし、45年10月から生活環境要因の変

　化に伴う健康障害者に対する特別措置要綱を策定し、市町村が認定した健

　康障害者に対して、当該市町村が医療費を負担した場合、その1/2に相当す

　る額の県費補助を実施している。現在県内における健康障害者は、高岡市

　4名、大門町1名、富山市44名の計49名(60年3月末現在)となっている。

　　なお、富山市においては、51年10月から富山市公害健康被害者の救済に

　関する条例を施行し、関連企業の協力により市が認定する健康被害者に対

　し、公害健康被害補償法に準じた独自の救済制度を実施している。



6　食品等の汚染対策

　(1)魚介類の水銀調査

　　　氷見、魚津の産地市場で採取した富山湾産魚介類10魚種、30検体につい

　　て調査を実施した。

　　　その結果は、表120のとおりで、いずれも暫定的規制値(総水銀0.4ppm、

　　メチル水銀0.3ppm)以下であった。

(2)食品のPCB調査

　　流通過程における魚介類、食肉、牛乳及び卵について調査したところ表

　121のとおりで、食品中の残留PCBは、いずれも暫定的規制値以下であっ

　た。



　(3)食品の残留農薬調査

　　　生産地で採取した米、牛乳、野菜及び果実など18食品(59検体)につい

　　て17農薬の検査を実施したところ、いずれも基準値以下であった。

7　公害に関する紛争と苦情

　(1)公害紛争処理制度

　　　公害紛争処理制度は、公害に関する紛争の多発化とその態様の特殊性に

　　対応し、紛争の迅速かつ適正な解決を図るため45年6月に設けられたもの

　　であり、国に公害等調整委員会、都道府県に公害審査会等が設置され、公

　　害紛争処理法に基づき、あっせん、調停、仲裁等を行っている。

　　　45年11月の本制度の施行から60年3月31日までに、公害等調整委員会及

　　び都道府県の公害審査会に係属した事件数866件で、そのうち778件が終結

　　している。

　　　なお、59年度までに本県の公害審査会に係属した事件数は2件である。



(2)公害苦情相談員制度

　　公害苦情相談員制度は、公害に係る苦情の適切な処理を図るため、公害

　紛争処理制度の一環として公害紛争処理法に基づき設けられたものである。

　　公害苦情相談員は、公害苦情について住民の窓口となり、かつ、相談相

　手となって苦情の処理に当たることを職務としており、都道府県及び人口

　10万人以上の市に必ず置かれ、その他の市町村については必要に応じて置

　かれることになっている。

　　本県では、本庁の公害担当課の各係長及び公害センターの各課長を公害

　相談員に任命し、県民からの苦情相談に当たっている。

(3)公害に関する苦情の受理状況

　ア　公害種類別

　　　55年度から59年度までの過去5年間において、県及び市町村が受理し

　　た苦情は表123のとおりである。

　　　59年度の苦情件数は203件であり、58年度に比べ45件(18%)減少し

　　た。

　　　公害の種類別では、水質汚濁が50件(構成比24.6%)と最も多く、次

　　いで騒音の49件(同24.1%)、大気汚染42件(同20.7%)、悪臭33件(同

　　16.3%)などの順であった。

　　　これを58年度に比べると、悪臭で22件、騒音で15件、その他で7件、

　　水質汚濁で6件それぞれ減少し、大気汚染で2件、振動で2件、産業廃

　　棄物で1件それぞれ増加した。



イ　市町村別

　　59年度における市町村別の苦情受理状況は表124のとおりである。

　　市部、町村部の苦情件数は、市部では、163件(構成比80.3%)で、町

　村部では、40件(同19.7%)である。

　　苦情の内容では、市部は、大気汚染、水質汚濁、騒音、悪臭で、苦情

　件数の87.1%を占めているが、町村部では、水質汚濁、悪臭、産業廃棄

　物で、70.0%となっている。

　　また、58年度と比べ、市部では、苦情件数が37件、町村部では、8件

　それぞれ減少している。





ウ　発生源別

　　59年度の典型7公害に関する苦情を発生源別に分類すると、表125のと

　おりである。

　　発生源別では、生産工場によるものが70件(構成比38.7%)と最も多

　く、次いで建築・土木工事31件(同17.1%)、商店・飲食店18件(同9.9

　%)などの順であった。

　　これを58年度に比べると、畜産業によるものが19件、生産工場による



　　ものが18件、商店・飲食店によるものが11件減少した反面、建築・土木

　　工事によるものが11件増加した。また、近年の特色としては、苦情発生

　　源が多様化しており、その被害範囲は局地化している。

(4)公害に関する苦情の処理状況

　　59年度において、県及び市町村が受理した苦情の処理状況は、表126のと

　おりである。

　　直接処理(解決)したものは、189件(構成比93.1%)、翌年度へ処理を

　繰越したもの8件(同3.9%)、その他(原因不明等で処理方法がないもの

　等)4件(同2.0%)、他機関へ移送したもの2件となっている。



8　公害防止協定と事前協議

　(1)公害防止協定の意義

　　　公害防止協定は、地方公共団体又は地域住民と当該地域に立地し、また

　　は、立地しようとする企業との間で、企業の操業に伴う公害を防止し、地

　　域住民の健康の保護と生活環境の保全を図ることを目的として、両者の自

　　由意思に基づき締結されるものである。

　　　公害防止協定は、法律や条例による一律的な規制に比べ、企業の地理的

　　な条件、操業形態等の各種の条件に柔軟に対応した個別的公害防止対策を

　　推進することができ、地方公共団体において法令による規制を補う有力な

　　行政手段となっている。

　(2)公害防止協定の締結状況

　　　県及び市町村が当事者として締結している公害防止協定は、表127及び表

　　128のとおりである。



(3)事前協議

　　公害防止条例第3条第2項の規定により、公害の発生のおそれのある工

　場等の新増設等については、公害の未然防止を図るため、あらかじめ公害

　防止対策について、県及び関係市町と十分協議することになっており、59

　年度は表129のとおり8件について事前協議を行った。













第11節　民間における公害防止体制の整備

1　県の助成

　(1)中小企業公害防止資金

　　　この制度は、中小企業を対象として公害防止施設の整備促進を図るため

　　融資を行うものであり、県が金融機関に県費を預託し、これに金融機関の

　　協調融資額を加え融資を行っている。その概要は表130のとおりである。

　　　なお、59年度における融資の実績は表131及び表132のとおりである。







(2)その他の融資制度

　　公害防止施設等に対するその他の融資制度のうち、県が取り扱っている

　のは、中小企業設備近代化資金、中小企業設備貸与資金、中小企業高度化

　資金、中小企業振興融資資金及び農業近代化資金であり、実績は表133のと

　おりである。



2　公害防止管理者制度

　　特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に基づき、特定工場に

　は、排出ガス量、排出水量等の規模により公害防止統括者、公害防止主任管

　理者、公害防止管理者を選任し、公害防止体制の整備を図ることになってい

　る。

　　公害防止管理者等の選任届出状況は表134のとおりであり、

218特定工場に

　565名の公害防止管理者等が選任されている。

　　なお、届出事務の一部が富山市ほか22市町に委任されている。



第12節　自然環境保全の現況と対策

1　自然環境保全の現況

　　｢自然環境の保全は、自然環境が人間の健康で文化的な生活に欠くことの

　できないものであることにかんがみ、広く国民がその恵沢を享受するととも

　に、将来の国民に自然環境を継承することができるように適正に行われなけ

　ればならない｣という基本的理念に立脚して、法律や条例などに基づき次の

　ような諸施策を講じている。

　(1)自然環境保全地域等

　　　自然環境の適正な保全を推進し、もって現在及び将来の県民の健康で文

　　化的な生活の確保に寄与することを目的として、富山県自然環境保全地域

　　を指定している。48年10月20日に沢杉及び縄ヶ池・若杉地域を指定して以

　　来、現在までの指定状況は表135のとおりである。

　　　また、指定すると同時にその地域の保全計画も併せて策定し、順次保全

　　事業を実施し、その保全を図っている。



　一方、工場の進出や市街地の過密化によって生活環境に影響があると思

われる富山港臨海工業地帯を、50年4月17日に岩瀬環境緑化促進地域とし

て指定し、緑豊かな街づくりをめざし、関係機関の協力を得て、緑化を推

進している。



(2)自然公園等

　　本県には、自然公園法に基づいて指定されている国立公園、国定公園、

　県立自然公園の3種類の自然公園とこれらに準ずる地域として県の規則に

　基づいて指定されている県定公園があり、その現況はつぎのとおりである。

　ア　自然公園

　　　本県は、平野部が都市や農耕地として開発されているのに対して、こ

　　れを東、南、西の三方から取り囲む山岳地は標高が高く、特に東部から

　　南部にかけては、地形が峻険であるため、豊かな自然が十分に残されて

　　いる。また、県東部及び西部の富山湾沿岸一帯も、かなり人手が加わっ

　　てはいるが、自然景観に恵まれた地域である。

　　　これらの優れた自然風景地を保護し、またこれを国民の保健、休養、

　　教化の場として適正な利用を推進するため、表137のとおり8か所の自然

　　公園が指定されている。



(ア)国立公園

　　中部山岳国立公園は、剱岳、立山、薬師岳等の山岳、弥陀ケ原、五

　色ケ原、雲の平等の溶岩台地、黒部に代表される渓谷など地形の変化

　に富み、地獄谷、祖母谷、黒薙等の温泉なども見られ、これを彩る高

　山植物群落や原生林、そこに生息する野生鳥獣、昆虫の種類も極めて

　豊富である。

　　公園の大半が特別地域に指定(13年)されて景観の保護が図られ、

　さらに、特別地域のうち主な山稜部、渓谷等は、特別保護地区に指定

　　(40年)され、厳正に保護されている。

　　白山国立公園には、上平村の西部の一部が含まれており、庄川支流

　境川の渓谷と、これを取り囲む大門山、大笠山、笈が岳等石川・岐阜

　県境部の山岳地帯が全域特別地域(特別保護地区を含む。)に指定(37

　年)され、景観の保護が図られている。

　　法的には、かなり厳しい保護規制下におかれてはいるが、現実には、

　国立公園の自然環境保護上、種々の問題が顕在しつつある。特に、中

　部山岳国立公園のうち、立山黒部アルペンルートの沿線一帯において

　は、46年6月の同ルートの全線開通以来、利用者の急激な増加に伴い、

　宿泊施設からの雑排水の流出、利用者によるゴミ、残飯等の投棄や高

　山植物帯の踏み荒し等の行為がみられるようになった。また、48年頃

　から室堂や弥陀ケ原等の車道沿線に外来牧草等のこの地域としてはふ

　さわしくない植物が目立つようになった。これらの現象は、放置すれ

　ば立山一帯の自然生態系に悪影響を及ぼすことが考えられる。このよ

　うなことから公園利用に伴う自然環境へのインパクトを極力軽減する

　ため、公園管理面で地道な努力を積み重ねる必要がある。また、今後、

　これら自然環境の変化を的確に把握するための科学的調査を継続し、

　その結果を踏まえた各種保全対策を積極的に推進する必要がある。

(イ)国定公園

　　県北西部富山湾沿岸の二上山、雨晴、島尾、灘浦海岸とその地先海

　面が、能登半島国定公園に指定(43年)されている。陸域は一部を除



　いて大半が特別地域(虻ケ島特別保護地区を含む。)となっており、自

　然景観保護と各種行為との調整が図られている。

　　なお、本国定公園が指定されて以来、社会状況の変化等があり、県

　は、国の方針にそって公園計画の再検討を行い、環境庁へ申し出てい

　たところ、57年1月環境庁が本計画を決定した。今後は、この計画に

　基づき保護及び利用の適正化を図って行く必要がある。

(ウ)県立自然公園

　　朝日、有峰、五箇山、白木水無及び医王山の5地区が、県立自然公

　園条例に基づき指定されている。区域の大半が特別地域となっており、

　自然景観保護と各種行為との調整を図っている。

　a　朝日県立自然公園

　　　県東部の宮崎海岸、城山から黒部川支流の北又谷に至る海岸、丘

　　陵、山岳、渓谷等の地形と自然景観の変化に富んだ公園である。特

　　に北部城山からの海岸線の眺望及び南部北又谷の渓谷美と原生林の

　　景観は、当公園の圧巻である。利用形態も魚釣、海水浴、温泉、野

　　営、自然探勝、登山と幅広く、あさひ国民休養地を中心に年間約30

　　万人の利用者がある。耕地、集落地を除く大部分が特別地域となっ

　　ている。

　b　有峰県立自然公園

　　　県下最大の湛水面積をもつ有峰湖(発電用人造湖)を取り囲む山

　　地と鍬崎山を含む一帯である。広大な湖水景観と湖畔からの薬師岳

　　等立山連峰の眺望が優れている。ダムサイトの猪根平には青少年の

　　家、森林管理事務所があって、利用基地となっており、全域が特別

　　地域である。また、58年度から有峰ふるさと自然公園国民休養地の

　　整備が5か年計画で着手されたほか、大規模林道高山・大山線の通

　　過が予定されている。

　c　五箇山県立自然公園

　　　庄川上流部に臨む平・上平村一帯で、自然環境に恵まれ、庄川の

　　渓谷美と合掌造り集落や民謡、伝説、踊り等有形、無形の文化財が



　　　多い。相倉に国民休養地、菅沼に青少年旅行村が設置され、利用拠

　　　点として整備されている。国道の改良で交通の便が良くなり、年間

　　　約61万人の利用者がある。集落地、耕地等を除き、大部分が特別地

　　　域となっている。

　　d　白木水無県立自然公園

　　　　県南部飛越国境にまたがる1,000mから1,800mの高原性山地とそ

　　　の山ろく部を区域とした公園である。白木峰、金剛堂山、水無山、

　　　三ケ辻山、人形山等の山稜部には亜高山帯の自然景観が展開してお

　　　り、高茎草原地帯の所々に高層湿原が発達している。各山頂部から

　　　は北アルプスや白山々系の眺望に優れ、また、水無山西ろく湿原の

　　　ミズバショウ群落は貴重である。区域の半分が特別地域となってい

　　　る。

　　e　医王山県立自然公園

　　　　県西部の県境部にそびえたつ医王山塊束面とその山ろく一帯が区

　　　域となっている。最高地点は海抜939mの奥医王山で南北に緩く束

　　　西に急傾斜をなしている。山ろく部はスギの造林地が多いが500m

　　　付近から上部はナラ類、ツツジ類等の自然林となり、山頂部は風衝

　　　現象による変化の多い植生が見られる。日本海の遠望や砺波平野の

　　　散居村の眺望に優れている。区域の半分が特別地域に指定されてい

　　　る。

イ　県定公園

　　県立自然公園に次ぐ県内の優れた風景地のうち、比較的利用者の多い

　地域6か所が県定公園に指定されている。

　　県定公園の区域内では、特に行為の規制はなく、関係市町村長がその

　責任において、公園としての管理を行っている。

　　各公園の概要は、表138のとおりである。



(3)県民公園

　　県民公園は、表139のとおり、富山、高岡、新湊、砺波、婦中、小杉、大

　門及び大島の8市町にまたがる面積約2,600haの県民公園地域内において

　設置された、都市公園及び自然風致公園である。また、これらの県民公園

　と有機的かつ一体的に機能を図る公園その他のレクリェーション施設とし

　て中央サイクリングロード等が指定公園になっている。

　　この射水丘陵を中心とする地域の自然環境は、都市地域から近い割には、

　比較的良好な状態に保たれている。

　ア　県民公園新港の森

　　　県民公園新港の森は、公害の防止のための緩衝緑地を確保するととも

　　に、休息、散歩、遊戯、運動等総合的なレクリェーションの場として利

　　用されることを目的とした都市公園で、51年度からグリーンベルト造成

　　事業として公害防止事業団が整備を行ない、57年10月に一部開園した。

　　　58年4月に庭球場が、7月に野球場や陸上競技場がオープンした。



イ　県民公園太閤山ランド

　　県民公園太閤山ランドは、県民の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総

　合的なレクリェーションを目的とした都市公園で、｢集い楽しむ｣をテー

　マに、北陸最大のプール広場のあるこどもの国ゾーンや、トリムコース

　やユニークな多目的体育館のあるスポーツゾーンなどの整備が進められ、

　58年7月に開園した。



ウ　県民公園頼成の森

　　県民公園頼成の森は、44年に開催された全国植樹祭会場を中心に、保

　健休養林として整備を行い、50年に開園以来、森林に親しみながら休養

　する場として年間約12万人の県民に利用されている。

エ　県民公園自然博物園

　　県民公園自然博物園は、｢自然に親しむ、自然に学ぶ、自然を守り育て

　る｣をテーマに、56年に開園し、｢ねいの里｣の愛称で親しまれており、

　年間約5万人の利用者が訪れている。この中には、全国的にもユニーク

　な自然博物園センターの展示館や鳥獣保護センター等の施設(指定公園)

　や自然かんさつ路で巡るフィールドがあり、自然保護教育、環境教育の

　拠点として活用されている。

オ　県民公園野鳥の園

　　県民公園野鳥の園は、野鳥の保護を図るとともに、自然探勝の場とし

　て利用されることを目的として設置され、富山市三ノ熊地内の古洞池地

　区及び婦中町高塚地内の国設1級婦中鳥類観測ステーション地区がある。

　　古洞池地区では、58年から小鳥のさえずる森づくりをめざして整備が

　進められている。

カ　指定公園

　　指定公園では、自然博物園センターのほか、宿泊施設の整った｢いこ

　いの村｣が54年に開かれており、年間20万人を越える利用者が訪れ、隣

　接する県民公園自然博物園との有機的な利用が図られている。

　　また、中央サイクリングロードは、52年に富山～大門間15kmが開通

　し、富山、大門の両センターに貸自転車を備え、県民に利用されてきて

　いるが、太閤山ランドがオープンしたことに伴い、関係施設が整備され、

　年間約6万人に利用されている。

キ　公園街道

　　県民公園の太閤山ランドから野鳥の園、自然博物園を経て頼成の森へ

　至る延長19kmの｢公園街道｣が58年開通し、自然観察のための遊歩道と

　して利用が期待される。



(4)立山山麓家族旅行村

　　立山山麓家族旅行村は、立山山麓観光レクリェーション地区整備計画の

　一環として、大山町本宮地内で、恵まれた自然の中で家族連れやグループ

　で手軽にレクリェーション活動を楽しみながら自然に親しむことができる

　よう施設整備を進めてきたもので、56年7月に開村した。

　　53年度から55年度までは、運輸省の補助事業を中心に、それ以後は県単

　独事業で施設の充実に努めているが、59年度までに整備された施設の概要

　は表140のとおりである。

　　管理運営は、立山山麓レクリェーション開発株式会社に委託し、利用促

　進を図っている。



2　自然環境保全に関して講じた施策

　(1)自然環境保全地域の保全及び管理

　　　地域指定に際して策定された保全計画に基づき、59年度では、つぎのと

　　おり保全と管理のための事業を実施した。

　　ア　巡視員の配置

　　　　4月から11月まで各自然環境保全地域に巡視員を配置し、各地域の管

　　　理を行った。

　　イ　保全事業

　　　　縄ヶ池・若杉及び日尾御前の各自然環境保全地域において、管理のた

　　　めの歩道の新設等を行った。

　　ウ　その他

　　　　山の神自然環境保全地域の概要を解説したガイドブックを発行した。

　(2)自然公園等の保護及び管理

　　ア　国立公園

　　　(ア)許認可

　　　　　自然公園法に基づく59年度中の工作物の新築等に係る許認可取扱状

　　　　況は、表141のとおりである。



(イ)現地管理

　　中部山岳国立公園一帯においては、春から秋にかけて利用者が集中

　する室堂及び剱沢地区に管理職員が常駐(室堂地区4月～11月、剱沢

　地区6月～10月)し、自然保護パトロール、施設の維持管理、登山者、

　キャンパー等の利用者指導を行った。特に室堂については、自然保護

　センターが現地管理の中枢基地としての機能を発揮した。

(ウ)美化清掃

　　全国統一の自然公園クリーンデー(8月の第1日曜日)に、立山一

　帯と黒部峡谷一帯の主要な箇所において、美化清掃の啓蒙活動を行っ

　た。

　　なお、立山黒部環境保全協会は前年度に引き続きゴミ持ち帰り運動

　を展開した。その中心行事として、8月23日には立山美化清掃大会を

　開催して利用者に対しても参加を呼びかけ、国立公園の自然保護及び

　美化意識の高揚に努めた。

(エ)植生復元事業

　　弥陀ケ原及び室堂地区において、現地の植物による植生復元工事を

　行うとともに、芦峅寺において植生復元材料としての高山植物の育苗

　を行った。

(オ)池塘保護対策事業

　　52年度からの池塘保護対策調査結果に基づき、むしろ篭工を主体と

　する保護対策工事を前年度に引き続き実施した。

(カ)山岳遭難防止等

　　12月1日から翌年5月15日までの登山届出条例適用期間において、

　剱岳一帯での遭難事故を防止するため、馬場島をはじめ各主要地点に

　登山指導員を配置し、登山届出内容のチェック、装備、行程等の指導、

　現場の登山者との緊急連絡に当たった。

　　59年12月1日から60年5月15日までの条例に基づく届出件数及び事

　故発生状況は、表142のとおりである。

　　また、春山スキー(4月～5月)、初滑り(11月)の両シーズンに



は、室堂を中心に指導員を配置し、スキーヤーによる遭難事故防止や

環境保全に努めた。

　なお、夏の利用最盛期(7月15日～8月31日)には、剱沢と雷鳥沢

に山岳診療所を開設して、負傷者や急患の診療を行った。そのほか、

県山岳遭難対策協議会の事業(テレフォンサービス等)に対し、県費

助成を行った。

　(キ)立山道路のマイカー規制

　　　立山一帯の貴重な自然環境の保護を目的として環境庁の方針に基づ

　　き、県道富山立山公園線(桂台～室堂)へのマイカー乗り入れ禁止を

　　従来どおり継続した。

　(ク)高山蝶の保護対策

　　　薬師岳及び後立山連峰周辺に生息する高山蝶(タカネヒカゲ)を保

　　護するため、標識等による啓発やパトロールを行った。

イ　国定公園

　(ア)許認可

　　　自然公園法に基づく59年度中の工作物の新築等に係る許認可取扱状

　　況は、表143のとおりである。



　(イ)美化清掃、施設維持管理等

　　　雨晴野営場、雨晴、島尾、大境駐車場、大境ビジターセンター等の

　　維持管理に努めた。また、8月5日の全国統一の自然公園クリーンデ

　　ーに呼応し、ゴミの持ち帰り運動の実施など、美化清掃活動を行った。

ウ　県立自然公園

　(ア)許認可

　　　県立自然公園条例に基づく59年度中の工作物の新築等に係る許認可

　　取扱状況は、表144のとおりである。

　(イ)美化清揮、施設維持管理

　　　8月5日、全国統一自然公園クリーンデーに呼応し、公園区域内の

　　各利用拠点において、ごみの持ち帰り運動を行うとともに、既整備の

　　公園施設等の美化清掃等維持管理を関係町村と協力して実施した。

エ　県定公園

　　県定公園の管理は、県定公園規則の主旨にのっとり、関係市町村にお

　いて行った。



(3)自然公園等の施設整備

　　自然公園は、優れた自然の風景地を保護するとともに、自然環境を適正

　に利用することによって、国民及び県民の保健、休養、教化の場として役

　立てることを目的としている。

　　この趣旨に沿って公園事業として各公園で施設の整備を実施してきた。

　59年度中に整備した施設は、表145のとおりである。



(4)県民公園の整備

　　県民公園太閤山ランドの水辺のゾーン、スポーツゾーン、こどもの国ゾ

　ーンを前年度に引き続き整備し、また、共通ネットワークとして園路等の

　整備も行った。

　　県民公園野鳥の園では、古洞池を回遊する野鳥観察路を整備し、野鳥の

　解説板を設置した。

(5)立山山麓家族旅行村の整備

　　立山山麓家族旅行村では、利用者のニーズに答えるためキャンプ場の拡

　張と、自然観察オリエンテーリングのためのコースの設定を行った。



(6)野生鳥獣の管理

　ア　野生鳥獣の保護と生息数調査

　　(ア)ライチョウの保護対策

　　　　特別天然記念物であり、県鳥でもあるライチョウの保護対策には、

　　　特に力を入れている。調査と保護事業の実績は、次のとおりである。

　　　a　生息数調査

　　　　　47年度から、北アルプスの主要山岳において、順次ライチョウの

　　　　生息数をカウントしているものである。59年度は鬼岳一帯で調査を

　　　　実施し、80haにおいて18羽の生息を確認した。現在まで12山岳8,920

　　　　haにおいて806羽を確認している。

　　　b　生息環境調査

　　　　　生息数調査と同一の山域において、植生、生息、鳥獣、天敵等を

　　　　調査している。生息数調査と生息環境調査は、万一ライチョウの生

　　　　息数や生息に変化が起きた場合、調査時の状況とその時の状況とを

　　　　比較し、保護対策を決定するための資料とするものである。

　　　c　生態調査

　　　　　51年度から、立山の浄土山から室堂にかけての一帯で、ライチョ

　　　　ウの繁殖状況、社会行動等を追跡調査している。

　　　d　冬山調査

　　　　　夏期に、ライチョウ保護に万全を期しても、冬期の越冬地や採餌

　　　　場が保全されていなければライチョウは生息できなくなる。

　　　　　このため、53年度から冬期の植物の露出地や越冬地を調査してい

　　　　る。

　　　e　保護柵設置

　　　　　観光客、登山者の多い立山、薬師岳、朝日岳において、登山道外

　　　　への踏み込み防止の保護柵(延長9.7km)を48年度から53年度に設

　　　　置し、この維持管理に努めた。59年度には、前年度に引き続き立山

　　　　室堂周辺(0.8km)について雪圧による損壊を防ぐため、着脱式の

　　　　保護柵に改良した。



　f　スキー規制

　　　50年度から、立山の一部の地域(室堂山周辺100ha)において、ラ

　　イチョウの繁殖期(5月20日～7月31日)にスキー行為を規制して

　　いる。

　g　病理検査

　　　東部家畜保健衛生所に依頼して、ライチョウの糞便検査による汚

　　染調査を行った。

　h　その他

　　　ライチョウ保護のため、鳥獣保護員5名を立山、朝日岳、薬師岳、

　　剱岳に配置し、パトロール等を実施した。

(イ)鳥獣保護員の配置

　　鳥獣保護員を県内に46名配置し、鳥獣保護の実行と啓発を図った。

(ウ)鳥獣保護区の管理

　　県内30カ所の鳥獣保護区における区域表示のための制札の整備や巣

　箱、給餌台の管理を行った。

(エ)工作物の許可

　　鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律に基づく59年度中の鳥獣保護区特別保

　護地区の工作物の新築等に係る許可取扱状況は、表146のとおりであ

　る。



(オ)愛鳥思想の普及啓発

　　5月10日からの愛鳥週間に際し、表147のとおり各種の行事を開催

　し、愛鳥思想の普及啓発に努めた。

(カ)鳥獣の保護・増殖

　　野鳥の多く住んでいる森に小学生の手により巣箱の架設を実施した。

　　傷病鳥獣や幼令鳥獣の救護と野化訓練を富山県鳥獣救護の会に委託

　し、実施した。近年、自然保護、鳥獣保護思想の普及とともに、救護

　事業は増加の一途をたどっている。

　　また、日米、日ソ、日豪の渡り鳥保護条約の実効を高めるため、カ

　スミ網による渡り鳥の密猟の取締りを実施した。

　　近年の野生動物の生息状況並びに略奪狩猟から管理狩猟への移行に

　あわせて、キジの放鳥を休猟区を中心に実施した。

(キ)生息数の調整(有害鳥獣の駆除)

　　人と野生鳥獣とが、同じ土地に共存している現状から、人畜や農林

　業に被害を与える鳥獣の駆除は避けられない事業となっているが、そ

　の調整は非常に困難なものがある。59年度には表148のとおり鳥獣を捕

　獲し、人畜の危害防止と農林作物の被害の軽減を図った。

(ク)野生鳥獣の調査

　　ライチョウの各種調査は前述のとおりであるが、このほかに次のよ

　うた調査を実施している。

　　愛鳥週間の初日にツバメの調査を実施し、36,265羽の成鳥を確認し

　た。

　　また、環境庁の全国一斉調査の一環として、ガン、カモ科鳥類の生

　息数を60年1月16日に調査し、カモ類21,126羽、オオハクチョウ38羽

　を確認した。これは、過去16回の調査でカモ類は5番目、オオハクチ

　ョウは田尻池で過去最高の記録であった。

　　なお、環境庁では、渡り鳥の生態を把握するため、49年に婦中町高

　塚地内に1級婦中鳥類観測ステーションを設置し、県内のバンダー

　　(Bander)の協力により標識調査を実施してきている。59年度には、



55種、4,086羽の鳥類を捕獲し、標識(足輪)をつけて放した。



イ　狩猟行政

　(ア)狩猟免許試験、狩猟者講習会

　　　鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律に基づき、新たに狩猟免許を取得しよ

　　うとする者に試験を実施し、44名が合格した。

　　　また、免許更新をしようとする者には講習会を開き、30名が受講し

　　た。

　(イ)狩猟者登録

　　　狩猟者登録をした者の数は、表149のとおりである。全国的に減少傾

　　向にある。本県の狩猟登録者は、沖縄県、東京都に次いで下位から3

　　番目である。



(ウ)休猟区の設定

　　狩猟鳥獣の増殖を図るため、休猟区を表150のとおり設定した。この

　結果、休猟区は既設のものと合わせて、25か所23,994haとなった。

(エ)狩猟事故、狩猟違反の防止

　　59年度は58年度に引き続き3年連続無事故を目ざし、次の各種施策

　を講じた。

　a　銃猟禁上区域、銃猟制限区域の設定

　　　河川敷を中心として猟場を見直し、危険が予想される地域につい

　　ては、銃猟禁止区域、銃猟制限区域を表151のとおり設定した。

　b　狩猟者講習会を開催し、事故防止について特に指導した。

　c　(社)富山県猟友会に狩猟者安全実技講習会を委託し、実施した。

　d　猟期中は、県警察本部、鳥獣保護員等と連携をとりパトロールの

　　強化を図った。なお、他損事故はなかったが、宇奈月町において東

　　京都のハンターによる自損事故があった。



(7)自然保護思想の普及啓もう

　　自然保護思想についての県民の関心は、近年特に高まってきているもの

　の、まだ十分とは言えない。このため県では、自然を大切にする心が県民

　日常の行動として定着するよう59年度においては、次の事業を実施し、自

　然保護思想の普及啓もう活動を積極的に推進した。

　ア　ナチュラリストの配置

　　　中部山岳国立公園立山地区では49年度から、県民公園頼成の森地区で

　　は53年度から、県民公園自然博物園地区では56年度から、また中部山岳

　　国立公園称名地区では58年度から、ナチュラリストを表152のとおり配置

　　し、訪れた人々に自然に対する理解を深めるため解説を行い、自然保護

　　思想の普及を図っている。

　　　また、59年度には新たに61名のナチュラリストを養成した(認定者総

　　数286名)。

　　(ア)立山地区

　　　　夏山シーズン中(7月20日から8月31日まで)毎日、室堂の立山自

　　　然保護センターを基地として、室堂周辺を巡回しながら登山者や観光

　　　客に自然解説を行った。また、同センター内の展示室を利用しての解

　　　説や、レクチャールームでの映画、スライドを通して自然のしくみに

　　　ついて説明を行った(期間中の入館者9,217人)。

　　(イ)頼成の森地区

　　　　59年度は、7月29日から11月4日の毎日曜日・祝日に訪れる人々に

　　　遊歩道を歩きながら自然解説を行った。



　(ウ)自然博物園地区

　　　58年度は、4月29日から11月4日の間の毎日曜日・祝日に訪れる人々

　　に展示館と自然かんさつ路を使って自然解説を行った。

　(エ)称名地区

　　　59年度は、7月1日から10月28日までの間の毎日曜日・祝日に滝見

　　台園地等において自然解説を行った。

イ　自然保護指導員の配置

　　37名の自然保護指導員を県内各地に配置し、自然公園等の利用者の指

　導、自然保護思想の普及に努めるとともに、自然に関する情報を収集し

　た。

ウ　自然保護講演会の開催

　　59年10月20日、富山市科学文化センターにおいて一般県民を対象に自

　然保護講演会を開催した。

　　○｢自然保護を考える｣(瀬田信哉)

　　○｢岩本流探鳥術｣(岩本久則)

エ　自然観察読本等の作成

　　自然観察読本シリーズの第5集として、59年度は｢ふるさと歩道をた

　ずねて－倶利加羅－｣を作成するとともに、自然ガイドシリーズの第2

　集として｢朝日県立自然公園－あさひ国民休養地の自然－｣を作成し、

　関係行政機関、小中学校等に配布した。







(8)自然環境の各種調査

　ア　立山道路沿線自然生物定点調査

　　　中部山岳国立公園立山地区の利用者は、46年に立山黒部アルペンルー

　　トが開通して以来、急激な増加をみている。このことが高山帯をはじめ

　　とした立山の自然にいかに影響をおよぼしているかについて長期的に把

　　握するため、58年度を初年度として62年度までの5か年を第Ⅱ期として

　　調査を実施してきている。59年度は、その第2年次として次のとおり調

　　査を実施した。(第Ⅰ期調査:53～57年度)

　　(ア)調査項目

　　　　自然生態系の変化を顕著に表わすものとして、植生(主要樹種の活

　　　力度の測定等)及び土壌(理化学的性質)の2項目を調査した。

　　(イ)調査範囲

　　　　桂台～美女平～弥陀ケ原～室堂～黒部平にわたるアルペンルート沿

　　　いに、代表的な植物群落を指標とした調査区を設けた。

　　　　調査区数は、合計55か所である。

　　(ウ)調査結果

　　　a　アルペンルート沿線では、森林帯の主要構成樹種であるブナの樹

　　　　勢が、引き続き低下していた。

　　　b　室堂では、一部の箇所を除いて、緑化は進行していない。土壌の

　　　　侵食を防止するためには、｢礫かます土留工｣、｢ワラマルチング｣と

　　　　適当な施肥技術を組み合わせた緑化工を行う必要がある。

　　　c　立山湿原土壌の起源については、弥陀ケ原と天狗平で約9,000年前

　　　　の晩氷期に由来することが、炭素年代測定により明らかにされた。

　イ　自然環境管理計画策定のための調査

　　　自然環境管理計画策定の基礎資料を得るため、地形・地質及び両生類・

　　爬虫類の調査を行った。

(9)自然環境保全地域等の公有地化

　　自然環境の保全を積極的に推進するため、47年度に富山県自然環境保全



基金制度を設置し、市町村と共同して土地の公有化を進めてきている。取

得の対象は、自然環境保全地域等の民有地のうち自然環境が極めて優れて

おり、厳正に保全する必要がある土地並びに自然公園の集団施設地区及び

その周辺の自然景観が優れており、その環境を保全する必要のある土地等

である。

　59年度までに公有化した土地は、全部で142.6haとなっている。





　　第3章　昭和60年度において講じよう

　　　　　　　　　とする環境保全に関する施策

第1節　環境保全施策の重点

　昭和60年度においては、第1章、第2章に述べたような環境の現状を踏まえ

次の事項に重点をおいて、その積極的な推進を図ることとしている。

1　快適な環境づくりの推進

　　県民の環境に対する関心が、心にゆとりとやすらぎを与えてくれる快適な

　環境へと高まっている。

　　このため、県土美化推進県民会議を中心に進めている県土美化運動をさら

　に、地域に深く根づく運動となるよう展開するとともに、｢花と緑のグリーン

　プラン｣や｢文化性の導入｣、｢魅力あるまちづくり｣等の施策とあわせ総合

　的、計画的な快適な環境づくりに努める。

2　環境汚染の未然防止

　　大規模な開発事業による環境の汚染を未然に防止していくためには、環境

　影響評価を実施することが必要である。

　　このため、国では59年8月に環境影響評価実施要綱を閣議決定し、今後、

　国が関与する高速道路や公有水面の埋立などの大規模な開発事業の実施にあ

　たっては、事前に環境影響評価を実施することとした。

　　県では、公害防止条例に基づく事前協議や土地対策要綱に基づく事前審査

　制度、さらには、各省庁の要綱や指針等を活用し、環境影響評価を実施して

　きたが、今後は、国の動向を見極めながら、本県の特性を踏まえた環境影響

　評価制度のあり方と技術的手法等について、さらに、調査、研究を進めてい



　くことにしている。

　　また、これらの施策を進めるに当たっては、地域の社会的・自然的条件や、

　汚染物質の受容能力等を踏まえた望ましい地域環境のあり方を定める地域環

　境管理計画を策定していかなければなりません。

　　このため、各種の環境情報を体系的に収集、整備し、地域開発に当たって

　の配慮事項等を検討する｢環境利用ガイド｣を作成するほか、大気について

　は、58年度に改定したブルースカイ計画を見直し改定する。また、水質につ

　いては59年度から策定に向けて研究を開始した水質環境管理計画についてさ

　らに検討を進める。

3　監視体制の整備と指導の強化

　　環境の状況を監視し、適切に対策を講ずるため、環境監視体制については

　逐次、整備を図ってきている。

　　大気汚染については、一般常時観測局36局及び自動車排出ガス常時観測局

　2局で常時観測しており、今年度は硫黄酸化物や窒素酸化物等の測定機器に

　ついて高精度を維持するために、一部の機器を更新する。

　　水質汚濁の状況については、27河川と富山湾を併せた119地点で、定期的に

　監視を行う。

　　また、地下水位の状況を把握するため、富山・高岡・黒部の20か所で、引

　き続き地下水位の観測を行うとともに、砺波平野地域において地下水適正揚

　水量調査を実施する。

　　工場・事業場に対しては、大気汚染防止法や水質汚濁防止法に基づく、ば

　い煙、排水等の排出状況あるいは廃棄物処理法に基づく廃棄物の処理処分状

　況の監視に努める。

　　さらに、公害防止設備の設置、連続測定体制の整備、工程の改善など、よ

　りきめ細かな指導を引き続き実施する。



4　自然の保護と利用の増進

　　本県の豊かな自然を適切に保全するため、自然保護対策を強化してきた。

　　自然保護施策については、総合的、計画的に展開するため、自然環境管理

　計画の策定の調査を継続するとともに、ライチョウの保護対策として、雲の

　平周辺の生息数調査や厳冬期の生息調査等を引き続き実施する。

　　立山道路沿線における植物の生育状況の実態調査として、新たに立山植生

　活力度調査を実施するとともに、室堂地区を中心とした植生復元事業の推進

　を図る。

　　また、公園利用者に対し、すぐれた自然の風景地の野外レクリェーション

　の場を提供するため、有峰地区の整備、新たに黒部峡谷の欅平にビジターセ

　ンターを設置するほか、ナチュラリスト(自然解説員)、自然保護指導員、鳥

　獣保護員制度及びバードマスター(野鳥観察指導員)の充実により自然保護

　思想の普及を図る。

第2節　環境保全の具体策

1　大気汚染防止対策

　(1)大気環境管理計画(ブルースカイ計画)の改定

　　　硫黄酸化物、窒素酸化物に係る環境基準を今後とも維持するため、現行

　　計画の見直しを行ない、企業の燃料使用計画や交通量をもとに大気汚染の

　　将来予測を行い、環境管理計画を策定する。

　(2)大気汚染の常時監視

　　　環境基準の達成状況等を把握し、適切な対策を講ずるため、一般常時観

　　測局36局及び自動車排出ガス常時観測局2局で、環境濃度を常時監視する。

　　　また、測定精度を維持するため、一部の機器を更新する。



　(3)環境大気基礎調査

　　　常時観測局における監視を補完するため、県内平野部80地点で、硫黄酸

　　化物、窒素酸化物及び降下ばいじんを1か月ばく露法により調査するほか、

　　一般環境及び工場周辺における浮遊粉じん濃度等の調査を30地点で実施す

　　る。

　(4)特定ガス環境大気調査

　　　石炭利用の拡大等、燃料の多様化に伴う環境影響を把握するため、県内

　　の新規利用燃料を使用する施設について、発生源における窒素酸化物等の

　　有害物質を調査するとともに、公害防止計画地域内で大気中の水銀、ひ素

　　及びベンゾ(a)ピレンを、富山新港地区で、土壌及び玄米中の水銀を調査す

　　る。

　　　また、富山新港地区及び婦中地区で、ふっ素化合物による汚染状況につ

　　いて調査を実施する。

　(5)自動車排出ガス等環境調査

　　　自動車排出ガスによる環境影響を把握するため、富山市、高岡市の主要

　　交差点で、大気汚染の実態調査を実施する。

　　　また、スパイクタイヤ使用に伴う道路粉じんの実態を把握するため、県

　　内4か所で、浮遊粉じんや降下ばいじん等の調査を実施する。

2　水質汚濁防止対策

　(1)公共用水域の水質監視

　　　河川及び海域の環境基準達成状況を把握するため、河川89地点、海域30

　　地点の合計119地点について、水質測定計画に基づき、健康項目、生活環境

　　項目の水質調査を実施する。

　　　また、主要海水浴場における季節調査を実施する。



　(2)特定物質環境調査

　　　未規制物質による環境汚染の実態を把握するため、合成洗剤(LAS)

　　等について、河川、海域の水質調査を実施する。

　(3)底質環境調査

　　　河川及び港湾における底質の実態を把握するため、重金属(水銀、鉛等)

　　及びPCBについて調査を実施する。

　(4)地下水汚染実態調査

　　　トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン等、有機塩素系化学物質に

　　よる地下水汚染の実態を把握するため、県内の井戸水60地点、河川水14地

　　点について水質調査を実施する。

　(5)水質環境管理計画の策定

　　　水域の環境を適切に管理することによって、環境基準の達成、維持を図

　　るため、水質環境管理計画について研究、検討を進める。

3　騒音、振動防止対策

　　環境騒音、道路交通騒音及び工場騒音並びに道路交通振動、工場振動につ

　いて実態調査を実施し、必要に応じ騒音規制法、振動規制法に基づく規制地

　域の拡大を図る。また、騒音に係る環境基準及び航空機騒音に係る環境基準

　のあてはめを行うとともに、環境基準の達成状況の把握に努める。

4　悪臭防止対策

　　畜産業、化学工業等からの悪臭物質について実態調査を実施するとともに、

　必要に応じ悪臭防止法に基づく規制地域の拡大を図る。



5　土壌汚染対策

　(1)土壌汚染対策事業の実施(神通川流域)

　　　第1次地区については、作付可能となった客土水田について、稲作の安

　　定化を図るため、展示ほを設置して技術指導を推進するとともに、客土水

　　田の水稲収量やカドミウム濃度等の調査を行う。

　　　第2次地区については、県営公害防除特別土地改良事業により、客土工

　　事を実施する。

　(2)土地利用調査等の実施

　　　神通川流域の第1次地区、第2次地区以外の地区について、土地利用調

　　査等を実施する。

　　　また、黒部地域については、土地利用調査等を実施し、対策計画策定の

　　準備を進める。

6　地下水対策

　　　地下水障害の未然防止と地下水の合理的な利用を図るため、次の調査を

　　実施する。

　(1)定点地下水位調査

　　　　富山、高岡及び黒部地域の20観測井において地下水位を常時観測する。

　(2)地下水塩水化調査

　　　　地下水塩水化の実態を把握するため、富山、高岡及び黒部地域の130地

　　　点について塩素イオン濃度調査を実施する。

　(3)地下水適正揚水量調査

　　　　地下水の適正な揚水量等を把握するため、砺波平野地域(庄川・小矢

　　　部川水系)について、地下水の利用実態及び水理解析等の調査を実施す



　　　る。

7　産業廃棄物対策

　(1)監視体制の強化

　　　有害産業廃棄物排出事業所及び最終処分場について重点的に監視し、適

　　正処理を指導する。

　(2)産業廃棄物処理業者に対する指導育成

　　　産業廃棄物処理業者に対し、監視を行い、適正な収集・運搬、中間処理

　　及び最終処分方法等について指導するとともに、健全な育成に努める。

　(3)産業廃棄物実態調査の実施

　　　県下の産業廃棄物の処理・処分の実態及び将来動向を把握するため、産

　　業廃棄物実態調査を実施する。

　(4)産業廃棄物処理計画の策定

　　　産業廃棄物の適正かつ合理的な処理対策を確立し、生活環境の保全を図

　　るため、実態調査結果を基に産業廃棄物処理計画を策定する。

　(5)産業廃棄物交換制度の実施

　　　富山、高岡両商工会議所の｢廃棄物交換コーナー｣に、県下及び新潟、

　　長野、山梨の3県の有効利用可能な産業廃棄物に関する広域的な情報を提

　　供し、廃棄物有効利用を促進することにより廃棄物の減量化を推進する。

8　快適環境の形成

　(1)県土美化運動の推進

　　　日本一のきれいな県土をめざし、富山県県土美化推進県民会議を中心に



　県民総ぐるみによる県土美化運動を次のとおり実施する。

　ア　県民意識の高揚

　　　ポスター、チラシ、しおり、ごみ持ち帰り袋等の配布や、テレビ、ラ

　　ジオ、新聞を活用して、県民の環境美化モラルの高揚を図る。

　イ　県民総ぐるみ大クリーン作戦の実施

　　　富山県県土美化推進県民会議を中心に、地域住民や関係団体等の協力

　　を得て、｢まちやむらを美しくする運動｣｢川をきれいにする運動｣｢山や

　　海岸をきれいにする運動｣｢空カンゼロ運動｣の県土美化4運動を県民総

　　ぐるみで展開する。

　　　特に、｢県土美化の日｣｢空カンゼロの日｣等には、県下一斉の清掃美

　　化活動の実施を呼びかける。

　ウ　地域美化活動の推進

　　　地域に根ざした環境美化活動を推進するため、新たに事業規模の大き

　　い特別美化モデル地区10地区を海岸沿いを中心に指定するなど、あわせ

　　て50地区を設ける。

　エ　県民総ぐるみ体制の推進

　　　富山県県土美化推進県民会議において、県土美化功労者の表彰、機関

　　紙の発刊、清掃美化大会の開催等を実施して、県民総ぐるみの県土美化

　　運動をより一層高める。

(2)名水等調査

　　本県の水の素晴らしさを県内外に広くPRするとともに水質保全思想の

　普及啓もうを図るため、県内の名水といわれる自然水や優れた水環境ある

　いは水道水について、その実態を調査・検討し、名水マップ、名水ガイド

　ブック等の作成を行う。



9　その他の環境保全対策

　(1)県民公園新港の森の管理

　　　富山新港地区における面積約25haに及ぶ｢県民公園新港の森｣は、57年

　　10月から供用開始しているが、緑地や運動施設などの管理について、(財)富

　　山県民福祉公園に委託し、県民に親しまれる公園として、運営を図る。

　(2)環境保全思想の普及啓もう

　　　公害の防止や自然保護等を推進し、生活環境をよりよいものとしていく

　　ため、県では関係機関と協力し、各種の行事を行い県民の環境保全思想の

　　普及啓もうに努めているが、48年度から実施している環境週間は、60年度

　　で第13回にあたり、｢よりよい環境を求めて｣をテーマとして、6月5日か

　　ら6月11日までの環境週間中に次の諸行事を実施する。

　　ア　街頭啓発……環境美化思想の普及のため、街頭で啓もう活動を

　　　　　　　　　　　　　行う。

　　イ　施設見学……日常生活に直接関係のある施設の重要さを認識す

　　　　　　　　　　　　　るため、環境施設等の施設見学を行う。

　　ウ　記念講演会……身近な環境の大切さを認識するため、記念講演会

　　　　　　　　　　　　　を開催する。

　　エ　運動施設の開放……自然に親しむことにより、環境の大切さの認識を

　　　　　　　　　　　　　深めるため、県民公園新港の森の運動施設等を開

　　　　　　　　　　　　　放する。

　　オ　ポスターの募集及び展示……小・中・高校生を対象にポスターを募集し、優秀

　　　　　　　　　　　　　作品を展示する。

　(3)｢さわやか畜産｣の推進

　　ア　畜産経営の環境保全総合対策

　　　　畜産経営環境保全対策協議会を開催し、県、市町村及び農業団体を一

　　　丸とする総合的な指導体制を整備強化するとともに、畜産環境保全実態



　　調査、巡回指導、研修会の開催、水質検査及び臭気調査を実施し、畜産

　　経営による環境汚染の防止を図る。

　イ　畜産環境対策の促進

　　　畜産農家の組織化と集団化を図るとともに、畜産農家と耕種農家の連

　　携による合理的な家畜ふん尿の処理利用を推進するため、これに必要な

　　処理機械及び土壌還元用機械施設等の整備を図る。

　ウ　家畜ふん尿有効利用の促進

　　　家畜ふん尿を土壌改良資材及び肥料として土壌還元することにより、

　　畜産公害の防止と地力増強を図り、土地基盤と結びついた安定的な畜産

　　経営の育成を図る。

　エ　助成及び融資

　　　　｢さわやか畜産｣に必要な施設、機械の導入に対し助成及び融資を行

　　うとともに、堆きゅう肥の流通機構の育成を図る。

(4)漁業環境保全対策

　ア　59年度に引き続き、調査指導員による漁場環境の監視及び漁場公害に

　　関する情報の収集を行う。

　　　また、漁業者に対し漁業公害に関する講習会を開催し、知識の普及に

　　努める。

　イ　定置漁場における水質調査

　　　59年度に引き続き、定置漁場を中心とした31地点について、1年を通

　　して水質調査を実施する。

(5)環境保健対策

　ア　イタイイタイ病対策

　　　59年度に引き続き、家庭訪問指導、要観察者の管理検診、神通川流域

　　住民健康調査を実施する。

　イ　カドミウム環境汚染要観察地域対策

　　　黒部市の前日本鉱業(株)三日市製錬所周辺住民の過去のデーターに基づ



　　　いた要追跡者に対し、健康調査を実施し、住民の健康管理に努める。

　　ウ　地域住民の健康管理対策

　　　　市町村が生活環境要因の変化に係る健康調査を実施する場合、県が技

　　　術協力をするほか、市町村が健康障害者と認め療養費を支給した場合に

　　　は、その1/2に相当する額を補助する。

　　エ　光化学スモッグ対策

　　　　光化学スモッグが発生した場合には、健康被害の届出を受理するとと

　　　もに、被害状況の調査等を実施することにより、地域住民の健康管理に

　　　努める。

10　環境保全に関する試験、研究

　(1)公害センター

　　ア　環境大気中の有機物質の分析方法の研究

　　　　環境大気中に存在する有機物質のうち、大気清浄度の指標物質として

　　　利用できる可能性がある植物由来のテルペン類について、分析方法を検

　　　討する。

　　イ　環境への各種発生源別粉じん量寄与率の研究

　　　　県中央部地域について、浮遊粉じんの詳細な調査を実施し、浮遊粉じ

　　　ん濃度の広域的な分布状況を把握するとともに、化学成分バランス法等

　　　により、各種発生源からの粉じん量寄与率を求める。

　　ウ　富山県における大気拡散に関する研究

　　　　滑川、中新川地域について、環境大気調査及び地上風調査を実施し、

　　　汚染レベルを把握するとともに、局地気象を含む精度の高い気象ブロッ

　　　クを決定する。また、大気拡散モデルについて、継続的に検討を行う。

　　エ　化学物質の除去方法に関する研究

　　　　トリクロロエチレン等の有機塩素系化学物質含有排水について、これ

　　　らの物質の除去方法を検討する。

　　オ　工場排水の合理的処理方法に関する研究



　　　食料品製造業のうち、乳製品製造業・水産加工製品製造業について、

　　排水処理の実態を調査し、実情に即した処理モデルを検討する。

　カ　環境水域における汚濁機構に関する研究

　　　湖沼ごとに、富栄養化の潜在性をみいだすため、藻類生産能力を測定

　　し富栄養化の予測及び制御方法を検討する。

　キ　産業廃棄物の有効利用に関する研究

　　　産業廃棄物の処理技術や再資源化の方法を開発するため、廃棄物の物

　　理的、化学的な性状について基礎的な研究を行う。

(2)衛生研究所

　ア　不快動物の多発防止対策の調査研究

　　　59年度に引き続き、観光地、都市部小河川(排水路)等に多発する不

　　快害虫ならびに家畜舎から発生するイエバエ類について調査研究を行い、

　　発生防止対策を講ずる。

　イ　農薬等環境汚染物質に関する調査研究

　　　59年度に引き続き、殺虫剤、除草剤および重金属等による県内産食品

　　の汚染状況について調査する。

　ウ　イタイイタイ病の予防に関する研究

　　　カドミウムによる慢性中毒からイタイイタイ病への進展を予防するた

　　め、要観察者の病態生化学的検査を実施し、その結果について解析する。

　エ　環境汚染物質と生体影響に関する研究

　　　重金属汚染に基づく健康影響の早期発見を目的に、汚染指標を確立す

　　るとともに、生体への影響について検討する。

(3)繊維工業試験場

　ア　捺染の発色技術研究

　　　59年度の｢省エネルギー化のための捺染発色技術に関する研究｣の中

　　小企業への技術移転をはかるための研究を行い、加熱蒸気を併用しない

　　マイクロ波照射による捺染発色を研究し、省エネルギーと大気汚染防止



　　　の可能性を検討する。

　　イ　合繊の化学加工技術研究

　　　　ポリエステル織物の吸汗、防汗などの機能附与の加工で、耐久性のあ

　　　る高品質の化学加工の研究を行ない、省エネルギーと排水汚濁防止の可

　　　能性を検討する。

　(4)農業試験場

　　公特事業に伴う客土水田の調査

　　　神通川流域の公特事業完了地区(第1次地区)の客土水田において、玄

　　米や土壌中のカドミウム濃度調査等、対策地域の指定解除のための諸調査

　　を実施する。

　(5)水産試験場

　　赤潮に関する調査

　　　赤潮の発生状況を把握し、魚類に対する影響を検討し漁業者等に赤潮発

　　生情報を通報する。

　(6)林業試験場

　　環境変化に伴う樹勢衰退調査

　　　スギ樹幹の年齢構造解析によって、平野部におけるスギの衰退現象の原

　　因を明らかにする。

11　公害防止事業に対する助成

　　中小企業における公害防止施設の整備を促進するため、中小企業者が設置

　する施設に対し、長期・低利な良質の資金を融資する。



12　自然環境保全対策

　(1)自然環境保全地域の管理

　　ア　保全計画に基づき、自然環境保全地域において管理歩道の新設等の保

　　　全事業を実施する。

　　イ　保全地域の大切さを認識してもらうため、普及用のガイドブックを作

　　　成する。

　(2)自然公園の整備及び管理

　　ア　中部山岳国立公園については、称名地区の適正な利用を図るため、56

　　　年度から園地、駐車場、公衆便所、歩道橋等の整備を進めてきたが、今

　　　年度は最終年度として、昨年に引き続いて滝見台園地に休憩所を整備す

　　　る。

　　　　また、黒部峡谷欅平地区では、メイン施設となる欅平ビジターセンタ

　　　ーの建設に着手し、室堂平でも継続して園地を整備する。

　　イ　有峰ふるさと自然公園国民休養地の整備については、58年度から5か

　　　年計画で実施しているが、今年度はピクニック園地(渓流広場)やテニ

　　　スコート、公衆便所、汚水処理施設を整備する。

　　ウ　朝日町等8市町村の県立自然公園及び県定公園については、県の補助

　　　事業で施設整備を実施する。

　　エ　立山の植生復元については、59年度に引き続き室堂地区において緑化

　　　工事を行うとともに、緑化材料としての高山植物の育苗を芦峅寺におい

　　　て実施する。

　　オ　立山天狗平周辺の池塘の保護のため、59年度に引き続き保全事業を実

　　　施する。

　　カ　室堂に設置されている立山自然保護センターを基地とし、公園パトロ

　　　ール、美化清掃及び利用者指導等を行う。

　　キ　山岳遭難防止対策の一助として、登山者に立山剱岳一帯の登山道その

　　　他の最新情報を提供するため、テレフォンサービスを実施する。



　ク　薬師岳及び後立山連峰周辺に生息する高山蝶(タカネヒカゲ)を違法

　　採取者から保護するため、標識等による啓発やパトロールの強化を行う。

(3)県民公園の整備及び運営

　ア　県民公園太閤山ランドについては、気軽に楽しめるレクリェーション

　　の場を提供するため、ボート乗り場、サイクリングコースなどの整備を

　　進める。

　イ　県民公園野鳥の園の古洞池地区において、自然に親しみながら野鳥観

　　察をするための歩道の整備を行う。

　ウ　置県百年記念県民公園条例に基づき、新港の森、太閤山ランド、頼成

　　の森及び自然博物園の管理を(財)富山県民福祉公園に委託し、諸施設の有

　　機的かつ一体的な利用が図られるよう適切な管理運営に努める。

(4)立山山麓家族旅行村の整備及び運営

　　合掌棟西側のスギ林の森林浴コースを整備し、合掌棟と一体的な利用を

　図る。

　　また、管理については59年度に引き続き、立山山麓レクリェーション開

　発(株)に委託する。

(5)野生鳥獣の保護と管理

　ア　ライチョウ保護対策の一環として、新たに雲の平で生息数及び生息環

　　境調査を実施するほか、立山で生態調査、冬期調査等の諸調査を実施す

　　る。

　　　さらに、室堂山周辺100haにおいて、繁殖期(5月20日から7月末まで)

　　にスキー行為の規制を行う。

　イ　鳥獣の保護を図るため、新たに高塚周辺(婦中町・富山市)300ha、桜

　　ヶ池周辺(福光町・城端町)610ha及び田尻池周辺(富山市)250haを保

　　護区として設定する。また、期間満了となる有峰及び吉峰鳥獣保護区に

　　ついては、期間を更新する。



　ウ　県内各地に鳥獣保護員を配置し、保護の実効と啓もうを図る。

　エ　愛鳥週間において、ツバメの調査、バードウォッチング、愛鳥ポスタ

　　ー並びに標語の募集を行うなど愛鳥思想の啓もうを図る。

　オ　鳥獣保護センターにおいて、負傷鳥獣の救護、管理を行うほか、オオ

　　ハクチョウのための給餌活動、カスミ網による密猟取締り、キジの放鳥

　　等を行い積極的に野生鳥獣の保護と増殖を図る。

　カ　有害鳥獣の駆除は、必要に応じて駆除隊を編成し、的確で迅速な駆除

　　を実施する。

　キ　狩猟の適正化を図るため、各種の講習会、研修会や取締りを実施する。

　ク　狩猟事故の防止を図るため、必要に応じ銃猟禁止区域、銃猟制限区域

　　を設定する。

　ケ　野鳥の保護と自然観察の場として、県民公園野鳥の園を整備する。

(6)自然保護思想の普及

　ア　次の各地域にナチュラリストを配置し、公園利用者に自然解説を行う。

　　　　県民公園(自然博物園及び頼成の森)

　　　　　　　4月28日～11月4日の間の毎日曜日及び祝日

　　　　称名の滝

　　　　　　　7月7日～10月10日の間の毎日曜日及び祝日

　　　　立山(室堂及び弥陀ヶ原)

　　　　　　　7月20日～8月31日の毎日

　イ　県内各地に自然保護指導員を配置し、自然公園等の利用者の指導、自

　　然保護思想の普及に努めるとともに、自然に関する情報を収集する。

　ウ　自然保護に関する講演会を開催する。

　エ　自然観察読本及び自然ガイドシリーズを発行する。

　オ　自然博物園｢ねいの里｣において、四季を通じての自然観察会をはじ

　　めとして誰もが自然に親しみ学べるように各種プログラムを実施するこ

　　とによって、環境教育の普及を図る。



(7)自然環境の各種調査

　ア　53～55年に設定した立山道路沿線の調査区において、引き続き植生(植

　　生及び標本木の活力度)、土壌(理化学的性質)及び鳥類の3項目につい

　　て、定点調査を行う。

　イ　赤外線カラー航空写真を用いて、立山道路沿線30km2の植生活力度調

　　査を行う。

　ウ　自然環境管理計画策定の資料を得るため、昆虫類及び鳥類の調査を行

　　う。

　エ　第3回自然環境保全基礎調査(みどりの国勢調査)の一環として、植

　　生調査及び特定植物群落調査を行う。



































































　　　　　　　　　　　　第9　最近の環境用語

1　赤潮

　　海中のプランクトンが異常増殖し、海水が赤褐色を呈する現象。発生のメ

　カニズムは完全に究明されていないが、海洋沿岸や河川の注ぐ湾内に、しか

　も雨後に強い日射と海面の静かな日が続くときに発生しやすい。海水中の窒

　素、燐等の栄養塩類濃度、自然条件の諸要因が相互に関連して発生すると考

　えられている。魚介類に対する被害の原因として、(1)赤潮プランクトンが魚

　介類のえらに詰って窒息する。(2)赤潮プランクトンの細胞分解のため海水中

　のDOが欠乏する。(3)有毒物が赤潮プランクトンにより生産排出される。(4)

　細菌が増殖する。などの諸説がある。

2　アメニティ

　　場所・建物・気候などの感じのよさ、快適さあるいは人の性質、習慣、行

　為等が気持ちのよいものであることを意味するが、そのほか美しい風景を指

　すこともある。このようにこの言葉は、多義的かつ曖昧で、そのうえ極めて

　主観的な要素を含んでいる。

　　近年、生活に関する価値観は、物質的な豊かさだけでなく、更に精神的な

　ものも含めた生活の豊かさ、快適さを求めるように変化しており、人々の心

　にうるおいを与えるような快適な環境の積極的確保・創造が注目されてきて

　いる。

3　硫黄酸化物(SOx)

　　二酸化硫黄(SO2)、三酸化硫黄(SO3)など、硫黄の酸化物を総称して硫

　黄酸化物という。硫黄が燃えると亜硫酸ガス(二酸化硫黄)となり、太陽紫

　外線により光酸化し無水硫酸となる。呼吸器を刺激し、せき、呼吸困難、ぜ

　んそく、気管支炎などを起こすほか植物を枯らしたりするため、大気汚染の

　原因物質として問題となっている。

4　上乗せ基準

　　ばい煙又は排出水の排出の規制に関して、一律の排出基準又は排水基準に

　代えて適用するものとして、都道府県が条例で定める、より厳しい排出基準



　又は排水基準をいう。

5　SS(浮遊物質)

　　粒径2mm以下の水に溶けない懸濁性の物質をいう。水の濁りの原因とな

　るもので魚類のエラをふさいでへい死させたり、日光の透過を妨げることに

　よって水性植物の光合成作用を妨害するなどの有害作用がある。また、有機

　性浮遊物質の場合は河床に堆積して腐敗するため、底質を悪化させる。

6　オキシダント(光化学オキシダント)

　　大気中の窒素酸化物、炭化水素等が紫外線によって光化学反応を起こした

　結果生成するオゾンを主とする酸化性物質の総称である。→光化学スモッグ

7　汚濁負荷量

　　いおう酸化物、BOD等の汚濁物質が大気や水などの環境に影響を及ぼす量

　のことをいい、一定期間における汚濁物質の濃度とこれを含む排出ガス量や

　排水量等との積で表される。(例えば、g/日)

8　環境影響評価(アセスメント)

　　各種開発行為の実施に先立ち、それが大気、水質、生物等環境に及ぼす影

　響について予測、評価を行うことをいう。

9　環境基準

　　公害対策基本法は｢環境基準とは、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染

　及び騒音に係る環境上の条件についてそれぞれ人の健康を保護し、生活環境

　を保全する上で維持されることが望ましい基準｣と定義している。環境基準

　は行政上の目標基準であり、直接に工場等を規制するための規制基準とは異

　なる。

10　環境週間

　　昭和47年6月にスウェーデンのストックホルムで開催された国連人間環境

　会議において｢人間環境の擁護、向上は人類の至上の目標である｣として、

　　｢人間環境宣言｣が採択され、環境問題が世界共通の重要な問題として認識

　されることとなった。

　　これを記念して、国連では6月5日を｢世界環境デー｣とし、毎年この日

　に国際的な活動を行うことになった。



　　我が国では、昭和48年から6月5日を初日とする｢環境週間｣を設け、

　環境問題に関する各種行事を実施している。

11　環境容量

　　自然の浄化能力の限界量としてとらえる場合、許容される汚染度の範囲内

　で環境中に排出できる汚染物質量としてとらえる場合、更には、近年大きな

　問題となっている地域開発に伴う環境破壊を防止するためには、特定の地域

　が経済、社会活動と環境の質の変化の間における人為的なもの、自然的なも

　のを含めたすべての要素を総合的に見た上で、環境を保全しうる範囲内での

　人間活動の限界を見極めようとする場合に使われる。

12　休猟区

　　狩猟鳥獣の増殖を図るため狩猟行為が禁止される区域で、3年を限度とし

　て、狩猟者のために解除される区域である。

13　クローズドシステム

　　排水、廃棄物等を工場外に出さずに、工場内で循環し、回収する閉鎖系を

　いう。

14　クライテリア

　　クライテリアとは判定条件のことで、ある汚染物質について、量と人や動

　植物等に対する影響の関係(量・反応関係)の情報を集大成したものである。

　この量・反応関係は、人や動植物等を使った実験室での暴露実験や実際の環

　境中での疫学的調査等によって解明される。

15　K値規制

　　大気汚染防止法のばい煙発生施設から排出される硫黄酸化物の規制方法を

　いう。これは、大気汚染の程度によって全国を16段階の地域に分け、それぞ

　れ係数(K値)を決め、次の計算式により求められた許容量を超える硫黄酸

　化物の排出を制限するものである。

　　q=K×10-3He2(硫黄酸化物の排出基準)

　　　q:硫黄酸化物の量

　　　K:地域ごとに定められている係数(K値)

　　　He:補正された排出口の高さ(煙突の高さに、煙が上昇する有効な高さ



　　　　　　を加えたもの)

16　ケミカルアセスメント

　　化学品の人体や環境に対する影響を予測、評価することをいう。

17　公園街道

　　県民公園を結ぶ幹線歩道として計画されているもの。起点は県民公園太閤

　山ランド、終点は頼成の森、延長19.3km、平均幅員は1.2mである。県民公

　園地域内の雑木林の中をいく、昔からの山道、歴史を秘めた峠道、素朴な田

　園の中の道をできるだけそのまま生かして、レクリェーションや自然観察の

　ために提供することを目的としている。

18　光化学スモッグ

　　大気中の窒素酸化物や炭化水素に紫外線が作用して、オゾン、パーオキシ

　アシルナイトレート等の酸化性物質(光化学オキシダント)を生成し、この

　オキシダントが特殊な気象条件の下で光化学スモッグを形成するといわれて

　いる。光化学スモッグは、眼を刺激して涙を誘発し視程を減少させるととも

　に、また呼吸困難をきたし、更に、植物を枯らしたり、ゴムの損傷を早めた

　りする。この現象は、日ざしの強い夏期に発生しやすい。

19　合成洗剤

　　洗剤にはやし油等の原料から作られる｢石けん｣と、鉱油や動植物油から

　合成して作られる｢合成洗剤｣の2種類がある。

　　合成洗剤は、界面活性剤(LAS等)と助剤(性能向上剤)からなり、硬水

　でも使用できる等利便性があることから衣料、食器等の洗浄に幅広く利用さ

　れている。

　　近年、界面活性剤による皮膚障害等の安全性や、助剤に含まれるりん酸塩

　による閉鎖性水域での富栄養化が問題にされているので、合成洗剤の低りん

　化、無りん化等の対策が進められている。

20　国民休養地

　　国民休養地とは、45年から実施されている事業であり、その目的は｢急激

　な都市化の中で失いつつある自然との触れあいを回復するために、都市周辺

　の多様で豊かな自然に恵まれた県立自然公園内に自然との調和を図りながら



　健全な野外レクリェーションの場を整備するとともに、単に保養の場として

　のみならず、積極的に自然に働きかけるという体験を通じて自然と人間との

　調和のあり方を会得し、郷土の自然を守り育てていこうとする意識を培う場

　として整備しようとするもの｣である。

　　国民休養地の施設整備については、都道府県が事業主体の場合に環境庁か

　ら事業費の1/3の補助が受けられ、現在全国で45か所(整備中も含む)ある。

21　三次処理

　　排水処理について、今までとられてきた処理を二次処理あるいは高級処理

　と言い、更に処理水の水質向上を図るために一段階加えた処理を三次処理と

　いう。最近、BOD、CODの規制強化や窒素、りんによる二次汚濁、処理水の

　再利用の面から検討されている。

22　三点比較式臭袋法

　　臭を数量化する方法の一つで、人の嗅覚により評価する官能試験である。

　パネルの臭判別可能な希釈倍数から臭気濃度を求める方法である。

23　COD(化学的酸素要求量)

　　水中の有機物などは、溶存酸素を消費し、水中生物の成育を阻害する。こ

　のような有機物などによる水質汚濁の指標として、現在BOD及びCODが採

　用されており、このほかTOC又はTODについて検討が行われている。これ

　らの有機汚濁指標は、いずれもppm(mg/l)で表され、数値が高いほど汚濁

　が著しいことを示す。

　　CODは、水中の汚濁物質(主として有機物)を酸化剤で化学的に酸化する

　ときに消費される酸素量をもって表し、環境基準では海域及び湖沼の汚濁指

　標として採用されている。

24　自然博物園

　　県民に、自然に関する学習の場を提供することを目的として婦中町に設置

　された県民公園のひとつで、この中には財団法人富山県民福祉公園の設置す

　る自然博物園センターの展示館等の施設がある。

25　自然保護憲章

　　自然保護の国民的指標として、昭和49年6月5日、我が国の全国的組織体



　149団体で組織する自然保護憲章制定国民会議が制定した全国民的な憲章で

　あり、その大要は次のとおりである。

　1　自然をとうとび、自然を愛し、自然に親しもう。

　2　自然に学び、自然の調和をそこなわないようにしよう。

　3　美しい自然、大切な自然を永く子孫に伝えよう。

26　銃猟禁止区域

　　公共の安全を図り不測の事故を防止するため、銃による狩猟を禁止してい

　る区域である。

27　森林浴

　　森の中に入ると、スギ、ブナなど樹木特有のすがすがしい香りが漂ってく

　る。森林浴とは、この森林の香気、精気を浴びて心身をきたえることである。

28　植生自然度

　　自然は、人工の影響を受ける度合によって、自然性の高いものも低いもの

　もある。高山植物群落や極相林のように人間の手の加わっていないものを10

　及び9とし、緑のほとんどない住宅地や造成地を1、その中間に二次林、植

　林地、農耕地等をランクし、10段階で表示する。

29　潜在自然植生

　　何らかの形で人為的な影響を受けている地域で、今、人間の影響を一切停

　止したとき、その土地に生じると判定される自然植生。

30　総量規制

　　一定の地域内の汚染(濁)物質の排出総量を環境保全上許容できる限度に

　とどめるため、工場等に対し汚染(濁)物質許容排出量を配分し、この量を

　もって規制する方法をいう。大気汚染、水質汚濁に係る従来の規制方式は、

　工場等の排出ガスや排出水に含まれる汚染(濁)物質の濃度のみを対象とし

　ていたが、この濃度規制では地域の望ましい環境を維持達成することが困難

　な場合に、その解決手段として最近総量規制がクローズアップされている。

31　大腸菌群数

　　大腸菌群は、人間又は動物の排泄物による水の汚染指標として用いられて

　いる細菌である。大腸菌には、温血動物の腸内に生存しているものと、草原



　や畑などの土中に生存しているものとが、これを分難して測定することが困

　難なので、一括して大腸菌群として測定している。

32　窒素酸化物(NOx)

　　窒素の酸素の化合物の総称である。大気中の窒素酸化物は種々あるが、一

　酸化窒素(NO)と二酸化窒素(NO2)が主なもので、工場やビル暖房等にお

　ける燃料の燃焼工程、自動車、硝酸製造工場などから排出される。窒素酸化

　物は低濃度の場合、巣独ではあまり害はないが、光化学スモッグが発生しや

　すい条件下では、その原因物質として問題となる。また、NO2が高濃度の場

　合は、眼を刺激し、呼吸器に急性のぜんそく性症状を起こすなど有害である。

33　鳥獣保護区

　　野生鳥獣の保護増殖を図るための区域で、捕獲行為が禁止される区域であ

　る。鳥獣保護区内に設けられる特別保護地区内では野生動物の生息に影響を

　及ぼす行為は許可が必要である。

34　DO(溶存酸素)

　　水に溶けている酸素のことをいう。河川等の水質が有機物で汚濁されると、

　この有機物を分解するため水中の微生物が溶存酸素を消費し、この結果、溶

　存酸素が不足して魚介類の生存が脅かされる。更に、この有機物の分解が早

　く進行すると、酸素の欠乏とともに嫌気性の分解が起こり、有害ガスを発生

　して水質は著しく悪化する。

35　WECPNL(うるささ指数)

　　航空機騒音のうるささを表わす指数として用いられる。これは、1日の航

　空機騒音レベルの平均と時間帯ごとに重みづけされた飛行回数から算定され、

　航空機の総騒音量を評価する単位である。

36　ナチュラリスト

　　本来は、博物学者という意味であるが、富山県ナチュラリストは自然環境

　等についての知識を持ち、富山県知事が認定した人たちで、現在、夏期に立

　山等に駐在して国立公園等の利用者に自然解説を行っている。

37　ばい煙

　　硫黄酸化物、ばいじん及び有害物質の総称である。ばいじんとは、ボイラ



　ーや電気炉等から発生するすすや固体粒子をいい、有害物質とは、物の燃焼、

　合成、分解等に伴って発生するカドミウム、塩素、ふっ素、鉛、窒素酸化物

　等の人の健康又は生活環境に有害な物質をいう。

38　BOD(生物化学的酸素要求量)

　　BODは、水中の汚濁物質(有機物)が微生物によって酸化分解され、無機

　化、ガス化するときに必要とされる酸素量をもって表し、環境基準では河川

　の汚濁指標として採用されている。→COD

39　PCB(ポリ塩化ビフェニル)

　　不燃性で熱に強く、絶縁性にすぐれ、化学的にも安定であるなど多くの特

　性を持っており、このため用途も広範で、熱媒体、絶縁油、塗料等多岐にわ

　たる。カネミ油症事件の原因物質で、皮膚障害や肝臓障害を引き起こすこと

　が知られている。環境汚染物質として注目され、大きな社会問題となったた

　め、現在我が国では製造は中止され、使用も限定されている。

40　ppm

　　ごく微量の物質の濃度や含有率を表すのに使われ、%が100分の1をいうの

　に対し、ppmは100万分の1を意味する。例えば、空気1m3中に1cm3

の物

　質が含まれているような場合、あるいは水1kg(約1l)中に1mgの物質

　が溶解しているような場合、この物質の濃度を1ppmという。ppmより微量

　の濃度を表す場合には、ppb(10億分の1)も用いられる。

41　PPP(汚染者負担の原則)

　　環境汚染防止のコスト(費用)は、汚染者が支払うべきであるとする考え

　であり、環境政策に一定の方向を与えた画期的な考えであるといえる。

42　富栄養化

　　海洋や湖沼で栄養塩類(窒素、燐等)の少ないところは、プランクトンが

　少なく、透明度も大きい。このような状態を貧栄養であるという。これに対

　し、栄養塩類が多いところでは、プランクトンが多く透明度が小さい。この

　ような状態を富栄養であるという。有機物による水質汚濁その他の影響で、

　貧栄養から富栄養へと変化する現象を富栄養化という。



43　浮遊粒子状物質

　　大気中に浮遊する粒子状物質であって、その粒径が10ミクロン以下のもの

　をいう。

44　ホン

　　騒音の大きさを表す単位として用いられる。これを日常生活における音と

　対比してみると、｢ささやき声、木の葉のふれあう音｣で20ホン程度、｢静か

　な事務所｣で50ホン程度、｢国電の中｣で80ホン程度、｢ジェット機の音｣

は

　120ホン程度で、130ホンになると耳に痛みを感じる。

45　野鳥の園

　　野鳥の保護を図るとともに、県民に自然探勝の場を提供することを目的と

　して設置された県民公園のひとつで、富山市三ノ熊地内の古洞池地区のほか

　婦中町高塚地内の1級鳥類観測ステーション地区がある。

46　緑被度

　　一定面積の中に樹木等が生育している面積の比率をいう。正確にはその土

　地の区域と樹冠投影面積の和との比率で表す。

47　労働衛生許容濃度

　　職場において、労働者の健康障害を予防するための手引として用いられる

　値である。日本をはじめソ連、アメリカ等世界各国で、生体作用等を総合的

　に検討して定められている。



2　達成期間

　1　一酸化炭素、浮遊粒子状物質又は光化学オキシダントに係る環境基準は、

　　維持され、又は早期に達成されるよう努めるものとする。

　2　二酸化硫黄に係る環境基準は、維持され、又は原則として5年以内(48

　　年度から)において達成されるよう努めるものとする。

　3　二酸化窒素に係る環境基準は、1時間値の1日平均値が0.06ppmを超

え

　　る地域にあっては、1時間値の1日平均値が0.06ppmが達成されるよう

努

　　めるものとし、その達成期間は原則として7年以内(60年度まで)とする。

　　　また、1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾ

ーン内に

　　ある地域内にあっては、原則として、このゾーン内において、現状程度の

　　水準を維持し、又はこれを大きく上回ることとならないよう努めるものと

　　する。



　環境基準を維持し、又は達成するため、個別発生源に対する排出規制の

ほか、各種の施策を総合的かつ有効適切に講ずるものとする。







3　達成期間等

　　環境基準の達成に必要な期間及びこの期間が長期間である場合の措置は、

　次のとおりとする。

　(1)人の健康の保護に関する環境基準

　　　これについては、設定後直ちに達成され、維持されるように努めるもの

　　とする。

　(2)生活環境の保全に関する環境基準

　　　これについては、各公共用水域ごとに、おおむね次の区分により、施策

　　の推進とあいまちつつ、可及的速やかにその達成維持を図るものとする。

　　ア　現に著しい人口集中、大規模な工業開発等が進行している地域に係る

　　　水域で著しい水質汚濁が生じているもの又は生じつつあるものについて

　　　は、5年以内に達成することを目途とする。

　　　　ただし、これらの水域のうち、水質汚濁が極めて著しいため、水質の

　　　改善のための施策を総合的に講じても、この期間内における達成が困難



　と考えられる水域については、当面、暫定的な改善目標値を適宜設定す

　ることにより、段階的に当該水域の水質の改善を図りつつ、極力環境基

　準の速やかな達成を期することとする。

イ　水質汚濁防止を図る必要のある公共用水域のうち、アの水域以外の水

　域については、設定後直ちに達成され、維持されるよう水質汚濁の防止

　に努めることとする。



2　達成期間等

　　環境基準は適用地域の種別により、次の区分により、施策の進展とあいま

　って、その達成、維持を図るものとする。

　(1)道路に面する地域以外の地域については、環境基準の設定後直ちにその

　　達成を図るよう努めるものとする。

　(2)道路に面する地域については、設定後5年以内を目途としてその達成を

　　図るよう努めるものとする。

　　　ただし、道路交通量が多い幹線道路に面する地域で、その達成が著しく

　　困難な地域については、5年を超える期間で可及的速やかに達成を図るよ

　　う努めるものとする。

○航空機騒音に係る環境基準…48年12月27日環境庁告示第154号

1　環境基準

　　環境基準は、地域の類型ごとに次表の基準値の欄に掲げるとおりとし、各

　類型をあてはめる地域は、都道府県知事が指定する。

2　達成期間等

　　環境基準は、公共用飛行場等の周辺地域においては、飛行場の区分ごとに

　次表の達成期間の欄に掲げる期間で達成され、又は維持されるものとする。

　　この場合において、達成期間が5年を超える地域においては、中間的に同

　表の改善目標の欄に掲げる目標を達成しつつ、段階的に環境基準が達成され

　るようにするものとする。



○新幹線鉄道騒音に係る環境基準…50年7月29日環境庁告示第46号

1　環境基準

　　環境基準は、地域の類型ごとに次表の基準値の欄に掲げるとおりとし、各

　類型をあてはめる地域は、都道府県知事が指定する。

2　達成目標期間

　　環境基準は、関係行政機関及び関係地方公共団体の協力のもとに、新幹線

　鉄道の沿線区分ごとに次表の達成目標期間の欄に掲げる期間を目途として達

　成され、又は維持されるよう努めるものとする。

　　この場合において、新幹線鉄道騒音の防止施策を総合的に講じても当該達



成目標期間で環境基準を達成することが困難と考えられる区域においては、

家屋の防音工事等を行うことより環境基準が達成された場合と同等の屋内環

境が保持されるようにするものとする。

　なお、環境基準の達成努力にもかかわらず、達成目標期間内にその達成が

できなかった区域が生じた場合においても、可及的速やかに環境基準が達成

されるよう努めるものとする。



2　達成期間

　　直ちに維持されるものとする。
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